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明 石 市 環 境 方 針 

 
 

明石市は、地球環境と調和した人と自然との共生を確保し、循環を基調とする持続

可能な社会の実現のため、次に掲げる方針にもとづいて環境の取り組みに率先して行

動します。 

 

１ 市民、NPO、事業者とのパートナーシップにより、明石市環境基本計画に基づく

環境施策を推進します。 

２ 環境マネジメントシステムの推進により、行政経営の改善を目指します。 

３ 環境目的及び環境目標を定め、定期的な見直しを行いながら、汚染の予防に努め、

環境マネジメントシステムを継続的に改善します。 

４ 省エネルギー・省資源、グリーン購入などエコオフィス活動に取り組みます。 

５ 公共事業については、積極的に環境に配慮します。 

６ 事務事業の推進や施設管理にあたっては、環境関連法令等を遵守します。 

７ 市職員は、環境方針を理解し、環境への認識を深め、環境保全活動を継続的に進

めます。 

８ 環境方針及び環境マネジメントシステムに基づく活動結果を広く公表します。 
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 Ⅰ．市勢の概要 

Ⅰ 市 勢 の 概 要 

 
１. 市域の概要 

本市は、兵庫県の瀬戸内海側のほぼ中央に位置し、東と北は神戸市に、西は播磨町、稲美町、加

古川市に接し、南は明石海峡をへだてて淡路島と相対しています。また、市の東部を東経 135 度子

午線が通っており、「日本標準時のまち」としても知られています。 

市域の面積は 49.24 ㎞２で、ゆるやかな丘陵を背にして東西約 16 ㎞の海岸線に沿った帯状の市域

を形成しています。内陸部への広がりは比較的少なく、南北の最長距離は 9.4 ㎞です。 

地形的には、市域の大部分が平坦で起伏が少なく、最も高い地点は大久保町松陰の 94.6m です。 

 

 

 

松江海岸  

○  

西二見  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした地形のため、市内を流れる河川もほとんどが小規模河川です。このうち最も大きなもの

が明石川で、その東方に朝霧川、西方に谷八木川、赤根川、瀬戸川等の小河川が市域を南北に流れ、

明石海峡から播磨灘にそそいでいます。 

気候は、瀬戸内海に面しているため気温の年較差が少なく温暖です。 

また、本市は東西に山陽新幹線をはじめＪＲ、山陽電気鉄道、国道 2号、明姫幹線等の鉄道・道

路軸が整備されており、交通の利便の良さからベットタウン化が進む一方で、平成 10(1998)年春開

通の明石海峡大橋により、淡路、四国方面とのアクセスが大きく向上したことに伴い、その交流拠

点としての新たなまちづくりが推進されています。 
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Ⅰ．市勢の概要 

２. 人口及び世帯数 

                              （平成 18 年 4 月 1日現在） 

人   口 世  帯  数 

総   数 男 女  １世帯平均人員 

人 人 人 世帯 人

２９０，６７４ １４１，４８１ １４９，１９３ １１２，１６０ ２．６

※平成 17 年国勢調査人口による推計より 

 

 

平成 17 年中（1～12 月）の人口増加数は、△218 人でした。 

内訳は自然増加数（出生数－死亡数）400 人、社会増加数（転入－転出）△618 人です。

人口動態の推移
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人口動態の推移をみると昭和 58、59 年には転出数が転入数を上回り社会減となっていますが、自

然増が社会減を上回り総人口は増加していました。ところが昭和 60、61 年は社会減が 2,000 人余り

となったため自然増でカバーしきれず、2年連続して総人口は減少しました。しかし、昭和 62 年には

転出数の減少により社会減が縮小したため再び自然増が社会減を上回り、総人口は増加となりました。 

昭和 63 年以降平成 10 年までは転入超過が続きましたが、平成 11 年からは 7 年連続で転出超過と

なりました。また、平成 17 年中においては人口が 2 年ぶりに減少しており、自然増加数は 5 年連続

して減少しました。 
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                                     Ⅲ．計 画 等 

Ⅲ 計 画 等 

 

１．概   要 
平成 12(2000)年 2 月に「明石市環境基本計画」を策定しましたが、この環境基本計画を先行的

に取り組む施策（リーディング・プロジェクト）として、環境マネジメントシステムの導入及び

エコオフィスの推進等を取り上げています。 

そこで、平成 13(2001)年 3 月 14 日に県下の市町の中では 3 番目に環境マネジメントシステム

の国際規格であるＩＳＯ１４００１を認証取得しました。 

そして、地球温暖化対策を推進するため、明石市の全ての事務事業から排出される温室効果ガ

ス排出量の削減を目指した「明石市地球温暖化対策実行計画」を平成 13(2001)年 3 月に策定しま

した。これからは、省エネ・省資源、廃棄物の削減・リサイクルの推進など地球温暖化をはじめ

とする地球環境問題への取り組みが急務であり、そのためには、行政、市民、事業者のパートナ

ーシップによる取り組みを展開していく必要があるといえます。 

また、「明石市一般廃棄物処理基本計画」については、環境審議会に諮問し、市民意見の募集を

経たごみ編に、最新の実績データを追加した生活排水編を加えて、平成15(2003)年2月に新たな計

画として策定されました。ごみ編では、「環境への負荷が小さく持続可能な循環型のまち・あかし」

を構築するため、ごみの発生抑制から最終処分まで含めたごみ処理の基本方針を定めており、こ

れに基づいてごみ減量化を推進する施策を盛り込んだ長期的かつ総合的な計画になっています。 

なお、上記の「明石市環境基本計画」、「明石市地球温暖化対策実行計画」、「明石市一般廃棄物

処理基本計画」については、環境政策課のホームページ「 ECOIST」（ URL：
http://www.city.akashi.hyogo.jp/kankyou/kankyou_s_ka/ecoist/index.html）からＰＤＦファイ
ルをダウンロードすることができます。（その他環境基本条例等もダウンロードできます。） 

 

 

２．明石市環境基本計画 

～海峡交流都市・明石のエコ・ゆほびか創造プラン～ 

環境基本計画は、環境基本条例に掲げられた基本理念に基づいて、明石市というまちの特性を

考えた中で、本市の環境の保全と創造の実現に向けた取り組みを示したもので、平成 12(2000)年

2 月に策定しました。 

なお、環境基本計画は、平成 18(2006)年度中に市民参画により中間見直しを行います。 

１ 環境基本計画の基本理念 

① みんなで考え、行動する 

市民、事業者及び行政が、それぞれの役割を果たしながら、環境問題の解決に向け取り組

むとともに、三者の相互の協働の取り組みが重要です。 

その意味から、市民自らが明石市の環境を保全・創造していくための取り組みに主体的に

参加・参画し、事業者、行政とともに考え、積極的に行動することが必要であると考えます。 
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② 環境に適合した生活と文化を将来世代まで伝える 

自然環境と歴史、文化に囲まれた豊かな生活環境との共生を実現し、限りある地球の環境

を人間や他の生きものの将来世代まで継承していくことは、そのような環境を将来世代から

「借りている」私たちの責務といえます。 

このような責務を自覚し、明石市及び地球の環境に適合した生活と文化を育み、将来世代

にまで伝えていくことが重要です。 

③ 「明石らしさ」を創造し、生かす 

温暖な気候と瀬戸内海に面した明石市は、「ゆほびか」なるところであると同時に「交流」

の要衝といった地勢的良さを特徴としてあわせもっています。このような特徴を環境への取

り組みに生かしていくことは、市民の明石市の環境に対する愛着や親しみを育み、身近な環

境問題への関心を高めていく上で必要であると考えます。 

さらに、21 世紀の明石において「めざすべき環境像」を三者の自主的な活動の積み重ねと

協働によってつくっていくことが必要です。 

それは新しい「明石らしさ」の創造にもつながっていきます。 

２ 環境基本計画書の内容 

① 明石市の環境の現況・計画の基本的な考え方 

② 明石市のめざすべき環境像 

(a) 環境に関する知識・情報を市民みんなで分かち、積極的な環境行動につなげていくまち 

 ～市民の高い環境意識・行動～ 

(b) 環境への負荷が小さく持続可能な循環型のまち 

 ～循環型社会の転換～ 

(c) 多様な自然環境等を保全・回復し、ゆとりとうるおい 

 

 

  のある生活環境を創造するまち 

 ～豊かな自然環境の保全・創造～ 

③ 施策内容 

④ 各主体が実践すべき環境行動 

⑤ 環境情報の提供 

⑥ 計画の推進に向けて 

⑦ 環境行動指針 

３ 環境基本計画に基づく施策の実施状況 

環境基本計画に基づく施策の実施状況については、 

詳細な情報を掲載した「年次報告書」（ＣＤ－ＲＯＭ 

版、Ｗｅｂ版：環境政策課のホームページのＰＤＦファイル）と分かりやすさを重視した概要

版である「環境レポート」（印刷物、Ｗｅｂ版）によって公表しています。 
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３．ＩＳＯ１４００１の認証取得 

１ ＩＳＯ１４００１とは 

ＩＳＯ（本部スイスのジュネーブ）は、国際標準化機構の略称で、さまざまな分野における

世界共通の規格・基準を制定する国際機関です。 

ＩＳＯ１４００１とは、ＩＳＯが定めた環境マネジメントシステムの国際規格のことです。 

環境マネジメントシステムとは、業務が環境に与える影響を継続的に改善していくための仕

組みのことを言います。その仕組みとは、環境を改善するための目標を定め、それを達成する

ための計画を作って実行し、達成状況や取り組みの内容を点検するとともに、不適切な点につ

いては見直すということを継続的に行うというものです。 

２ ＩＳＯ１４００１の認証取得について 
明石市が構築した環境マネジメントシステムが、ＩＳＯ１４００１が要求する規格に適合し

ているか否かを、第三者（審査登録機関）が審査を行い、適合していれば認定機関に登録する

とともに登録証を発行し、公表することで認証の取得となります。さらに、登録した 1年後・2

年後にサーベイランス（システムの実施状況の監視及び検証）、3年後には更新審査が必要とな

り、一度取得したら終わってしまうものではありません。 

明石市では、平成 13(2001)年 3 月 14 日に県下の市町では 3 番目にＩＳＯ１４００１の認証

登録を取得しました。また、平成 16(2004)年 2 月に更新審査を受審し、認証登録（平成 19(2007)

年 3 月 13 日）を更新しました。 

３ 認証取得の範囲 

認証取得の適用範囲は、本庁舎、3市民センター、保

健センター、明石クリーンセンター（管理棟・焼却棟）、

中崎分署棟（中崎分署を除く）、環境第１課（事務棟）、

環境第２課、消防庁舎、大久保駅前区画整理事務所です。 

 

 

 

 

 

 

４．明石市地球温暖化対策実行計画 
明石市では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 21 条に

に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画

画）を策定しました。 

平成 17(2005)年度における市の事務及び事業に関する温室効

年度と比較して 3％削減（京都議定書で定められた 1990 年度比

標を掲げていますが、目標達成は困難な状況であり、平成 18(20

います。詳しくは、末尾「Ⅷ資料」をご覧下さい。
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５．明石市一般廃棄物処理基本計画 
明石市では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第 6条に基づく一般廃棄物処理計画として、

「明石市一般廃棄物処理基本計画」と「明石市一般廃棄物処理実施計画」を策定しています。 

生活排水編については、平成 10 年度に策定されていましたが、最新の実績データを追加し、ごみ

編については、平成 14 年 2 月に環境審議会に諮問し、同年 11 月に答申を受けて素案を公表した後、

市民意見の募集を経て、平成 15 年 2 月に新たな一般廃棄物処理基本計画を策定しました。 

ごみ編では、「環境負荷が小さく持続可能なまち・あかし」を構築するため、最終目標年度を平成

27(2015)年度とし、その中間目標年度である平成 17(2005)年度と平成 22(2010)年度において、ごみ

発生量、リサイクル率、焼却量、最終処分量それぞれの指標を持ち、推進していくことにしていま

す。ごみ編（概要）については、末尾「Ⅷ資料」をご覧下さい。なお、平成 18(2006)年度において、

同基本計画の見直しを行います。 
 

減量化目標値の設定 

 
平成１２年度 

（ 実 績 ） 

平成１７年度 

（第 1次目標）

平成２２年度 

（第 2次目標） 

平成２７年度 

（ 目  標 ） 

ごみ発生量 （指 数） 156 千ｔ（100） 150 千ｔ（96） 148 千ｔ（95） 147 千ｔ（94）

家庭系ごみ 90 千ｔ 85 千ｔ 84 千ｔ 83 千ｔ 
 

事業系ごみ 66 千ｔ 65 千ｔ 64 千ｔ 64 千ｔ 

リサイクル量 13 千ｔ 30 千ｔ 35 千ｔ 35 千ｔ 

リサイクル率 8.2％ 20％ 24％ 24％ 

焼  却  量 （指 数） 129 千ｔ（100） 123 千ｔ（95） 110 千ｔ（85） 110 千ｔ（85）

最終処分量 （指 数） 36 千ｔ（100） 23 千ｔ（65） 18 千ｔ（50） 18 千ｔ（50）

 

減量化目標の推移 

平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 

区 分 

重量（ｔ） 指数 重量（ｔ） 指数 重量（ｔ） 指数 重量（ｔ） 指数 重量（ｔ） 指数 重量（ｔ） 指数

ごみ発生量 155,540 100 157,546 101 146,230 94 149,677 96 149,839 96 144,886※1 93 

焼却量 128,880 100 133,367 103 125,513 97 127,082 99 125,050 97 115,100 89 

最終処分量 35,758 100 35,583 100 23,947 67 22,804 64 21,778 61 18,163 51 

ﾘｻｲｸﾙ量 12,678 100 12,834 101 15,506 122 19,549 154 21,807 172 27,971※2 221

ﾘｻｲｸﾙ率 (8.2%) (8.1%) (10.6%) (13.1%) (14.6%) (19.3%) 

※ 1、2 事業系廃棄物のリサイクル量が未確定であるため推計値です。 
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（参考）ごみ発生量等の概念 
  
 

 

①発生抑制 

 

 

 

 

 

②排出抑制 

 

③排出後 

資源化 

 

焼却減量 

 

 

 

 

 

 

 ごみ発生量 

  

 

 

ごみ排出量 

（計画収集量＋ 

 直接搬入量） 

 焼却、破砕、 

選別 

（ごみ処理量） 

 

④最終処分量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 発生抑制とは、消費や生産過程におけるごみの発生抑制で、ごみにならない商品の開発、販売、

ごみにならないものを買う消費行動など、ごみそのものを削減することをいう。 

② 排出抑制とは、集団回収、店頭回収、拠点回収、コンポスト処理、分別収集など、ごみとして排

出する前の減量化をいう。 

③ 排出後資源化とは、粗大ごみなどの破砕後金属回収、資源ごみからの選別など、ごみ収集後の資

源化をいう。 

④ 最終処分量とは、焼却灰、直接埋立など埋立処分を行った量をいう。 

 

 ごみ排出量とは、市が集めて処理するごみの量及び市民・事業者などによって直接、市の処理施設

へ持ち込まれるごみの量です。（＝明石ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ総搬入量） 

 

リサイクル量・・ 市民・事業者による排出抑制量（②）（＝明石ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰにごみとして搬入される

前に再資源化等された量）と排出後資源化量（③）（＝明石ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰにごみとして

搬入された後に再資源化された量）を合計した量です。 

リサイクル率・・ リサイクル量をごみ発生量で除した割合です。 
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６．平成 18 年度明石市一般廃棄物処理実施計画（Ｈ18.4.1 現在） 

 

１ 計画の基本方針 

本年度は、ごみについては、紙類・布類の分別収集や粗大ごみの戸別収集制度の安定化をより

一層、目指します。また、減量化や再資源化を促進するために、教育委員会や学校と連携し、環

境学習の推進を行うとともに、ごみ減量推進員・協力員や市民の活動の支援を行うなどパートナ

ーシップのしくみづくりに取り組みます。さらに、第 3次最終処分場について、平成 19 年度の供

用開始に向けて建設工事を進めます。一方、し尿及び生活雑排水についても適正に処理すること

により、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ります。 

なお、本年度は、実施計画の基本となる明石市一般廃棄物処理基本計画について、実情に応じ

た見直しを図ります。 

 

＜ごみ及び資源物編＞ 

２ ごみ及び資源物の排出計画 

(1) ごみの収集（排出）計画 

区 分     ご み の 種 類        収集（排出）量（ｔ）  

 燃やせるごみ            ３５,６００    

 燃やせないごみ     ２,０６０ 

 資源ごみ（かん・びん・ペットボトル）     ２,０００    

 粗大ごみ                 ４３０    

直

営        計           ４０,０９０    

 燃やせるごみ    ２５,６８０    

 燃やせないごみ     １,８２０   

 資源ごみ（かん・びん・ペットボトル）     １,４００    

委 
 

託 

       計           ２８,９００    

 プラスチック製容器包装        ３０ 

家

庭

系 

計    ６９,０２０ 

 燃やせるごみ            ４０,５００    

 燃やせないごみ            １,０６０    

 資源ごみ（かん・びん・ペットボトル）        ６０ 

事
業
系 

許 
 

可 

       計           ４１,６２０   

 燃やせるごみ             ４,１６０    

 燃やせないごみ            ２,０３０    

直
接
搬
入        計             ６,１９０  

動 物 の 死 体     ２,６００体 

合           計   １１６,８３０    
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(2) 資源物の排出計画 

   紙類・布類(新聞紙・ちらし、雑誌、段ボール、紙パック、古布の５品目)の年間収集（排

出）量は、４，０００ｔとする。 

 

３ ごみの処理主体 

 (1) 収集運搬 

  ア 家庭系ごみ 

   (ｱ) 燃やせるごみ     直営及び委託とする。委託業者は、阪神連合清掃㈱、㈲毎日清 

燃やせないごみ    掃及び㈲東播清掃の３業者とする。      

資源ごみ（かん・びん・ペットボトル） 

(ｲ) 紙類・布類（資源物） 委託とする。 

   (ｳ) 粗大ごみ       直営とする。戸別有料収集とする。（家電 4品目等除く。） 

   (ｴ) 一時多量ごみ     排出者（直接搬入）又は許可業者とする。 

  イ 事業系ごみ     排出者（直接搬入）又は許可業者とする。 

許可業者は、木村工業㈱、魚住産業㈱、㈲明和興業、㈲明宝商会、

㈲明石清掃、㈲西神清掃、㈲明進清掃、田路興産㈲、㈲住野商店、三

和美研㈲、金澤産業㈱、杉野興業及び㈱猪名川動物霊園（感染性のな

い実験動物の死体及び糞並びにマットに限る。）の 13 業者とする。明

石クリーンセンターに直接搬入する業者は、市内に営業所を有するこ

ととする。 

  ウ 動物の死体     委託とする。 

(2) 中間処理       ごみの焼却及び破砕選別の中間処理は、それぞれごみ焼却施設及び

破砕選別施設において直営及び委託で実施する。動物の死体について

は、市外の焼却施設において委託で実施する。 

(3) 最終処分       不燃物の一部、破砕選別後の残さ及び焼却灰の処分は、本市最終処

分場において直営で実施する。 

なお、一部の焼却灰の処分は、大阪湾広域臨海環境整備センター神

戸沖埋立処分場（フェニックス計画）において委託により実施する。 

(4) 搬入チェック     ごみの適正処理の観点から、中間処理、最終処分場に搬入されるご

みについて搬入チェックを行う。 

 

４ ごみ処理実施計画 

(1) 排出抑制・再資源化計画 

ア 分別排出の徹底    出前講座、施設見学等において、ごみの出し方のマナーを指導する

とともに、資源ごみ（かん、びん、ペットボトル）及び紙類・布類

の分別排出の徹底を図る。 

イ 紙類・布類の資源化  資源化可能な紙類・布類の分別収集を継続実施し、リサイクル率
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の向上を図る。 

収集予定量 4,000ｔ 

  ウ 集団回収の推進    各地域の子ども会、自治会等の実施する集団回収活動を積極的に支

援する。 

    (ｱ) 助成金交付     回収した資源物 1㎏につき 5円を活動団体へ助成する。 

                回収予定量 11,000ｔ 

    (ｲ) 協力金交付     回収した古紙 1㎏につき 2円以内を回収業者へ交付する。 

                回収予定量 10,300ｔ 

    (ｳ) 活動用具交付    集団回収に必要な活動用具（消耗品等）を活動団体へ交付する。 

   (ｴ) びん・かん回収助成 カレットびん・スチール缶の回収業者に 1㎏につき 15 円以内の 

助成を行う。 

                回収予定量 カレットびん 100ｔ スチール缶 30ｔ 

  エ 生ごみ処理機等の   コンポスト容器、ボカシあえ容器及び機械式等の処理機の購入助成 

普及        をする。 

                 １基につき価格の 1/2 上限 20,000 円  予定基数   １３５基 

  オ リサイクル率の向上  リサイクル率(リサイクル量÷ごみ発生量)２１．０％を目指す。 

※ ごみ発生量＝排出抑制量＋ごみ排出量 

※ ごみ排出量＝排出段階の資源化量＋ごみ処理量 

※ リサイクル量＝排出抑制量＋排出段階の資源化量 

カ ごみ減量推進員制度  ごみ減量推進員及びごみ減量推進協力員と協働し、ごみの減量

化・資源化の促進などについて、地域との連携を保ちつつ推進する。 

キ 広報・啓発活動    学習副読本、ガイドブック、マニュアル、資料等の作成、配布や

講座、イベント等の開催を行うとともに、リサイクルプラザの充実

や双方向性を重視したホームページ運営を行う。 

  ク プラ製容器包装廃棄物（モデル地区）の収集 大蔵谷清水自治会においてプラスチック製

容器包装分別収集モデル事業を継続する。 

  ケ パソコンの再資源化  家庭で不要になったパソコンについて、リサイクルルートのある

ものについては、市での収集及び明石クリーンセンターへの直接搬

入は行わない。 

  コ 事業所ごみ減量化   大規模事業所（床面積 1,000 ㎡超の量販店、あるいは 3,000 ㎡以

上の事業用建築物所有者）に対して行っている減量化計画書の提出、

一般廃棄物管理責任者の選任等の指導業務を拡大し、大規模事業所

以外の排出事業者に対しても減量化・適正排出指導を実施する。 
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(2) 収集運搬計画 

  ア 収集人口       ２９２，０００人 

  イ 収集区域       市内全域 

  (ｱ) 直営収集区域     委託収集以外の区域 

  (ｲ) 委託収集区域 

 

ａ 阪神連合清掃㈱ 

町                    名 
 
松が丘１～５丁目、大蔵谷字狩口、荷山町、太寺１～４丁目、太寺大野町、太寺天王町、大
蔵町、大蔵中町、大蔵本町、大蔵八幡町、大蔵天神町、上ノ丸１～３丁目、山下町、天文町
１～２丁目、人丸町、東人丸町(一部)、東仲ノ町、桜町、大明石町１～２丁目（ＪＲ以南）、
樽屋町、材木町、港町、日富美町、岬町、大観町、相生町１～２丁目、鍛冶屋町、中崎１～
２丁目、本町１～２丁目 
 

 

  ｂ ㈲毎日清掃 

町                    名 

 
松が丘５丁目（一部）、大蔵谷字(狩口を除く)、大蔵谷奥、松が丘北町、朝霧台、朝霧山手町、
朝霧北町、東山町、朝霧町１～３丁目、北朝霧丘１～２丁目、東朝霧丘、中朝霧丘、西朝霧
丘、東野町、東人丸町（一部）、鷹匠町、茶園場町、大明石町１～２丁目（ＪＲ以北）、船上
町（一部）、和坂１～３丁目、西明石町１～５丁目、新明町、林崎町１～３丁目、南貴崎町、
林１～３丁目、松江(一部）、和坂（ｱﾒﾆﾃｨｺｰﾄ）、旭が丘、鳥羽（一部）、野々上１～３丁目 
 

 

  ｃ ㈲東播清掃 

町                    名 

 
大道町１～２丁目、和坂、松の内１～２丁目、花園町、鳥羽（一部）、沢野１～２丁目、明南
町１～３丁目、小久保１～２丁目、小久保、西明石北町１～３丁目、北王子町、王子１～２
丁目、西新町１～３丁目、硯町１～３丁目、田町１～２丁目、船上町、立石１～２丁目、和
坂稲荷町、宮の上、南王子町、野々上３丁目（一部）、藤江（一部）、大久保町森田（一部）、
大久保町松陰（一部）、大久保町大久保町（一部） 
 

 

(ｳ) 許可収集区域     市内全域 
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ウ 収集回数、方法 

  収 集 区 分   回   数  収 集 方 法  

燃 や せ る ご み 週 ２ 回 ステーション方式 

燃 や せ な い ご み 月 ２ 回 ステーション方式 

紙類・布類（新聞紙・ちらし、雑誌、段ボール、

紙パック、古布)   
月 １ 回 ステーション方式 

資 源 ご み（かん、びん、ペットボトル） 月２～３回 ステーション方式 

粗 大 ご み 
随   時 

(日曜日を除く) 
戸 別 収 集 

動物の死体 
随   時 

(日曜日を除く) 
戸 別 収 集 

燃 や せ る ご み 

燃 や せ な い ご み 
事業系ごみ 

資 源 ご み 

（かん、びん、ペットボトル） 

随   時 原則個別収集 

 

エ 粗大ごみの受付方法  粗大ごみ受付センターにおいて、電話による戸別の申し込みを受

け付け、収集日と収集場所を調整する。 

(ｱ)粗大ごみ受付センター  委託により運営する。 

受付日時は、年末年始を除き毎週月曜日から金曜日、午前９時か

ら午後７時とし、１回の収集につき受け付けできる点数は５点ま

でとする。 

(ｲ)粗大ごみ処理券         有料化に伴う粗大ごみ処理券の取扱いについては、行政情報セ

ンター、環境政策課、環境第２課、各市民センター（大久保・魚

住・二見）、各サービスコーナー（明舞、明石駅、西明石、江井

島、高丘）、大久保駅南市民サービスカウンターほか別に告示す

る粗大ごみ処理券取扱店にて行うものとする。 

(3) 中間処理計画 

  ア 燃やせるごみ       下記の焼却施設により焼却処分する。 

                〔焼却施設の概要〕 

                施 設 名  明石クリーンセンター焼却施設 

                所 在 地  明石市大久保町松陰１１３１ 

                型   式  全連続燃焼式焼却炉 

                焼却能力    ４８０ｔ／２４ｈ（１６０ｔ×３系列） 

  イ 燃やせないごみ    下記の破砕選別施設により破砕し、可燃物、不燃物、資源化物に 

      粗大ごみ      選別する。 
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              〔破砕選別施設の概要〕 

                施 設 名  明石クリーンセンター破砕選別施設 

                所 在 地  明石市大久保町松陰１１３１ 

               処理方法    横型２軸せん断式破砕及び衝撃せん断併用 

                      回転式破砕 

               処理能力   破砕系統  60t/5h 

   資源化系統 32t/5h 

  ウ 資源ごみ          上記の破砕選別施設により資源化物ごとに選別し、再生処理業者

に委託し資源化する。 

エ 動物の死体         市外において、委託で焼却処分する。 

オ 適正処理が困難なごみ 明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第７条第１項第９号の

規定に基づき、ごみの処理に際して排出又は搬入してはならないご

みについては、下記のとおり例示する。 

・引っ越し、庭木の剪定等により臨時的又は一時的に多量に排出

するもの 

・消火器 

・金庫（耐火性を有するものに限る。） 

・タイヤ、バッテリー、バイク 

・ホイール・バンパー・シート（自動車用に限る。） 

・ピアノ 

・農機具、漁具 

・仏壇、仏具 

・一定規模以上のダンベル（金属製のもの）・洗面台・電子ピア

ノ・流し台・あんま機（いす型のもの）・すべり台・卓球台・ブ

ランコ・浴槽・草刈機（エンジン付） 

 

(4) 最終処分計画 

    不燃物の一部及び、中間処理施設からでる残さを下記の最終処分場において埋立処分する。 

    なお、焼却残さの一部は、大阪湾広域臨海環境整備センター神戸沖埋立処分場へ搬出する。 

    〔施設の概要〕 

     施 設 名  明石市一般廃棄物最終処分場 

     所 在 地  明石市大久保町松陰石ケ谷１１２８（明石クリーンセンター内） 

      埋立面積       ７２,０００ｍ２

      全体容量     １,１９２,０００ｍ３

      残存容量  平成１８年度埋立完了予定  
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(5) 中間処理・最終処分量（産業廃棄物を含む。） 

ア 区分別処理量 

  処 理 区 分   処 理 量 （ｔ） 

  焼     却           １１４,８９０ 

  埋     立             １,８５０ 

び  ん １６５ 

か  ん ６１５ 

ペットボトル ２３５ 

  資  源  化   

そ の 他 ７４５ 

１,７６０ 

  合     計           １１８,５００ 

 
 
   イ 埋立の内訳及び量 

  区     分        量（ｔ）     容  量（ｍ３） 

  直 接 埋 立       １,７００  

  破砕選別残さ                １５０ １３,１００ 

  焼 却 残 さ             １１,９５０  

  覆 土 用 土 砂              ────     ２,７００ 

  合     計      １３,８００ １５,８００ 

 

  ※ 第２次最終処分場は、平成 18 年度末で埋立完了を予定しており、埋立完了後、別途、最

終覆土を行う。 
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＜し尿及び浄化槽汚泥編＞ 

５ し尿及び浄化槽汚泥の排出計画 

     区         分           収集（排出）量（㎘）   

し       尿        ５，９２０    

      浄 化 槽 汚 泥             １０，８８０    

     合         計           １６，８００    

 

６ 生活排水処理計画 

(1)処理の目標 

  生活排水処理基本計画に基づき、公共下水道の整備を基盤とした生活排水処理対策を推進す

る。 

  ア 計画処理人口      ２９２,０００人 

  イ 水洗化人口       ２６８,１５６人 （公共下水道人口 266,149 人） 

（合併浄化槽人口  2,007 人） 

  ウ 非水洗化人口        ２３,８４４人 （単独浄化槽人口  17,789 人） 

（し尿収集人口          6,055 人） 

  エ 水洗化率           ９１.８％ 

 

(2) し尿収集運搬計画 

  ア 収 集 人 口        ６，０５５人 

  イ 収 集 区 域      市内全域 

   (ｱ) 直営収集区域      委託収集以外の区域 

   (ｲ) 委託収集区域 

    ａ 阪神連合清掃㈱ 

 収 集 区 域       町                名      

 
明石川以東（朝霧川以東
でＪＲ山陽本線以北及
び東人丸町を除く）の区
域    

 
松が丘北町の一部、東山町、朝霧北町、朝霧台、朝霧山手町、 
朝霧町１～２丁目及び３丁目の一部、北朝霧丘１～２丁目、東 
朝霧丘、中朝霧丘、西朝霧丘、荷山町、東野町、太寺大野町、 
太寺天王町、太寺１～４丁目、人丸町、山下町、上ノ丸１～３ 
丁目、明石公園、鷹匠町、茶園場町、大蔵八幡町、大蔵町、大 
蔵中町、大蔵本町、大蔵天神町、天文町１～２丁目、相生町１ 
～２丁目、中崎１～２丁目、鍛冶屋町、桜町、東仲ノ町、大明 
石町１～２丁目、本町１～２丁目、材木町、樽屋町、日富美町、
大観町、港町、岬町、大蔵海岸通１～２丁目 

 
明石川以西、ＪＲ山陽本
線及びＪＲ新幹線以南、
谷八木川以東（西明石西
町１丁目を除く）の区域 

 
西新町２～３丁目、南王子町、硯町１～３丁目、田町１～２丁 
目、新明町、船上町、和坂稲荷町、宮の上、立石１～２丁目、 
貴崎１～５丁目、南貴崎町、林崎町１～３丁目、林１～３丁目 
松江、川崎町 西明石南町１～３丁目、別所町、東藤江１～２ 
丁目、藤が丘１～２丁目、藤江の一部、谷八木の一部     
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   ｂ ㈲平野興業 

 収 集 区 域       町                名      
 
朝霧川以東でＪＲ山陽
本線以北の区域  

 
松が丘１～５丁目、松が丘北町の一部、大蔵谷（狩口、清水、 
東山西山）、大蔵谷奥、朝霧町３丁目の一部         

東人丸町の区域   東人丸町                         
 
明石川以西、ＪＲ山 
陽本線以北、鳥羽新 
田又池以南、松陰屋 
形池及び藤江雲楽池以
東の区域     

 
西新町１丁目、北王子町、王子１～２丁目、大道町１～２丁目、
和坂１～３丁目、西明石町１～５丁目、和坂（西明石北駅前）、 
花園町、松の内１～２丁目、野々上１～３丁目、小久保１～２ 
丁目、西明石北町１～３丁目、鳥羽、旭が丘、明南町１～３丁 
目、沢野１～２丁目、小久保の一部、藤江の一部、森田の一部 

ＪＲ山陽本線以南で明
姫幹線、ＪＲ新幹線、
旧藤江川に囲まれた区
域      

 
西明石西町１丁目 

ＪＲ山陽本線以南でＪ
Ｒ新幹線、市道 23 号線
に囲まれた区域 

 
西明石西町２丁目 

 

  ウ 収集回数等  原則として月１回（２５日～３０日間隔）収集とする。 

 

(3) 浄化槽汚泥収集運搬計画 

  ア 収集人口  １９，７９６人 

  イ 収集区域  公共下水道処理区域の一部とその他の市内全域 

  ウ 清掃等   市内の浄化槽設置者と許可業者７社との個別の契約により、定期的 

         に許可業者が清掃及び収集運搬する。 

 

(4) 中間処理計画（し尿、浄化槽汚泥） 

   下記施設における処理と一次処理した後に公共下水道で行う処理とを併用しているが、平成

19 年１月からは、全量について、一時処理後、公共下水道で処理する。 

   〔施設の概要〕 

       施設名    明石市魚住清掃工場 

       所在地    明石市魚住町西岡２１１９－９ 

       形 式    好気性処理方式 

       公称能力   １４５㎘／日 

   上記施設で処理後発生する汚泥は脱水した後、前述した明石クリーンセンターで焼却する。 

 

(5) 最終処分計画 

   最終処分は、前述した明石市一般廃棄物最終処分場で埋立処分する｡ 
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(6) 処 理 量 

   区   分     処 理 量（㎘） 

 し       尿       ５，９２０ 

浄 化 槽 汚 泥    １０，８８０ 

   合   計       １６，８００ 
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７．平成 17 年度 廃棄物収集・処理実績 

１ ごみ及び資源物 

 (1) 人    口   290,674 人 

 (2) ごみの搬入量 

区
分 

ご み の 種 類 平成 17 年度（ｔ） 前年度比（%） 

可燃ごみ ３５,７０２ △５．５ 

不燃ごみ ２,０６９ △５．０ 

資源ごみ（かん・びん・ペットボトル） ２,００３ △３．９ 

粗大ごみ   ４５２ △９１．０ 

直

営 

A              小計    ４０,２２６   △１４．５ 

可燃ごみ     ２５,２９６ △７．３ 

不燃ごみ      １,３７６ △９．７ 

資源ごみ（かん・びん・ペットボトル）      １,３９２ △３．９ 

一斉清掃ごみ（土砂・草など）※1   ９０５ △１２．２ 

委 

託 

B              小計     ２８,９６９ △７．４ 

C      資源ごみ（集団回収びん）         ８８ １７．３ 

可燃ごみ     ６０,９９８ △６．２ 

不燃ごみ      ３,４４５ △６．９ 

資源ごみ      ３,４８３ △３．５ 

粗大ごみ        ４５２ △９１．０ 

一斉清掃ごみ（土砂・草など） ９０５ △１２．２ 

家

庭

系 

D=A+B+C                 計    ６９,２８３ △１１．７ 

可燃ごみ     ４０,６４５ △２．１ 

不燃ごみ      １,１１７ △２４．９ 
事
業
系 

許
可 

E                計     ４１,７６２ △２．９ 

可燃ごみ      ４,２０２     ３．８ 

不燃ごみ      ２,０８８ △１１．１ 

直
接
搬
入 F                計      ６,２９０    △１．７ 

可燃ごみ １０５,８４５ △４．３ 

不燃ごみ（破砕・埋立）      ６,６５０ △１１．８ 

資源ごみ      ３,４８３ △３．５ 

粗大ごみ        ４５２ △９１．０ 

一斉清掃ごみ（土砂・草など）   ９０５ △１２．２ 

一

般

廃

棄

物 

G=D+E+F               計 １１７,３３５ △８．２ 

可燃ごみ      １,１７２ △５８．４ 

不燃ごみ（破砕・埋立）       １５２ ７２．７ 

産
業
廃
棄
物 

直
接
搬
入 H                計      １,３２４ △５４．５ 

G+H               合 計 １１８,６５９ △９．２ 

※1 一斉清掃ごみは平成 16 年度から委託になりました。 
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※ プラスチック製容器包装（モデル事業分）は除く。平成 16(2004)年 11 月より、

東部地域である大蔵谷清水自治会において、「プラスチック製容器包装」分別収集モ

デル事業を実施しています。平成 17 年度は、約 28t の収集をし、宍粟市山崎町のリ・

テック㈱山崎工場に搬入しました。 

 

  (3) 資 源 物 の 収 集 量 

種 類 新聞 雑誌 段ボール 紙パック 布類 合計 

収集量(ｔ) ２，６５７ ９２０ ４１９ ７ ２１９ ４，２２２

    ※ 搬入及び処理については、市と契約した古紙直納問屋が、自社の管理するストックヤ

ードに直接搬入し処理しています。 

 

(4) ご み の 処 理 量 

処 理 区 分  処理量（ｔ） 前年度比（％） 

焼      却 ※１ １１５,１００ △８．０ 

埋      立 ※2     １,８６３ △５５．４ 

資 源 物 ※3     １,７４５ △３５．５ 

合 計 １１８,７０８ △１０．０ 

                      ※1 前年度分残量 49ｔを含む。 

※2 焼却灰埋立 16,300ｔを除く。 

※3 金属類（破砕鉄・缶等）、びん、ペットボトルを指す。 

 

(5) 最終処分場の埋立状況 

   ・搬入量及び埋立容量  

区 分 搬入量（ｔ） 容量（m３） 

直接埋立（不燃ごみ）  １,７１８

破砕選別残さ（不燃・不適物） １４５

焼却灰（フェニックス分を除く） １６,３００

 

１７,２６５ 

覆    土   ――― ２,７６２ 

合 計 １８,１６３ ２０,０２７ 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 17 年度末残余容量 85,942m３

   ※平成 17 年度末残余容量については、平成 18 年 3 月末に行った残余容量測量値を使用して

います。 
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２ し 尿 

(1) 収集人口  6,659 人 

(2) 収 集 量 

収 集 区 分 収集量（㎘） 前年度比（%） 

直        営 ４,９７１ △１８.７ し

尿 委        託 １,５７４ △４７.６ 

浄 化 槽 汚 泥 １１,３３９ △２７.２ 

計 １７,８８４ △２７.６ 

 

(3) 中間処理量 

区 分 中間処理量（㎘） 前年度比（%） 

し           尿 ６,５４５ △２８.３ 

浄  化  槽  汚  泥 １１,３３９ △２７.２ 

計 １７,８８４ △２７.６ 

 

(4) 最終処分量 

区 分 最終処分量（ｔ） 前年度比（%） 

脱 水 ケ ー キ ６４３.０ △１８.７  

焼却処分 

 沈 砂・し 渣 ３１．５ ２３．５ 

計 ６７４.５ △１７．４ 

     ※平成 17 年度から沈砂の焼却処分を開始 
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    Ⅳ．環境美化整備 

Ⅳ 環 境 美 化 ・ 整 備 

１．概   要 
清潔な生活環境は、健康で文化的な市民生活を営むうえにおいての基本条件のひとつです。 

しかし、近年における都市化の進展、消費生活の向上及び価値観の多様化は、生活環境に変化を

与え、ごみ等の不法投棄や放置等により、道路、水路等の機能及び美観を損い、衛生害虫の発生等

を助長しています。 

これらの環境の改善は、市民、事業者及び行政が一体となり環境美化活動を進めることによって、

その成果をあげることができるでしょう。 

市民の自主的な環境美化・衛生推進活動が活発化しつつあるなか、さらに環境美化・衛生意識の

高揚、啓発を図り、市民の快適な生活環境の確保に努めています。 

 
２．環境美化推進事業 

(1) 環境月間行事 

   明石市では、“美しく住みがいのあるまち”の実現に向けた啓発として、毎年 5月 12 日から 6

月 11 日を「“クリーンアップ明石”春の環境月間」、10 月 1 日から 31 日を「“アイ・ラブ・あか

し”秋の環境月間」として設定し、啓発看板の掲示や駅前街頭キャンペーンの実施などのほか、

多くの市民・事業者の参加を得て、市内一円で屋外一斉清掃、駅周辺の清掃等を展開しています。 

(2) 環境美化の推進 

   特定地域の環境美化を推進する活動団体として、昭和 57(1982)年に港・海岸を美しくする市民

組織 6団体、昭和 60(1985)年に河川を美しくする市民組織 1団体、平成 7年に同じく河川を美し

くする市民組織 1団体が結成されました。平成 17(2005)年度では、のべ 4,359 人が参加して清掃

活動等を実施し、約 347t のごみを回収しました。 

(3) 保健衛生推進協議会との連携 

   本市では、昭和 33(1958)年に、健康で、明るく、住みやすいまちづくりを目標に、市民が自主

的に活動を行う地区組織団体から選任された理事 28 人により、保健衛生推進協議会が結成され

ています。当初は、ハエ・カ等害虫駆除などの公衆衛生や、健康診断受診促進などの保健衛生の

向上を目的に生まれましたが、社会や生活様式の変化に伴い、近年では屋外清掃、ごみ分別、資

源リサイクルといった環境活動を重点に、毎年各地域において様々な活動を展開しています。 

主な事業としては、次のものがあります。 

① 環境美化・衛生の推進と福祉向上のための地区組織の育成 

② 研究会・講習会・その他必要な研修会等の開催 

③ 地区衛生組織活動功労者及び優秀団体の表彰 

④ 環境衛生事業の推進 

⑤ その他目的達成に必要な事業 

   今後も、同協議会と連携しながら環境美化・衛生推進を行っていきます。 
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３．環境整備事業 

(1) 空き地の管理 

  本市では、宅地開発後放置された空き地や管理不良の土地が多く見られ、雑草の繁茂等により、

夏期は害虫の発生、冬期は枯草による火災発生の危険性、また防犯上の問題もあり、空き地の管

理徹底を図る必要があります。 

  空き地の管理については、「明石市の環境の保全及び創造に関する基本条例」により、所有者

の責務とされ、管理不良の空き地については、所有者に指導し、不良状態の解消を図っています。 

今後とも関係自治会の協力を得ながら、 

所有者の理解や管理意識の高揚を促し、指 

導及び啓発活動を通じて条例趣旨の徹底を 

図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

(2) 不法投棄の処理 

市民の意識は高まりつつありますが、依然とし

るため、ポスターやリーフレット等による啓発活

ろん関係各課との相互の連携を図りながら、平成

全市域において積極的に収集処理しました。 

 

不法投棄処理の状況

苦情件数 処理量

130 10,

上記以外に神戸市との市境で、11,720 ㎏の不法

 

(3) ポイ捨て・ふん害の防止 

  明石市では、「明石市空き缶等の散乱及びふん害

年 10 月 1 日施行しました。同時にＪＲ明石、大

所を、平成 14(2002)年 7 月 1 日にＪＲ西明石駅周

条例では、散乱防止重点区域内での空き缶や

のふん放置に対して罰則を設けています。また、

料を販売する事業者には、届出とともに、空き缶

定めています｡ 
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「空き缶等のポイ捨て」や「犬のふんの放置」は、基本的には個人のマナーやモラルに帰す

る問題であることは明らかですが、これらの行為が「罪悪感なく無意識のうちに」行われる現代

社会の実情から、改めてそれらの行為を一人ひとりが見直し、気付いていくための規範とし、あ

わせて市域の良好な環境美化を確保するため制定された条例です。 

 

●交番 

【 散乱防止重点区域（   5 区域） 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

        平成 17 年 4 月 東

 

明石駅 

国道２号 

駅前広場

魚の棚

明
石
銀
座
通
り

県道明石高砂線 

    

 

 東二見駅

  

① 平成 17 年度は、下記のと

〇 ポイ捨て・ふん害防

ＪＲ明石駅、山陽

駅前で保健衛生推進

の地元ボランティア

など、市民への啓発

〇 市内全域でのポイ捨

〇 ポイ捨て・ふん害防

〇 ふん害防止夜間パト

〇 自治会等への啓発ビ

  〇 飼い主のマナー向上

しつけ方教室」を春

   

 

 
の

大久保駅

国道 250号 

北口

南口 
大久保町 

ゆりのき通 1丁目 
大久保町 
ゆりのき通２丁目 

 

二見駅周辺一部拡大 

  

 

250 号

二見小 

ダ

郵便局

西明石駅

新幹線 

おり様々な施策を展開しました。 

止キャンペーンの実施 

電鉄東二見・ＪＲ西明石・魚住の各

協議会や女性団体協議会、自治会等

の協力のもと、啓発資材を配布する

活動を実施しました。 

て・ふん害調査及び啓発パトロール 

止啓発リーフレットの作成及び配布 

ロールの実施（犬の散歩者への啓発）

ラの回覧依頼など各種啓発活動 

を目的とした「犬の 

〈ポイと秋に開催 
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   〇 防止看板の配布（原則自治会単位）           

          看板配布枚数 

  

                        

 

 

 

 

 

 

〈ふん害防止看板〉  〈ポイ捨て防止看板〉 

 

② 「明石市空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する条例」の施行に伴い、平成 11(1999)

年 10 月から（JR 西明石駅周辺については平成 14(2002)年 7 月から）散乱防止重点区域とし

て指定した 5区域の清掃及びパトロールを実施しています。5区域をひと月間に 2日、調査

した散乱ごみの状況は、次表のとおりです。 

ごみ量調査結果表（平成 17 年度） 

  項目
月 

空き缶 空きびん ペット 
ボトル 

たばこの
吸い殻 

たばこの
空き箱 

プラスチッ
ク製容器 紙製容器

4 79 28 45 2,898 72 21 28 

5 71 22 37 3,016 74 21 34 

6 88 28 55 3,158 80 32 31 

7 61 21 41 2,755 66 22 33 

8 68 31 65 3,027 75 25 45 

9 77 32 47 3,006 71 27 41 

10 78 21 35 3,021 68 28 42 

11 61 25 36 2,625 68 25 30 

12 80 21 34 2,863 70 28 31 

1 59 15 30 2,886 73 19 28 

2 63 16 33 3,053 64 18 25 

3 69 16 29 2,836 68 20 21 

合計 854 276 487 35,144 849 286 389 

種類 

年度 
ふん害防止 ポイ捨て防止

１３ ３５６枚 ２９枚 

１４ ３６１枚 １１枚 

１５ ４２６枚 ２８枚 

１６ ４２３枚 １０７枚 

１７ ５０１枚 ８４枚 
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③ 自動販売機の届出状況は次表のとおりでした｡ 

 

自動販売機設置届出状況 

年度 
区域 

種類 
明 石 大久保 魚 住 二 見 西明石 計 

新 規 ２ ０ ０ ０ － ２ 

廃 止 ０ ０ ０ ０ － ０ １３ 

変 更 ０ ０ ０ ０ － ０ 

新 規 ０ ０ ０ ０ ２８ ２８ 

廃 止 ０ ０ ０ ０ ２ ２ １４ 

変 更 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

新 規 ２ ０ ０ ０ ０ ２ 

廃 止 ０ ０ ０ ７ １ ８ １５ 

変 更 ０ ０ ０ ０ １ １ 

新 規 ０ ０ ０ ０ １ １ 

廃 止 ０ ０ ０ ０ ０ ０ １６ 

変 更 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

新 規 ５ ７ １ ３ ３ １９ 

廃 止 ８ ５ ４ ３ ６ ２６ １７ 

変 更 ０ １ １ １ １ ４ 

新 規 ９ ７ １ ３ ３２ ５２ 

廃 止 ８ ５ ４ １０ ９ ３６ 計 

変 更 ０ １ １ １ ２ ５ 

 

(4) 駅前歩道等の清掃 

本市の玄関ともいうべきＪＲ明石・西明石・朝霧の各駅前周辺歩道等の清掃を、昭和 54(1979)

年 5 月から民間委託により定期的に実施しています。実施状況は、次表のとおりです。 

 

ＪＲ駅前歩道等清掃実施状況（平成 17 年度） 

場     所 清   掃   日 

ＪＲ明石駅前周辺歩道等 月 ～ 土 

 〃 朝霧    〃 月・水・金 

 

(5) 屋外一斉清掃 

自治会（町内会）、各事業所及び各種ボランティア団体に対し、美しく住みがいのあるまちづ

くりを目指して、自らの居住地やその周辺等の屋外一斉清掃を積極的に実施するよう啓発すると
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ともに、屋外一斉清掃で出された土砂・ヘドロ・雑草・空き缶・空きびん・木の枝・落ち葉等の

収集処理を行いました。近年、定期的に清掃を実施する地域が増加していますが、特に、春と秋

の環境月間（5 月～6 月、10 月）に集中する傾向にあり、清掃時期の分散への協力を呼びかけて

います。 

また、公共下水道の整備に伴い、水路や道路側溝からの土砂やヘドロの排出量は減少傾向にあ

ります。 

屋外一斉清掃による土砂等の収集処理状況（収集体制：委託） 

 収集件数 収集量（ｔ） 

平成１７年度 １，５４８ ９０５ 

 

(6) 犬・ねこ等の死体処理 

犬・ねこ等小動物の死体については、飼い犬・飼いねこ等の場合は一体 2,000 円、飼い主不明

の場合は無料で引き取りしています。 

 

犬・ねこ等死体処理の状況（平成 17 年度）   （単位：匹） 

犬 ね こ その他 計 

有料 無料 有料 無料 有料 無料 有料 無料 
合計 

597 35 262 1,152 112 326 971 1,513 2,484 

 

(7) ねこの引き取り 

昭和 57(1982)年度より、飼えなくなったねこの引き取りを兵庫県動物愛護センター動物管理事

務所の巡回収集に応じて、窓口を開設しています。 

 

            ねこの引き取り件数（平成 17 年度）      （単位：匹） 

飼いねこ 拾得ねこ 計 

件 数 成ねこ 子ねこ 件 数 成ねこ 子ねこ 件 数 成ねこ 子ねこ 
合計 

９ ７ ９ ３ ５ ２８ １２ １２ ３７ ４９ 

 

 (8) 墓地・納骨堂等の経営等の許可等 

墓地、埋葬等に関する法律に基づき、墓地、納骨堂等について、経営許可あるいは変更、廃

止許可の業務を行っています。 

本業務は、市町での取り扱いがふさわしい事務であるとして、平成 10(1998)年度より、兵庫

県から移譲されました。 
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Ⅴ 環 境 保 全 対 策 

 

１．概   要 

わが国においては、高度経済成長の過程で環境汚染と生活環境の悪化が加速度的に進行したため、

公害の防止を求める強い社会的要請が起き、それを受けて、全国的に環境保全対策が強力に推進さ

れてきました。 

その結果、環境汚染は一時の危機的状況を脱するとともに、経済が安定成長へ移行する中で省資

源・省エネルギーも進み、全般的には改善の傾向を示すこととなりました。 

しかし、ベッドタウン化・大型マンション化の進行等により、市民意識のなかにより快適な生活

環境を求める動きが強くなっており、公害の防止に加えて、快適かつ良好な生活環境の実現が求め

られています。 

このような状況にあって、今後、長期的な展望にたって公害防止の諸施策を推進すると同時に、

市民一人ひとりの理解と協力のもとに、海峡交流都市として恵まれた自然環境の保全と新しい活力

づくりのための開発との調整を図りながら、うるおいとやすらぎのある生活環境の創出に向けた総

合的な取り組みが必要となってきています。 

加えて、現在、地球温暖化をはじめとして、さまざまな地球的規模の環境問題（酸性雨、オゾン

層の破壊、砂漠化の進行）が深刻になっており、グローバルかつ具体的な対策が喫緊の課題として

浮かび上がっています。 

こうした現実を踏まえて、市民一人ひとりが環境の問題について、広くは地球環境の保全という

視点に立ちつつ、身近なところから見つめ直していくとともに、環境全般に関する意識をより高め

ていくことが重要となっています。 

 

２．環境啓発関連事業 

現在、地球温暖化、酸性雨、オゾン層の破壊等さまざまな地球的規模の環境悪化が問題になっ

てきています。 

明石市では、このような環境問題に対する意識を高めるために、「環境学習支援制度」を設け

ています。これは、環境問題に関心のあるグループに対し、環境学習などの活動を支援するため

に職員を講師として派遣したり、また書籍やビデオなどの学習資材の貸出しを行う制度です。 

環境学習支援制度は大きく以下のように分けられます。 

① 講   演 

「地球温暖化問題」「自然環境」「環境の美化」「水質汚濁・生活排水対策」「大気汚染」

等 

② 教材の貸出し 

 環境問題をテーマとしたビデオや書籍、自然環境観察のための双眼鏡、簡易な騒音計等 

 

これらの支援制度のもとで、小学校での特別授業、コミセンなどの集会、女性サークルの活動
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などの場で地球温暖化問題等の講演会や環境ゲーム、環境測定などを行っています。 

また、さまざまな環境啓発事業を行っており、星空を観察し、大気の澄み具合を調べる全国星

空継続観察（スターウォッチング・ネットワーク）や、環境問題に対する関心を深めてもらうた

め水生生物の調査を行う「夏休みこども環境探偵団」、子供たちに環境問題を考えてもらう「か

んきょうポスターコンクール」を継続的に行っています。さらに、「こどもエコクラブ事業」の

会員の募集も行っています。 

平成 10 年度からは、市民参加型のモニター事業として、酸性雨や二酸化窒素調査、平成 11 年

度には紫外線調査を加え、身近な環境を測定することにより環境問題の一角を市民と協働で調査

を行いました。また平成 12 年度からは、年間を通じて環境家計簿や施設見学、ワークショップな

どの活動をすることで環境問題について学ぶ環境市民講座「環境実践モニター」を実施しました。 

その他、6 月の「環境月間」「自動車公害防止月間」、12 月の「大気汚染防止推進月間」「地

球温暖化防止推進月間」等で啓発用ティッシュの配布を行っています。 

なお、本市は「環境家計簿」等環境問題についての実践用冊子の配布やパンフレットによる啓

発も積極的に行っています。 

 

３．公害防止対策事業 

(1) 公害防止対策の総合的施策 

本市では、現在はもとより将来にわたって良好な生活環境を確保するため、大気汚染防止法、

水質汚濁防止法等に基づき、市民、事業者及び市の相互協力による総合的な施策の展開を図って

います。 

具体的な公害防止対策として、公害関係法令の強化と遵守、兵庫地域公害防止計画の策定及び

総合公害防止協定の締結による固定発生源への規制強化と行政指導の徹底などを実施しており、

総合的な環境保全行政の推進に努めているところです。 

また、本市は阪神・播磨両工業地帯の東西交通の要衡に位置し、細長い帯状の市域を国道 2号・

国道 250 号・県道明石高砂線及び山陽新幹線等が通過しているため、交通量の増加や車両の大型

化等により沿線住民の生活環境に大きな影響を及ぼしており、環境基準の維持・達成のためには

さらに一層の努力が必要となってきているといえます。 

 

(2) 公害防止対策の連絡調整 

住民の健康で文化的な生活を確保し、環境の保全を推進するうえで、公害の防止対策はきわめ

て重要です。しかし、人の健康や自然環境を保護し、生活環境を保全するためには、単に一地方

公共団体のみでできるものではありません。そのため、より広域的な見地から総合的に環境保全

の推進を図るため、協議会・連絡会が設置されており、これら機関の諸施策に参画し、相互の連

携と調整を密にしています。 

 

ア  兵庫県瀬戸内海環境保全連絡会は、瀬戸内海環境保全特別措置法の制定を契機に、景勝と

貴重な漁業資源の宝庫としての瀬戸内海の環境保全に万全を期し、組織的に環境保全の推進



Ⅴ．環境保全対策 

 - 41 -

と思想の普及、意識の高揚を図る目的で、昭和 54(1979)年 3 月に設立された連絡会です。 

平成 17(2005)年度は 5 月に定期総会を開催し、会員相互の積極的な強調のもとに瀬戸内海

の環境保全の一層の充実を図るとともに、瀬戸内海環境保全普及活動の一環として 6 月を瀬

戸内海環境保全月間とし、クリーン兵庫運動をはじめとした各種の環境保全推進運動を展開

し、啓蒙活動及び研修会等の実施により保全対策の積極的な推進を図りました。 

 

イ  大阪湾環境保全協議会は、大阪湾沿岸 1 府 2 県 17 市 3 町の地方自治団体が相互に連携し、

大阪湾の浄化を図るため、昭和 47(1972)年 11 月に設立された協議会です。平成 17(2005)年 6

月の総会において、具体的な推進施策を検討し、①汚濁負荷量の削減対策の推進、②大阪湾

再生行動計画の推進、③生活排水対策の推進、④大阪湾の水質汚濁機構等の調査研究の推進、

⑤水質監視調査体制の拡充強化、⑥有害化学物質対策の推進、⑦大規模油流出事故に対する

環境面での対策の推進、⑧大阪湾の環境保全に係る財政上の特別措置についての 8 項目を要

望決議し、7 月に、平成 18(2006)年度の重要施策並びに予算化に向けて国の関係機関に提出

しました。さらに平成 17(2005)年 6 月 1 日から 6 月 30 日まで大阪湾クリーン作戦を展開し、

廃棄物の不法投棄防止及び回収キャンペーンを実施しました。 

 

ウ  兵庫県大気環境保全連絡協議会は、平成 4(1992)年に兵庫県、各市町、事業者及び県民が、

地球の温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨などの地球規模の環境保全及び窒素酸化物などの地

域の大気環境保全を図るため設立された協議会です。 

平成 17(2005）年度は 5月に定期総会を開催し、会員が相互に協力し行動することで、行政、

事業者、県民の一体化、環境保全に関する思想の普及及び意識の高揚を図り、未来にわたって

快適な県民生活を確保するため活動しています。 

 

エ  神戸・明石都市行政協議会は、明石市及び神戸市の相互発展を図るため、両市の共通問題

について相互調整のもと、総合的に諸施策を策定及び推進する協議会です。 

近年、西神戸地区の大規模開発による人口増加に対応し、水質汚濁防止施設の設置及び維

持管理が行われていますが、特に本市上水源である明石川水系の水質を保全するため、水質

監視並びに汚濁源の監視始動等について、連携の強化を図りました。 

その他、公害防止施策を広域的に推進するため、各種行政協議会において環境保全協定・

公害防止協定の履行状況及び公害防止の諸施策について、関係市町機関と連絡調整を図りま

した。 

 

(3) 公害監視測定状況 

公害の発生を未然に防止し、環境を汚染から守るために各種汚染物質の常時監視及び定期的な

測定を実施しています。 

① 大気の汚染については、平成 16(2004)年 12 月に大気監視システムを更新し、市内の大気汚

染状況を把握しています。測定は固定局 5ヵ所で行っており、平成 17(2005)年度は概ね環境基
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準を達成していました。 

なお、光化学スモッグシーズン（4月末～10 月中旬）中は常時監視体制をとっており、平成

17(2005)年度は、光化学スモッグ予報が 2回、注意報が 3回発令されました。 

 また、酸性雨調査を 2ヵ所で行っています。 

② 水質の汚濁については、その汚濁源はきわめて多岐にわたっていますが、おおむね生活排水、

工場排水、農業等排水、その他の排水に分類できます。 

  市内主要河川である明石川、谷八木川、赤根川、瀬戸川については県測定計画に基づく通年

調査を実施しているほか、平成 17(2005)年度は朝霧川について、市独自の河川調査を実施しま

した。 

  健康項目については全地点で環境基準を達成していました。生活環境項目に係る類型が指定

されている明石川・谷八木川については、有機汚濁の代表的指標であるＢＯＤを含む全項目の

環境基準を達成しました。各河川の水質汚濁は経年的には変動があるものの、やや良化の傾向

となっています。 

  また、平成 17(2005)年度は松江海水浴場と江井島海水浴場で遊泳期間前と期間中において水

質などの調査を実施しました。 

  2 海水浴場とも、良好な水質を維持しています。 

● 参 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 騒音、振動については、自動車道路及び新幹線の騒音・振動調査を実施しています。 

大気や水質と同じく自動車騒音の常時監視も、騒音規制法の改正によって都道府県及び騒音

規制法政令市の事務とされ、明石市においても、平成 14(2002)年度に「自動車騒音評価システ

ム」を導入して実施しており､市内主要幹線道路沿道について、「騒音に係る環境基準」の達成

状況等の把握に努めています。 

 新幹線の騒音、振動については、市内 5地点で測定した結果、騒音は環境基準が未達成な地

点がありましたが、暫定基準は全ての地点で達成していました。振動は全地点において環境庁

勧告指針値を下回っていました。この調査を基に、ＪＲ西日本㈱及び環境省などに対して、よ

り一層の発生源対策により、環境基準が早期に達成されるよう強く要望しています。 

 また、住環境の静けさを把握するため都市環境騒音の測定も行っています。 

環境基準 
行政上の目標であり､環境行政を
進めていく上での指針となるも
ので､水質汚濁に係るものとして
次の項目が定められています。

・生活環境項目 
 生活環境を保全するために定めら
れたもの 

・健康項目 
 人の健康を保護するために定めら
れたもの 

ＢＯＤ(生物化学的酸素要求量) 

 水の汚れ(有機物)が､微生物の働き
で分解されるときに消費される酸素
の量です。 

 

 

 

    大         小 

汚れた川 きれいな川 

 

 

川の汚れを 
表します 
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④ 悪臭については、その原因物質として悪臭防止法によりアンモニア等 22 物質が規制を受け

ています。 

  周辺環境測定として市内を代表する 6地点において機器測定を実施しており、平成 17(2005)

年度はすべての物質が検出されませんでした。 

 

(4) 生活排水対策 

近年においては、河川や海などの水質を汚濁している原因に生活排水があげられ、とくに閉鎖

性水域である瀬戸内海では、生活排水が 50％を超えています。 

そのため、生活排水対策の推進を図る規定を盛り込んだ水質汚濁防止法の改正が、平成 2(1990)

年 6 月に行われ、同年 9月に施行されました。 

行政の責務はもちろんのこと、国民の責務も明確にし、理解と協力を求めるものとなりました。 

生活排水処理については、公共下水道の整備を基本として、毎年多額の費用を投入して普及、

促進に努めていますが、当面整備の遅れている地区では、し尿と併せて生活排水を処理できる合

併処理浄化槽の整備が有効です。本市においては、平成 3(1991)年度に「明石市生活排水処理計

画」を策定し、早期に生活排水処理率 100％を達成することを目指しています。 

また、汚濁負荷量の削減を図るために、生活排水対策用啓発パンフレットを配布するなどＰＲ

に務めています。 

 

(5) 公害防止施設設置資金融資の調整 

工場等が、その事業活動に伴って生ずる産業公害を防止することは、自らに与えられた責務で

す。しかし、信用力、担保力などの弱い中小企業にとって公害防止資金を確保することは、非常

に困難な状況です。そこで事業活動に伴って生ずる公害を防止するために必要な資金を長期かつ

低利で融資し、地域住民の健康を保護するとともに、生活環境の保全を図り、もって住民福祉の

充実に寄与することを目的として、兵庫県公害除去施設資金融資制度があり、公害を防止するた

めに必要な施設の設置及び移転等について、公害防止に対する効果、必要性等を勘案し、意見書

及び認定書の発行業務を行っています。 
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４.公害発生源の規制 

(1) 法律・条令による規制 

公害対策の基本的な事項は、広域的な視野に立って行わなければなりませんが、反面、公害は

地域に密着した問題でもあるので法律の規制はほとんどが地方公共団体の自治事務とされてい

ます。そこで地域の実情に即した公害防止を適切に行い、地域の環境保全をより推進するため多

くの地方公共団体は条例を制定しています。本市においては、兵庫県・環境の保全と創造に関す

る条例により、市民の良好な生活環境の確保を図っています。 

 

公害関係法令等による規制及び許可の権限 

区 分 兵庫県 明石市 

工 場 〇  
大気汚染防止法 

事 業 場  〇 

水 質 汚 濁 防 止 法  〇 

瀬戸内海環境保全特別措置法 〇  

騒 音 規 制 法  〇 

振 動 規 制 法  〇 

悪 臭 防 止 法  〇 

特定工場における公害防止 
組 織 の 整 備 に 関 す る 法 律 

〇 

一 部 

水質または騒音・振動に係る特
定工場の場合のみで、大気・粉
じんに係る特定工場に該当す
る場合にはすべて権限は兵庫
県となる。 

兵 庫 県 ・ 環 境 の 保 全 と 
創 造 に 関 す る 条 例 

 
〇 

 

(2) 公害防止協定（環境保全協定） 

市域の環境保全を一層促進させるため、本市では公害防止協定を積極的に締結しています。 

公害防止協定は、市内に立地する主要企業を中心に昭和 45(1970)年 12 月から締結しており、

諸情勢の変化をふまえた改正又は新規に締結するなどの過程を経て、現在、総合公害防止協定は

22 事業所と締結しています。また、昭和 56(1981)年度中に二見臨海工業団地で操業又は建設工

事開発予定であった 45 事業所と昭和 56(1981)年 3 月 25 日に公害防止協定を締結しましたが、さ

らに事業所の進出状況を勘案し、以後数次にわたって協定を締結しています。二見臨海工業団地

に係る公害防止協定締結事業所は 114 事業所、環境保全協定締結事業所は 33 事業所です（平成

18(2006)年 3 月 31 日現在）。 

なお、協定の実効性を確保するため、事業所に対して公害防止協定事項について測定の実施及

び報告書の提出を義務づけ、立入調査により事業所が使用する原燃料並びに排出水の分析と関係

書類の調査等を実施し、規制及び指導にあたっています。 
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５．公害関係法令に基づく特定施設等の届出 

特定施設等の届出は、公害発生源の規制にとって最も重要なものであり、その届出により実態を

把握し、規制及び指導にあたっています。 

大気汚染防止法に係る届出については、工場関係の場合は、兵庫県東播磨県民局環境課で受理さ

れた後、副本が本市に送付されますが、事業場関係の場合は、本市で受理しています。 
水質汚濁防止法、騒音規制法及び振動規制法に係る届出については、すべて本市で受理していま

す。 
兵庫県・環境の保全と創造に関する条例に係る届出についても、本市で受理しています。 
瀬戸内海環境保全特別措置法に係る許可申請等の受付、許可等の事務については、兵庫県健康生

活部環境局水質課で受理された後、副本が本市に送付されます。 
 

６．公害に関する苦情処理状況 

公害苦情は、産業公害と生活公害（近隣公害）に大別することができます。産業公害とは、工

場や建設作業などの生産活動にともない発生するものをいい、生活公害とは、日常生活や営業行

為等により、一般家庭や飲食店、事務所、交通機関などで発生するさまざまなものをいいます。 

本市では、環境関連法及び兵庫県・環境の保全と創造に関する条例等により市民から申し出の

あった公害苦情に対して環境政策課担当職員で苦情処理にあたってい

ます。公害苦情は迅速かつ適正な処理が望まれるものであり、被害の

未然防止のため発生源への行政指導の徹底と関係機関へのあっせん等

によって適切な処理に努めています。 

近年のベッドタウン化・大型マンション化の結果として、農業や商

工業地域と住宅地の接近が進み、生活排水による水質汚濁・近隣騒音・

悪臭などさまざまな生活公害が発生しています。これらの苦情を解消

するためには、住工混在の解消をめざした抜本的な都市政策や都市生

活基盤としての公共下水道の普及および近隣騒音等に対する意識の高

揚と啓発の推進を行うとともに、市民一人ひとりにおいても近隣に迷惑をかけない姿勢が強く求

められています。 

公害を種類別にみると、大気汚染については、ごみ等の焼却に伴う煙・すす・臭いの苦情が多

く、ほかには建設工事等による粉じんの苦情があります。工場からのものについては施設の改善

や日常の維持管理方法等の指導、建設工事からのものについては廃棄物処分場への搬入の指示や、

粉じん飛散防止のため散水等の指導を行うことにより解決をしています。 

水質汚濁については、油膜などの見た目の不快感によるものと臭いによるものとが多く、油膜

については、不法投棄または工場等の事故や不注意による流出などが考えられます。しかし、油

膜の出現は一過性のことが多いため原因究明が困難な場合が少なくありません。工場などに対し

ては汚水処理施設等の改善及び維持管理の徹底を指導しています。 

騒音については、工場からの作業音、建設工事音、交通騒音が多くを占めており、その他では

事務所等の室外機音、飲食店のカラオケ音、家庭電化製品等の日常生活に伴う近隣騒音などがあ
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ります。工場からの作業音、建設工事音については騒音対策の実施や騒音発生施設の移動等の指

導により解決していますが、飲食店のカラオケ音や日常生活からのものについては発生源者のモ

ラルに依存する面が多いため、生活騒音に関するパンフレットの配布等により市民啓発に努めて

います。 

振動については、工場、建設現場等において、騒音に付随しておこる場合がほとんどですが、

路面修復や工程改善等の指導により解決を図っています。 

悪臭については、工場・池・水路・側溝・畜産もしくは家庭生活の臭気といったように、その

発生源は多種多様です。これらの苦情は法の規制にかからないものが多く、住民間の感情的な問

題に発展する場合もあり、解決や再発防止等が非常に困難な状況にあります。 

 

 

公害苦情発生の推移                             （単位：件） 

年 度 大 気 水 質 騒 音 振 動 悪 臭 そ の 他 計 

13 22 5 12 5 11 0 55 

14 17 5 15 1 5 2 45 

15 19 11 12 3 8 2 55 

16 18 0 13 6 4 1 42 

17 12 8 11 1 6 0 38 

 

７．環境の監視 

環境政策課では、環境にかかる常時監視及び定期的な測定を実施しています。平成 6(1994)年 9

月に導入した大気監視システムによる大気汚染の常時監視や酸性雨の調査、公共用水域（河川・

地下水）の監視や事業所排水の水質分析の他、悪臭・騒音・振動について、さまざまな機器を使

って環境測定し、複雑多様化する環境汚染物質の監視の強化に努めています。 

平成 16(2004)年 12 月には大気監視システムを更新し、市内の大気汚染の状況が把握できるほか、

データが兵庫県環境情報センターにも送信されています。 

さらに、平成 13(2001)年度から、国の広域情報システム「そらまめ君」にもデータを送信し、

全国的にデータを活用できるようにしています。 

また、環境調査市民モニターなど、環境啓発及び環境情報の提供にも力を注いでいます。 
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         Ⅵ し 尿 処 理 

 

１．概   要 

本市のし尿収集運搬は、昭和 31(1956)年 4 月に市営住宅 300 戸を対象として、収集車両 1台によ

り開始しました。その後、人口の急激な増加に伴う業務量の拡大に合わせ、施設や車両、機材の整

備並びに組織の拡充を図っていく一方、昭和 41(1966)年 4 月から業務の一部を民間に委託し、昭和

44(1969)年 7月には更に1業者を加えた直営と委託による収集体制が確立し、現在に至っています。

なお、収集区域は本庁地区を委託業者 2社に、大久保・魚住・二見地区を直営としています。 

現在、し尿収集は概ね 25 日から 30 日間隔で定期的に実施し、事業所及びイベント会場や工事現

場の仮設トイレなどの収集は、その都度実施しています。また、浄化槽は保守点検や許可業者によ

る清掃を行い、汚泥を魚住清掃工場に搬入しています。なお、浄化槽を正常に機能させるために、

浄化槽管理者（使用者）に対し適正な維持管理を行うようパンフレット等を作成し、配布するなど

の啓発を行っています。 

し尿や浄化槽汚泥を処理する施設は、現在の魚住清掃工場において昭和 39(1964)年 1 月から運転

を開始しました。その後、人口や浄化槽設置の増加に合わせて、昭和 41(1966)年 12 月に第 2 施設

を、昭和 51(1976)年 3 月に第 3施設を建設し、総処理能力 280 ㎘/日としました。現在は、下水道

の普及により処理量が減少してきており、1 日あたり 145 ㎘の処理能力まで規模を縮小し、処理効

率の改善を図るとともに、施設の維持についても逐次整備を実施することで、水質の改善及び大気

汚染の防止等、環境保全に万全を期しています。 

し尿収集運搬並びにし尿及び浄化槽汚泥の処理については、下水道処理区域の拡大により、し尿

の収集量や処理量が年々減少しています。このため、し尿収集量に応じた収集体制の見直しを適宜

行ってきました。また、魚住清掃工場については、下水道整備の進展に沿った効率的な規模及び処

理方法とするため、平成 18(2006)年 1 月から、一次処理水の下水道放流を開始しました。 

 

 

し 尿 処 理 区 分 別 状 況 

            （平成 18 年 3 月 31 日現在） 

区  分 戸  数 割合(％) 

浄 化 槽 16,818 12.9  

汲 取 2,594 2.0  

下 水 道 110,642 85.1

合    計 130,054 100.0

   注）住民基本台帳、外国人登録、事業所等を合計した戸数 
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２．し尿収集運搬 

(1) 概   要 

 一般家庭及び事業所並びに工事現場等の仮設トイレなどから発生するし尿の収集に対処する

ため、直営と委託業者（2 社）とでそれぞれ分担しています。直営地域では、毎年班の編成替

えを行っています。1 班を 2 名で組んでおり、平成 18(2006)年度は 4 班体制としています。ま

た、委託地域は阪神連合清掃 1班、平野興業 1班の計 2班で編成しています。 

 

(2) 収集実施状況 

市内の汲取戸数     （平成 18 年 3 月 31 日現在） 

全 市   2,594（戸） 

直 営 地 区 2,065 

阪 神 連 合 清 掃 289 

平 野 興 業 240 

内

訳 

委
託
地
区 小 計   529  

注）住民基本台帳、外国人登録、事業所等を合計した戸数 

  

① 直営収集区域                 (平成 18 年 4月 6 日編成替え後） 

班別  町    名 

1 
藤江の一部、松陰新田、森田、松陰、大久保町、大窪、山手台、高丘、西脇、谷八

木、わかば 

2 松陰、大久保町、大窪、高丘、山手台、西脇、緑が丘、金ケ崎、長坂寺 

3 
藤江の一部、八木、ゆりのき通、大久保町、大窪、西脇、谷八木、江井島、西島、

わかば、金ケ崎、福田１～３丁目、福田、長坂寺、住吉１～３丁目、西岡、中尾 

4 
鴨池、中尾、住吉４丁目、錦が丘１～４丁目、西岡、金ケ崎、長坂寺、清水、福里、

東二見、西二見、南二見 

別 金ケ崎、長坂寺、清水 

    ＊重複町名は各班一部受持 
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② 委託収集区域                       （平成 18 年度） 

（阪神連合清掃） 

収 集 区 域 町 名 

明石川以東（朝霧川

以東でＪＲ山陽本

線以北及び東人丸

町を除く）の区域 

松が丘北町の一部、東山町、朝霧北町、朝霧台、朝霧山手町、朝霧町

１～２丁目及び３丁目の一部、北朝霧丘１～２丁目、東朝霧丘、中朝

霧丘、西朝霧丘、荷山町、東野町、太寺大野町、太寺天王町、太寺１

～４丁目、人丸町、山下町、上ノ丸１～３丁目、明石公園、鷹匠町、

茶園場町、大蔵八幡町、大蔵町、大蔵中町、大蔵本町、大蔵天神町、

天文町１～２丁目、相生町１～２丁目、中崎１～２丁目、鍛冶屋町、

桜町、東仲ノ町、大明石町１～２丁目、本町１～２丁目、材木町、樽

屋町、日富美町、大観町、港町、岬町、大蔵海岸通１～２丁目 

明石川以西、ＪＲ山

陽本線及びＪＲ新

幹線以南、谷八木川

以東（西明石西町１

丁目を除く）の区域

西新町２～３丁目、南王子町、硯町１～３丁目、田町１～２丁目、新

明町、船上町、和坂稲荷町、宮の上、立石１～２丁目、貴崎１～５丁

目、南貴崎町、林崎町１～３丁目、林１～３丁目、松江、川崎町、西

明石南町１～３丁目、別所町、東藤江１～２丁目、藤が丘１～２丁目、

藤江の一部、谷八木の一部 

 

（平野興業） 

収 集 区 域 町 名 

朝霧川以東でＪＲ

山陽本線以北の区

域 

松が丘１～５丁目、松が丘北町の一部、大蔵谷（狩口、清水、東山西

山）、大蔵谷奥、朝霧町３丁目の一部 

東人丸町の区域 東人丸町 

明石川以西、ＪＲ山

陽本線以北、鳥羽新

田又池以南、松陰屋

形池及び藤江雲楽

池以東の区域 

西新町１丁目、北王子町、王子１～２丁目、大道町１～２丁目、和坂

１～３丁目、西明石町１～５丁目、和坂（西明石北駅前）、花園町、

松の内１～２丁目、野々上１～３丁目、小久保１～２丁目、西明石北

町１～３丁目、鳥羽、旭が丘、明南町１～３丁目、沢野１～２丁目、

小久保、藤江の一部、森田の一部 

ＪＲ山陽本線以南

で明姫幹線、ＪＲ新

幹線、旧藤江川に囲

まれた区域 

西明石西町１丁目 

ＪＲ山陽本線以南

でＪＲ新幹線、市道

23 号線に囲まれた

区域 

西明石西町２丁目 
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３．し尿収集実績 

(1) し尿月別収集量の実績（平成 17 年度実績） 

                            （単位：㎘） 

月 別 市 直 営 業 者委託 計 

4 443.4 201.5   644.9 

5 404.0 148.4   552.4 

6 427.1 133.0   560.1 

7 400.4 120.6   521.0 

8 446.5 124.9   571.4 

9 395.6 106.5  502.1 

10 401.3 117.5   518.8 

11 420.5 114.0   534.5 

12 432.2 134.8   567.0 

1 388.9 121.2  510.1 

2 377.3 118.6  495.9 

3 433.5 133.0  566.5 

計 4,970.7 1,574.0   6,544.7 

割 合 76.0% 24.0%   100.0% 

 

(2) １車当たり平均作業量（直営分） 

 1 車当たり 乗 員 数 ････････････  2 名（運転手 1名､作業員 1名） 

        受持戸数 ････････････ 478 戸 

     ａ． 1 日 平 均 汲 取 件 数    17 件 

     ｂ． 1 日平均し尿収集量     3,945ℓ 

     ｃ． 1 日平均工場搬入回数    3 回 

         ｄ． 1 日 平 均 走 行 距 離    36 ㎞ 

         ｅ． 月 平 均 稼 働 日 数    21 日 
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４．収集経費 

(1) 収集経費（平成 17 年度実績） 

                  （単位：千円） 

     区分 

項目 
金 額 摘 要 

人 件 費 198,092 職員 16 名分他 

燃 料 費 2,170 ガソリン 13,887.75ℓ､軽油 1789.39ℓ、CNG2,544.99N ㎥ 

車検修理代 2,728 車検及び修理代 

部品購入他 483 バキューム車用ホース､脱臭剤､オイル等 

保険重量税 955 バキューム車 11 台､ライトバン1台､牽引車 1台、軽乗用 1台 

車
両
関
係
費 

小 計 6,336  

委 託 費 18,464 し尿収集運搬業務委託料（2業者分） 

そ の 他 13,272 事務用品､通信費､収納事務委託手数料等 

計 236,164  

 

※人件費は､職員 16 名分の他に課長､庶務係職員（6 名）分の 16/28（平成17年 4月1日現在職員数）

の額を含みます。施設・車両関係の減価償却費は除きます。 

 

(2) １㎘当たりの収集単価と経費割合 

 

   平成１７年度収集経費 ２３６，１６４千円 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

平成１７年度収集量   ６，５４５㎘ 

人件費
83.9%

車両関係費
     2.7%

その他
5.6%

し尿収集経費

委託費
    7.8%

 
 

＝ ３６，０８３円 
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(3) 年間収集経費の推移 

年 度 金額（千円） 収集量（㎘） 

１３ ３８２,５７７ １４,１５５ 

１４ ３３５,０５５ １２,６２３ 

１５ ３１２,４２７ １０,８６８ 

１６ ２５４,７４３  ９,１２２ 

１７ ２３６,１６４  ６,５４５ 

 

５．収集運搬業務の推移 

(1) 汲取戸数と収集量 

    年 度 

区 分 
13 14 15 16 17 

直 営 3,760 3,255 2,982 2,716 2,065 

委 託 1,137 1,003 870 728 529 

汲

取

戸

数 計 4,897 4,258 3,852 3,444 2,594 

直 営 9,829 8,561 7,202 6,118 4,971 

委 託 4,326 4,062 3,666 3,004 1,574 

収
集
量
（ 

 
） 

計 14,155 12,623 10,868 9,122 6,545 

※汲取戸数は各年度の 3 月 31 日現在の住民基本台帳､外国人登録､事業所等の合計戸数とします。

収集量は年度合計とします。 

 

(2) 収集運搬委託料 

        年度 

委託料内訳 
13 14 15 16 17 

収集量1ℓ当たり 10 円 42 銭 10 円 42 銭 10 円 42 銭 10 円 42 銭 10 円 42 銭委 託 
契 約 
単 価 収集 1件当たり 406 円 406 円 406 円 406 円 406 円

1 ℓ 当 た り 平 均 単 価 

（委託料実績による） 
11 円 41 銭 11 円 36 銭 11 円 32 銭 11 円 32 銭 11 円 73 銭

前年度に対する上昇率 △0.3％ △0.4％ △0.4％
 

3.5％

㎘ 
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６．浄化槽の日常管理及び維持管理（保守点検･清掃） 

公共下水道の普及していない地域において、便所を水洗化する場合に必要な施設として浄化槽が

設置されています。 

浄化槽は便所のし尿や台所等の生活廃水を微生物の働きで浄化して放流するもので、その便利

さ・快適さの反面、設置工事、維持管理の状況によっては、水質汚濁、悪臭等の発生原因にもな

るため､設置者（使用者）を含めてその責任を明確化し､責任ある施工及び適切な維持管理を実施

するよう指導し､生活環境の保全に努めています。 

(1) 浄化槽設置状況等 

平成18(2006)年3月末現在の総設置数は5,112基であり､公共下水道への切り替え等による減

少と新設による増加を差引すると昨年より大幅に減少しています。なお､平成 13 年度以降新た

に設置する浄化槽は合併処理浄化槽（単に「浄化槽」という）※1 であることとされており、単

独処理浄化槽（「みなし浄化槽」という）※2の設置はできなくなっています。 

①届出状況・地区別設置状況 

届 出 状 況 

年度 浄 化 槽（件） 

１３ ６５ 

１４ ５８ 

１５ ３６ 

１６ ３５ 

１７ ２５ 

※1 浄化槽（合併処理浄化槽）： 便所のし尿と共に生活雑排水（台所や風呂等の排水）

を処理するもの 

※2 みなし浄化槽（単独処理浄化槽）： 便所のし尿のみを処理するもの 

 

地 区 別 設 置 状 況 

（平成 18年 3 月 31 日現在） 

地 区 基 数 割 合（％） 

本 庁 ２,０８６ ４０.８

大 久 保 ２,１３１ ４１.７

魚 住 ７６８ １５.０

二 見 １２７  ２.５

合 計  ５,１１２ １００.０
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② 機種別･人槽別設置状況 

 

機種別 ･人槽別設置状況  （平成18年 3月 31日現在） 

    人槽 

種別 
5～20 21～50 51～200 201～500 501～ 合計 

ば っ 気 型 3,832   366  62  2  1   4,263  み
な
し
浄
化
槽 腐 敗 型 120   98  50  7  1   276  

合 計 4,420  483 176 26 7  5,112 

人槽別にみると 20 人槽以下が 86.5％､機種別でみると､ばっ気方式が 83.4％を占めています。

また､浄化槽が 11.2％となっています。 

 

③ 維持管理指導 

浄化槽の日常管理と併せて維持管理（保守点検・清掃）の目的は､浄化槽の機能を十分に発

揮できる状態にすることです。しかし､浄化槽の中には維持管理が不十分なものもあり､水質汚

濁、悪臭等の発生原因にもなっています。この様な状況を改善するため、広報によるＰＲ､パ

ンフレットの配布等により､点検・清掃の必要性を理解していただく活動を行っています。ま

た、法定基準の維持管理を実施していない浄化槽管理者に対しては、保守点検･清掃の専門業

者と委託契約を結び､適正な維持管理を行うように指導をしています。 

浄化槽の保守点検・清掃業者に対しては、法に定める基準に適合した保守点検作業､清掃作

業を行うよう、適正な業務の実施を指導しています。 

 

(2) 浄化槽の清掃等 

浄化槽汚泥年度別処理状況･清掃件数 

  区分 

年度 

収集･運搬･処理量

（㎘）

清 掃 件 数

     （件）

１３ ２２,９１９ ８,４８９ 

１４ １９,３６１  ７,２４４ 

１５ １７,５８５  ６,２８６ 

１６ １５,５８１ ５,９３８ 

１７ １１,３３９ ４,１５２ 

※浄化槽汚泥は､全量を魚住清掃工場で処理しています。 

浄 化 槽 468  19 64 17 5  573 



Ⅵ．し 尿 処 理 

 - 56 -

７．し尿処理 

(1) 魚住清掃工場 

<施設概要> 

施 設 名 称 明石市 魚住清掃工場 

所 在 地 〒674-0084 明石市魚住町西岡 2119-9 

敷 地 面 積 11,877ｍ2 

施 設 面 積 総面積 3,754ｍ2（建物 1,508ｍ2、工作物 2,246ｍ2） 

運 転開始年月 昭和 39 年 1 月 

処 理 能 力 145 ㎘/日 

処 理 方 式 水 処 理   １次処理   好気性消化処理方式 

       ２次処理   活性汚泥法処理方式 

汚泥処理   消化汚泥   脱水 

       余剰汚泥   濃縮→脱水 

脱臭処理   高濃度臭気   薬液洗浄（酸＋アルカリ＋次亜） 

       低濃度臭気        

希 釈水の種類 地下水 

放 流 先 2 級河川 瀬戸川 公共下水道 

し渣･汚泥の処

分 方 法 
ごみ焼却施設へ搬出し、ごみと混合焼却後､焼却灰を埋立処分 

届 出 排 出 量 2,900ｍ3/日（MAX：3,100ｍ3/日） 

 

(2) し尿及び浄化槽汚泥処理量の推移 

                                  （単位：㎘（％）） 

   年度 
区分 

13 14 15 16 17 

し 尿 14,155（38.2） 12,623（39.5） 10,868（38.2）  9,122（36.9）  6,545（36.6）

浄化槽汚泥 22,919（61.8） 19,361（60.5） 17,585（61.8） 15,581（63.1） 11,339（63.4）

総 処 理 量 37,074 31,984 28,453 24,703 17,884 

ごみ焼却施設へ搬出 
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(3) 工場各種測定項目及び規制値（平成 17 年度） 

測定項目及び規制値 測 定 回 数 

生物化学的酸素要求量 日間平均値 30(40)㎎/ℓ

化 学 的酸素要求量 日間平均値 60(70)㎎/ℓ

浮 遊 物 質 量 日間平均値 70(90)㎎/ℓ

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 25 ㎎/ℓ

大 腸 菌 群 数 日間平均値 3,000個/㎝ 3

水素イオン濃度（ｐＨ） 5.8～8.6

塩 素 イ オ ン 濃 度 ――  

3 回/日×1回/月×12 ヶ月 

 

 

全 窒 素  60 ㎎/ℓ

水 

質 

関 

係 
 

※ 

県 

条 

例 

全 リ ン 6 ㎎/ℓ 
3 回/日×4回/年 

ア ン モ ニ ア 5ppm

メチルメルカプタン 0.01ppm 

硫 化 水 素 0.2ppm 

硫 化 メ チ ル 0.2ppm 

二 硫 化 メ チ ル 0.1ppm 

4 回/年 

トリメチルアミン 0.07ppm 

アセトアルデヒド 0.5ppm 

ス チ レ ン 2ppm 

プ ロ ピ オ ン 酸 0.2ppm 

ノ ル マ ル 酪 酸 0.006ppm 

ノ ル マ ル 吉 草 酸 0.004ppm 

悪 
臭 

物 

質
（ 

順 

応 

地 

域 

） 

イ ソ 吉 草 酸 0.01ppm 

2 回/年 
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 (4) 魚住清掃工場測定結果（平成 1７年度） 

<放流水質> 

（一般項目） 

項 目 

 

 

月 日 

 

ｐＨ 

規 制 値

5.8～8.6 

生物化学的 

酸素要求量 

規 制 値 

30 mg／ℓ 

（40） 

化学的酸素

要 求 量

規 制 値

60 mg／ℓ 

（70） 

浮 遊

物 質 量

規 制 値

70 mg／ℓ 

（90） 

ノルマル
へキサン
抽出物質
含 有 量

規 制 値

25 mg／ℓ 

大 腸 菌 

群 数 

規 制 値 

3,000 

個／mℓ 

塩 素

イ オ ン

 

Mg／ℓ 

 4 月 12 日 6.8 1.6 8.9 19 0.5 未満 1未満 210 

 5 月 10 日 6.7 1.7 7.3 24 0.5 未満 1未満 210 

 6 月 7 日 7.1 1.8 7.2 8 0.5 未満 1未満 220 

 7 月 27 日 7.2 1.2 4.8 2 0.5 未満 1未満 250 

 8 月 2 日 7.3 1.1  4.6 3 0.5 未満 1未満 240 

 9 月 14 日 7.2 1.3 4.8 3 0.5 未満 1未満 240 

10 月 11 日 6.9 1.2 4.9 10 0.5 未満 1未満 200 

11 月 1 日 7.0 2.1 7.2 14 0.5 未満 1未満 230 

12 月 13 日 6.7 1.7 7.4 13 0.5 未満 1未満 210 

1 月 10 日 7.0 1.8 7.9 20 0.5 未満 1未満 210 

2 月 7 日 6.8 1.4 8.0 17 0.5 未満 1未満 230 

3 月 7 日 6.8 2.4 4.4 10 0.5 未満 1未満 200 

 

（健康項目） 

項 目 単位 規制値 1 月 17 日 

カ ド ミ ウ ム mg／ℓ 0.05  以下 0.001  未満 

シ ア ン 化 合 物 mg／ℓ 0.7   以下 0.01  未満 

鉛 mg／ℓ 0.7   以下 0.01  未満 

六 価 ク ロ ム mg／ℓ 0.35  以下 0.01  未満 

ヒ 素 mg／ℓ 0.35  以下 0.001  未満 

P C B mg／ℓ 0.003 以下 0.0003 未満 

有 機 リ ン mg／ℓ 0.7   以下 0.02 未満 

総 水 銀 mg／ℓ 0.005 以下 0.0005 未満 
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<窒素・リン>（3ヶ月毎） 

      月 日 

項 目 
4 月 12 日 7 月 27 日 10 月 11 日 1 月 10 日 

全窒素 ㎎/ℓ 19 12 12 14 

全リン ㎎/ℓ 0.79  0.47  0.33  0.59 

 

<悪臭物質> 

月 日 

項 目 
5 月 10 日 8 月 24 日 11 月 8 日 2 月 9 日 

ア ン モ ニ ア 

(規制値 ５ppm) 
 0.2    0.1    未満 0.1   未満 0.1    未満

メ チ ル メ ル カ プ タ ン 

(規制値 0.01ppm) 
0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満

硫 化 水 素 

(規制値 0.2ppm) 
0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満

硫 化 メ チ ル 

(規制値 0.2ppm) 
0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満

二 硫 化 メ チ ル 

(規制値 0.1ppm) 
0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満

ト リ メ チ ル ア ミ ン 

( 規 制 値  0 . 0 7 p p m ) 
― 0.0001 未満 ― 0.0001 未満

ア セ ト ア ル デ ヒ ド 

(規制値 0.5ppm) 
― 0.011   ―   0.002  

ス チ レ ン 

(規制値 ２ppm) 
― 0.001 未満 ― 0.001 未満

プ ロ ピ オ ン 酸 

(規制値 0.2ppm) 
―  0.001 未満 ― 0.001 未満

ノ ル マ ル 酪 酸 

(規制値 0.006ppm) 
― 0.001 未満 ― 0.001 未満

ノ ル マ ル 吉 草 酸 

(規制値 0.004ppm) 
― 0.001 未満 ― 0.001 未満

イ ソ 吉 草 酸 

(規制値 0.01ppm) 
― 0.001 未満 ― 0.001 未満
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(5)  処分経費（平成 17 年度実績） 

項目         区分 金額(千円) 摘 要 

人 件 費 152,043 職員 12 名分他 

苛 性 ソ ー ダ 1,724 150,010kg                     

次 亜 塩 素 酸 ソ ー ダ 1,170 47,020kg                    

ポリ塩化アルミニウム 1,217 55,980kg 

塩 酸 988 41,280kg 

高 分 子 凝 集 剤 1,647 1,500kg 

そ の 他 薬 剤 2,517 微生物活性助剤 200 ㎏､消臭剤等 

薬 
 

剤 
 

費 

小 計 9,263  

電 気 19,747 高圧分 1,552,799kWh 

水 道 6,091 19,852m3（口径 50mm） 

燃 料 費 59 LP ガス 

燃

料

費 

光
熱
水
費
及
び 小 計  25,897  

工 事 請 負 費 等 32,505 工場施設機器類補修（14,987 千円）含む 工
事
費 小 計  32,505  

委 託 費 12,103 槽内清掃､水質測定､悪臭測定業務委託他 

そ の 他 8,737 事務用品、車両関係費等 

計 240,548  

※人件費は職員 12 名分の他に課長､庶務係職員（6名）分の 12/28（平成 17 年 4 月 1日現在職員数）

の額を含みます｡施設（機械）関係の減価償却費は含まれていません。 

 

(6) 1 ㎘当たりの処分単価と経費割合 

平成１７年度処分経費 240,548 千円 

平成１７年度処分量 17,884 ㎘（し尿 6,545 ㎘＋浄化槽汚泥 11,339 ㎘） 

 

(7) 年間処分経費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 金額（千円） 
投入されたし尿･浄化槽汚

泥１㎘ 当たりの金額（円）

１３ ２７６，０２２ ７，４４５ 

１４ ２３６，５０２ ７，３９４ 

１５ ２２５，１３９ ７，９１３ 

１６ ２７８，１４５ １１, ２６０ 

１７ ２４０,５４８ １３, ４５０ 

＝13,450 円 

人件費
63.2%

その他
3.6%

薬剤費
3.9％

委託費
5.0％

光熱水費
及び燃料費
10.8％

工事費
13.5

処分経費
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     Ⅶ－１．ごみの減量化・資源化 

 

１. 概   要 

現在、私たちは便利で快適な生活を過ごしていますが、反面、大量消費や使い捨ての生活が普通

になり、物を大切にしない風潮が生じてきました。このような社会背景の中で、日常生活や事業活

動から排出される廃棄物の量が増大してきました。 

この増大する廃棄物に対応するためには、ごみの減量化、資源化への取り組みをより一層、促進

するとともに、ごみの発生を抑制し、資源循環型社会への転換を図ることが必要です。それには、

行政はもちろん、生産者や消費者、市民との相互理解や協働なくして実現できません。 

平成 15（2003）年 2月に策定した明石市一般廃棄物処理基本計画に掲げる基本理念「環境への負

荷が小さく持続可能な循環型のまち・あかし」の実現に向けて、次の施策を柱に取り組んでいます。 

□ 参加と共生のパートナーシップ   □ 家庭系廃棄物の減量 

□ 事業系廃棄物の減量        □ リサイクルプラザの運営 

□ 減量化等の普及啓発 

 

２．参加と共生のパートナーシップ 

  平成 16(2004)年 4 月 1 日、明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の改正に伴い、新

たに、ごみ減量推進員制度が施行され、28 小学校区 30 連合自治会から、33 人がごみ減量推進員と

して委嘱（任期：平成 16 年 10 月 1 日～平成 18 年 6 月 30 日）を受けました。 

ごみ減量推進員は、市民と行政をつなぐ地域の指導者として、次の活動を行うことが期待されて

います。 

・ 一般廃棄物の減量、再生利用の指導及び推進 

・ 資源物の再生利用の推進 

・ 不法投棄の防止、発見及び市への通報 

・ 地域の清潔の保持 

・ その他一般廃棄物の減量及び資源物の再生利用のための市の施策への協力 

  また、ごみ減量推進員に協力する立場として、ごみ減量推進協力員が市の登録を受けており、全

市で 1,353 人が、各自治会内において指導的役割を担っています。 

 

３． 家庭系廃棄物の減量 

(1) 紙類・布類の収集及び再資源化     

  ① 概   要 

「燃やせるごみ」に含まれていた新聞紙、雑誌、段ボール、紙パック、布類は分別すれば貴

重な資源物となり、ごみの減量化、再資源化等に大きく寄与することから、平成 16(2004)年

11 月より、新たに「紙類・布類」として分別収集を実施しています。収集は、市と契約した 4

業者（古紙直納問屋）が「紙類・布類」を分別収集し、自社の管理するストックヤードに直接
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搬入し、再資源化しています。 

このことから、分別は「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」、「資源ごみ」、「紙類・布類」（新

聞紙・雑誌・段ボール・紙パック・布類）、「粗大ごみ」の 5種 9分別に細分化されました。 
なお、「紙類・布類」分別収集開始当初は、業者の収集漏れや業者が収集した後の排出、燃

やせるごみステーションなど指定以外の場所への排出等が見受けられましたが、徐々にそのよ

うなケースは減ってきています。 

 
  ② 収集及び再資源化実施状況 

    世帯数･･･････････････････････112,160 世帯（平成 18 年 4 月 1日現在） 

    人口･････････････････････････290,674 人 （平成 18 年 4 月 1日現在） 

    平成 17 年度市契約業者（古紙問屋） 

        大本紙料㈱、㈱シンノウ、上野紙料㈱、㈱池田 

    

  ③ 収集方法及び収集回数 
   月１回土曜日に、紙類は品目ごとにひもで十字にしばり、布類はポリ袋に入れてもらい、普

段「燃やせないごみ」「資源ごみ」を出している場所（ステーション）で収集を行います。な

お、雨天時でも通常どおり収集しています。 

 

明石川東地域 毎月 1回目の土曜日 

明石川西地域 毎月 2回目の土曜日 

大久保地域 毎月 3回目の土曜日 

魚住・二見地域 毎月 4回目の土曜日 

 

  ④ 収集実績 

   ア 紙類・布類年度別収集量 

                                      （単位：ｔ） 

 

  

 

 

 月 

年度 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

16 ― ― ― ― ― ― ― 216 395 223 408 323 1,565

17 336 407 297 325 399 325 277 429 399 338 325 365 4,222
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イ 平成 17 年度 紙類・布類地域別及び品目別収集量 

                                      (単位：kg) 

 品目合計 新聞 雑誌 段ボール 紙パック 布類 

明石川東地域 845,867 528,555 186,301 87,584 1,607 41,820 

明石川西地域 1,170,560 733,810 264,000 115,404 2,106 55,240 

大久保地域 1,206,851 774,030 253,200 118,772 1,979 58,870 

魚住・二見地域 999,082 620,290 217,112 97,262 1,738 62,680 

合   計 4,222,360 2,656,685 920,613 419,022 7,430 218,610

   

(2) プラスチック製容器包装の分別収集モデル事業     

  ① 概  要 

  モデル事業として、平成 16(2004)年 11 月より大蔵谷清水自治 

会において、プラスチック類の容器や袋を「プラスチック製容器 

包装」として「燃やせるごみ」から細分化し、分別収集していま 

す。「プラスチック製容器包装」ごみには、右のマークが付いてい 

ます。 

毎週水曜日に、資源ごみステーション（普段、資源ごみ・燃やせないごみを出している集積

場所）に出してもらいますが、燃やせないごみ又は資源ごみの収集日と重なるため、橙色半透

明の指定収集袋を無料配布して色分けし、区分けして置いてもらっています。 

収集した「プラスチック製容器包装」については、宍粟市山崎町のリ・テック㈱山崎工場に

搬入されます。工場において、混入されている不適性ごみが取り除かれた後、圧縮梱包され、

指定法人((財)日本容器包装リサイクル協会）ルートでプラスチック製品や高炉、コークス炉

の還元剤などにリサイクルされます。 

    将来の全市実施に向けた、事業の継続性と安定性、高コスト抑制等を検討していきます。 

プラスチック製 

容 器 包 装 

具  体  例 

・プラスチック製の飲食料品や日用品のボトル・カップ・パック類 

・プラスチック製の飲食料品や日用品の袋・外側フィルム・ネット 

・食料品のトレイ・発泡スチロール・空気の入ったシート 

  

② プラスチック製容器包装分別収集実績量 

対象世帯数････････････････････････････････････････････ 約 1,700 世帯 

    対象ステーション数･････････････････････････････････････････  43 箇所 

平成 17 年度排出量･･･････････････････････････････････････  27.54 トン 

（平成 16 年度からの累計･････････････････････････････････ 38.54 トン） 
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(3) 集団回収の推進 

① 再生資源集団回収団体研修会 

平成 17(2005)年 8 月 7 日、明石市立産業交流センターにて研修会を実施しました。 

再生資源集団回収優秀団体表彰、㈱池田による講演「集団回収から始まる資源リサイクルの

流れ」等を行い、137 団体 153 名の参加がありました。 

② 再生資源集団回収団体への助成金交付 

 ア 交付基準  紙類、布類、金属類、びん類の回収量 1㎏当たり 5円を助成しています。 

 イ 交付回数  年 2 回（平成 17 年～） 

 ウ 実施経過  平成 3(1991)年度から当初 1 ㎏当たり 3 円で実施しました。平成 10(1998)

年度には、登録団体の回収意欲を向上させるため、現行の額に改正しました。

なお、平成 17(2005)年度からは交付回数を年 2回に改定しています。 

   エ 回収実績  「（表 1）再生資源集団回収実績」のとおりです。 

 オ 登録団体の状況 

15 年度(H15.12 末) 16 年度(H16.12 末) 17 年度(H17.12 末)

団体の種類 
団体数 回収量 団体数 回収量 団体数 回収量 

子 ど も 会 207 5,947 t 201 5,844 t 199 6,450 t

自 治 会 100 1,611 t 105 1,801 t 108 2,137 t

ＰＴＡ他学校関係 18 390 t 54 440 t 63 599 t

高 年 ク ラ ブ 23 399 t 27 493 t 27 619 t

女 性 の 会 8 117 t 8 166 t 7 105 t

ﾏﾝｼｮﾝ管理組合 34 358 t 30 385 t 33 448 t

消費者研究会 1 1 t 1 1 t 1 1 t

そ の 他 25 239 t 21 269 t 19 250 t

計 416 9,062 t 447 9,399 t 457 10,609 t
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（表 1）再生資源集団回収実績 

年 度 12 13 14 15 16 17 

登録団体数 394 400 412 416 447 457 

活動団体数 386 390 407 414 431 449 

全世帯数 107,859 108,606 109,485 110,644 112,098 111,898 

全 人 口 293,228 293,053 292,397 292,078 292,433 291,089 

新聞紙 6,039 6,178 5,794 5,707 5,937 6,855 

雑 誌 1,788 1,893 1,805 1,794 1,812 1,976 

段ﾎﾞｰﾙ 950 900 865 869 929 1,070 

古 

紙 

類 

計 8,777 8,971 8,464 8,370 8,678 9,901 

古   布 439 420 398 380 413 399 

牛乳パック 30 30 28 26 25 28 

可 

燃 

系 

（
ｔ
） 

合  計 9,246 9,421 8,890 8,776 9,116 10,328 

アルミ缶 154 161 175 168 169 169 

スチール缶 25 27 21 19 25 21 

その他の金属 0 0 2 3 1 5 

生きびん 20 13 10 8 8 5 

カレット 105 106 94 80 80 81 
び
ん
類 

計 125 119 104 88 88 86 

不 

燃 

系 

（
ｔ
） 

合  計 304 307 302 286 283 281 

総 計(t) 9,550 9,728 9,192 9,062 9,399 10,609 

助成金円 47,751,220 48,637,510 45,961,435 45,309,500 46,992,855 53,044,630 

売却金円 6,553,125 6,754,835 7,348,304 7,030,633 7,249,495 7,047,344 

回収量㎏ 24,741 24,942 22,585 21,889 21,806 23,628 

助成金円 123,708 124,712 112,927 109,443 109,032 118,139 

売却金円 16,977 17,320 18,054 16,982 16,820 15,696 

１
団
体
平
均 

総収益円 140,685 142,032 130,981 126,425 125,852 133,835 

 注）1．「活動団体数」は、助成金の請求のあった団体を指します。 

   2．「全世帯数」「全人口」は、各翌年１月１日（平成 17 年度であれば平成 18 年 1 月 1 日）現

在の国勢調査要計表人口による推計数値とします。 

   3．「1団体平均」は、各項目を「活動団体数」で除した値です。 
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③ 再生資源集団回収団体への活動用具助成 

ア 交付基準  消耗品（紙ひも、ポリ袋、軍手など 8品目）は、希望する 1品目を年 1回交

付しています。 

        備品（台車、物置など 6品目）は、登録から 2年未満の団体に希望する 1品

目を交付しています。 

イ 実施経過 平成 4(1992)年度から実施しています。 

ウ 交付実績 「（表 2）活動用具の交付実績」のとおりです。 

 

④ 再生資源集団回収業者への協力金交付 

 ア 交付基準  古紙(新聞、雑誌、段ボール)の回収量 1㎏当たり 0～2円を交付しています。 

 イ 交付回数  年 2 回 

ウ 業者登録数 17 業者（平成 18(2006)年 3 月末） 

エ 実施経過  平成 10(1998)年度から古紙市況低迷による、登録団体への逆有償を防ぐた 

め、実施しています。なお、平成 17(2005)年度より交付基準額を 2 円以下

に、交付回数を年 2 回に改定しています。平成 17 年度実績では、Ⅰ期、Ⅱ

期※とも１kg 当たり 1円でした。 

オ 収集実績  平成 17(2005)年実績 回収量 9,901ｔ  

      

⑤ カレットびん・スチール缶回収業者への助成金交付 

 ア 交付基準  カレットびん、スチール缶の回収量 1㎏当たり 0～15 円を交付しています。 

 イ 交付回数  年 2 回 

ウ 業者登録数 3 業者（平成 18(2006)年 3 月末） 

エ 実施経過  平成 5(1993)年度から、市場ルートに乗らない品目の資源化ルートを確保 

         するため実施しています。なお、平成 17(2005)年度より交付基準額を 15 円

以下に、交付回数を年 2 回に改定しています。平成 17 年度実績では、カレ

ットびんはⅠ、Ⅱ期とも 1 ㎏当たり 15 円、スチール缶はⅠ期が 1 ㎏当たり

7円、Ⅱ期が 1㎏当たり 2円でした。 

   オ 収集実績  平成 17(2005)年実績 回収量 102ｔ 

 

※ Ⅰ期・・・1月～6月分  

 Ⅱ期・・・7月～翌 3月分 
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（表 2）平成 17 年度活動用具の交付実績 

～229 世帯（小団体） 230 世帯以上（大団体） 230 世帯以上（校区団体） 合  計 
品 目 

団体 交付数量 団体 交付数量 団体 交付数量 団体 交付数量

①紙ひも 15 90 14 140 2 30 31 260

②防水ｼｰﾄ 28 56 11 33 1 5 40 94

③ﾎﾟﾘ袋（大） 54 6,480 44 7,920 7 1,890 105 16,290

④ﾎﾟﾘ袋（中） 28 5,040 17 4,080 3 960 48 10,080

⑤標識板 5 25 8 80 0 0 13 105

⑥軍手 70 280 43 344 4 48 117 672

⑦ｺﾞﾑ手袋 11 33 12 72 1 9 24 114

⑧回収容器 18 72 4 32 4 48 26 152

①～⑧計 229  153 22  404 

⑨物置 6 6 3 3 7 7 16 16

⑩リヤカー 0 0 1 1 6 6 7 7

⑪手押四輪車 0 0 1 1 3 3 4 4

⑫台車（小） 3 3 1 2 1 2 5 7

⑬台車（大） 4 4 1 2 2 4 7 10

⑭手押一輪車 1 1 0 0 2 4 3 5

⑨～⑭ 計 14  7 21  42 

申請団体数 404 

注) 1．小団体＝回収対象世帯数が 229 世帯以下、大団体＝回収対象世帯数が 230 世帯

以上をいいます｡ 

校区団体＝回収対象世帯数が 230 世帯以上で、小学校区単位より広い範囲で活動

している団体をいいます｡（平成 7 年度設定） 

 2．平成 7 年度から、⑨～⑭の品目の申請を団体登録から 2 年未満の団体のみに限

定しました｡ 

 3．平成 10 年度から、④、⑦の品目を追加しました｡ 

 

(4) 生ごみの減量化、再資源化 

  ① 生ごみ堆肥化容器の購入助成 

   ア 交付基準  コンポスト容器(容量 100ℓ 以上)、ボカシあえ容器(容量 10ℓ 以 

上)について、20,000 円を限度に販売価格の 1/2 を助成していま

す。（ともに、1 世帯 2 基まで） 

   イ 申請手続  購入後申請してもらい、随時受け付けています。 

ウ 実施経過  コンポスト容器は平成 4(1992)年度から、ボカシあえ容器は平成

8(1996)年度から実施しています。 
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 エ 交付実績  

種 別 １５年度 １６年度 １７年度 累 計 

コンポスト容器 ２７基 １６基 ５基 ２，３６６基(H4～)

ボカシあえ容器 １２基 ５基 １基   ６８０基(H8～)

  

② 生ごみ処理機（機械式 0.5 ㎏/日以上）の購入助成 

ア 交付基準  20,000 円を限度に販売価格の 1/2 を助成しています。 

（1 世帯 1 基まで） 

イ 申請手続  購入後申請してもらい、随時受け付けています。 

   ウ 実施経過  平成 12(2000)年度から実施しています。 

   エ 交付実績   

種 別 １５年度 １６年度 １７年度 累 計 

生ごみ処理機 ８５基 １３４基 １１６基 ７２７基 

 

  なお、①②は平成 17 年度から交付要綱を一本化しました。交付要綱については、末尾

Ⅷ.資料「明石市生ごみ処理機及び生ごみ堆肥化容器購入助成金交付要綱」を参照くだ

さい。 

 

 

４．事業系廃棄物の減量 

(1) 大規模事業所の減量計画の提出 

  ① 対象となる事業者   

    下記に該当する建築物の所有者もしくは占有者。計 63 事業所（Ｈ17.4 末現在） 

   ア 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（通称「ビル管法」）に規定する  

     特定建築物（延床面積 3,000 ㎡以上） 

   イ 大規模小売店舗立地法（通称「大店立地法」）に規定する大規模小売店舗 

          (延床面積 1,000 ㎡を超える) 

   ウ その他 

  ② 義務 

   ア 減量及び適正処理に関する計画書の提出 

   イ 廃棄物管理責任者の選任と届出  

  ③ 実施時期 

  平成 14(2002)年 6 月施行 

平成 17(2005)年度では、市内 63 事業所から平成 17 年度の計画書の提出を受け

ました。 
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 ④実績値と計画値 

 
廃棄物として 

排出した量 

資源物として

排出した量 
合 計 

資 源

化率 

対 象 事

業所数 

提 出 事

業所数

平成 15年度

実績値 
4,703,806 3,605,105 8,308,911 43% 58 45

平成 16年度

実績値 
7,326,451 4,221,791 11,548,242 37% 61 61

平成 17年度

計画値 
7,479,585 4,367,742 11,847,327 37% 63 63

 

(2) 市庁舎内古紙等回収資源化 

① 平成 2(1990)年度に「庁内における再生紙利用と回収・資源化対策」をまとめ、

事業系ごみ減量化対策の一環として平成 3(1991)年度から始めました。 

    平成 5(1993)年度までは、資源回収業者へ売却していましたが、平成 6(1994)年度

からは、古紙市況の下落により逆有償で引き取らせ、資源化を進めています。なお、

平成 17(2005)年度における新聞雑誌等については、紙類・布類分別収集の市契約業

者が品目別契約単価で回収しています。 

  ② 回収実績 

種  別 １５年度 １６年度 １７年度 Ｈ３からの累計

再 生 紙 ９７ｔ ８９ｔ １０１ｔ ８４１ｔ 

新聞雑誌等 １９ｔ ２３ｔ ２３ｔ ３０９ｔ 

  

５．リサイクルプラザの運営 

(1) 施設見学者の案内 

１５年度 １６年度 １７年度 
区 分 

団体 人数 団体 人数 団体 人数 

学校関係 29 2,558 29 2,698 26 2,517

市民団体 30 548 64 834 57 818

行政視察 7 65 5 14 2 4

計 66 3,171 98 3,546 85 3,339

 

(2) 環境講座等 

区 分 １５年度 １６年度 １７年度 

講座内容 

エコ粘土工作体験 

絵手紙 

エコ粘土工作体験 

牛乳パックで小物作り

紙すき体験 

再生利用家具展示会 

イス作りごみ減量作戦 

夏休み親子リサイクル探検隊

再生利用家具展示会 

参加者 ５０人  ３１８人  ５３３人 
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(3) 不用家具（粗大ごみ）の再利用 

 ① 経年実績 

区 分 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 

展示回数 ２回 １回 ３回 ３回 

展示数 ６７点 ３８点 ９０点 １００点 

提供数 ６５点 ３８点 ８９点 １００点 

  

② 平成 17 年度実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

   

(4) 不用品リサイクル情報案内システム 

区 分 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 

登録件数    ６９件    ５７件    ７８件   １０４件

検索件数 １，３６８件   ８９８件   ５７１件   ３７３件

情報案内件数    ７１件    ６０件    １０件    １０件

注 1）登録件数は「ゆずります。」 

注 2）検索件数は「ゆずってください。」 

注 3）情報案内件数は「コード表の情報提供件数など」 

 

(5) ホームページの開設と運営 

① 開 始  平成 13(2001)年 10 月 （平成 17(2005)年 4 月リニューアル） 

② 内 容 

    ○ごみの出し方 

    ○ごみの減量・リサイクル 

    ○明石クリーンセンター施設紹介 

    ○統計情報 

    ○資料 

    ○リンク 

③ ホームページアドレス 

  http://www.city.akashi.hyogo.jp/kankyou/gomitai_ka/gomi/index.html 

開催日時 開催行事名 展示数 参加人数 

平成 17 年 

5 月 29 日 

再生利用家具展示会 

（リサイクル図書配布コーナー） 
３０点 ５００人 

平成 17 年 

9 月 25 日 

リサイクルのすすめ 

（リサイクル図書配布コーナー、

フリーマーケットも同時開催） 

３０点 １，５００人

平成 18 年 

2 月 26 日 

あかし環境フェア 

※「６．減量化等の普及啓発」を参照
４０点 １，０００人
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６．減量化等の普及啓発 

(1)「あかし環境フェア」の開催  

① 目 的  環境への関心を高め、ごみの減量やリサイクルの意識を高めるため、

市民が楽しみながら参加できる啓発イベントとして実施しています。 

  ② 開 催 

年度 開催場所 年度 開催場所 

10 （雨天中止） 14 市立産業交流センター 

11 石ケ谷公園広場 15 明石クリーンセンター 

12 市立産業交流センター 16 市立産業交流センター 

13 （中止） 17 市立産業交流センター 

   

③ 内 容  「フリーマーケット」「再生利用家具展示」「リサイクル図書コーナー」

「エコ事業所コーナー」「紙すき体験コーナー」「環境パネルコーナー」

などです。 
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(2) ごみ減量化、再資源化推進宣言の店「スリム・リサイクル宣言店」 

 ① 目 的 空き缶、牛乳パック、トレイ等の資源物の回収促進、買い物袋持参運動、

再生品の使用、ごみ減量、再資源化に取り組んでいる店舗、事業所を「ご

み減量化、再資源化推進宣言の店（愛称：スリム・リサイクル宣言の店）

として募集、指定しています。 

② 指定店舗数 30 店 

③ 回収実績  平成 17(2005)年度合計 581,913 ㎏      (単位：㎏) 

品 目 数 量 品 目 数 量 

アルミ缶 15,472 クリーニングハンガー 5,486

スチール缶 6,663 ボタン・ニカド電池 15

牛乳パック 35,991 卵パック 183

ペットボトル 32,289 段ボール 460,060

トレイ 23,399 その他（びん等） 2,355

 

(3) 啓発パンフレット等の作成  

目  的 冊 子 名 配 付 先 

一般啓発用 明石市リサイクルガイドブック 市内公共施設、講習会等

事業所啓発用 事業所ごみ減量マニュアル 市内事業所 

小学生学習副読本 みんなで考えようごみの問題 
市内小学校、公共施設等

に配付 

 

(4) 環境情報誌「ぷらざ通信」の発行 

① 発行回数  年 1 回発行 

② 発行部数  約 3,000 部 

③ 配付場所  コミセン等、市内公共施設等 約 100 箇所 

 

(5) 環境ビデオ・ライブラリー 

 ごみ処理やごみ減量・資源リサイクルを中心とした環境問題についての知識と理

解を深めてもらうため、学習ビデオ・関連図書の無料貸し出しを行っています。 
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Ⅶ－２.ごみ処理（収集・運搬） 

１．概   要 

(1) 展   望 

近年、価値観やライフスタイルが多様化する中で、より快適な生活環境を提供することが、行

政に求められています。ごみの収集・運搬についても市民のニーズにいかに応えるかを最重点課

題として取り組んでいく必要があります。 

また、市民に対しても啓発活動を通じて、ごみの持ち出しマナー等の指導を行い、市民と行政

が一体となって快適な環境をつくっていくよう努力していくことが肝要です。 

(2) 事業の沿革 

本市におけるごみ収集は、昭和 45(1970)年 5 月に一括混合収集から「燃やせるごみ」週 2回、

「燃やせないごみ」週１回の定期収集に移行しました。昭和 47(1972)年 4 月にはステーション方

式によるビニール袋収集体制を採用し、同年 12 月、全市域にごみ集積場を設置しました。 

その後、ごみの減量化・資源化を図るため、昭和 53(1978)年 6 月に一部地域において「燃やせ

ないごみ」を空き缶・空きびん・その他の燃やせないごみに細分化し、それぞれ別々に収集・運

搬を行う「燃やせないごみの分別収集」を開始し、以後順次地区の拡大を図りました。また、平

成元(1989)年 8 月からは、空き缶、空きびん混合袋収集へ移行し、平成 11(1999)年 6 月にはペッ

トボトルも品目に加え、「資源ごみ」として全市域で収集しています。 

平成 16(2004)年 11 月から、新聞紙・雑誌・段ボール・紙パック・布類を新たに「紙類･布類」

として「燃やせるごみ」から細分化し分別収集しています。 

市民から要望の強い粗大ごみ収集については、昭和 53(1978)年から燃やせないごみ収集とは別

途収集を開始し、自治会（町内会）等単位で、年 4 回の収集を行ってきましたが、平成 16(2004)

年 11 月からは、戸別有料収集を実施しています。 
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明 石 市 の ご み の 流 れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

店

頭

回
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選別機 破砕機 焼却 

残 さ 破砕鉄 

残  さ 

再 生 業 者 

埋 立 処 分 

灰 

燃やせるごみ 

台所ごみ 

皮革製品 

プラスチック製品 

ゴム製品 

燃やせないごみ 

陶器・ガラス類 

金属類 

小型家電製品 

 

粗大ごみ 

家具類 

寝具類 

大型家庭用品 
(※家電4品目・パソコ

ンは除く) 

資源ごみ 

空き缶 

空きびん 

ペットボトル 

燃やせるごみ 

新 聞 

雑 誌 

ダンボール

びん･缶等 

生 き び ん

(リターナブルびん）
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者 
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※平成 13 年 4月 1 日より、「エアコン、テレビ、冷蔵庫(冷凍庫を含む)、洗濯機」は、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の施

行に伴い、収集対象外となりました｡平成 15 年 10 月 1 日よりパソコンリサイクル制度施行に伴いパソコンは収集対象外となりました。

紙類・布類 
新聞紙 
雑誌 
段ボール 
紙パック 
布類 

再生利用

家具工房 古紙直納 

問屋 

再 生 業 者
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２．収集及び運搬 

(1) 概   要 

一般家庭から排出される生活ごみに対処するため、本市では下図のとおり市域をほぼ東西に分

け、東部地域は委託 3業者で西部地域は直営で、それぞれ分担して収集しています。 

具体的には、作業長 7 名、自動車運転手 62 名、作業員 13 名が西部地域の燃やせるごみ・燃や

せないごみ・資源ごみの収集を行うほか、市内全域の粗大ごみの収集、不法投棄ごみ等の収集業

務に従事しています。 

なお、平成 16(2004)年 4 月より屋外一斉清掃に伴う土砂収集、犬ねこ等の小動物死体収集業務

は業者委託しています。 

さらに、平成 16(2004)年 11 月からは、燃やせるごみから「紙類･布類」を分別し、収集業務に

ついては、業者委託しています。 

 

 

 

 

 

 

 

直営区域 

委託区域 



Ⅶ-２．ごみ処理（収集・運搬） 

- 76 - 

 (2) 収集実施状況 

   世帯数･･･････････････････････112,160 世帯（平成 18 年 4 月 1日現在） 

   人 口･･･････････････････････290,674 人 （平成 18 年 4 月 1日現在） 

  ① 直営収集区域 

        町                    名        

 
貴崎１～５丁目、松江(一部)、川崎町、西明石南町１～３丁目、西明石西町１～２丁
目、別所町、東藤江１～２丁目、藤が丘１～２丁目、藤江(一部) 
 
大久保町松陰新田、大久保町森田(一部)、大久保町松陰(一部)、大久保町大久保町(一
部)、大久保町大窪、大久保町山手台１～４丁目、大久保町高丘１～７丁目、大久保町
西脇、大久保町緑が丘、大久保町谷八木、大久保町八木、大久保町福田、大久保町福
田１～３丁目、大久保町江井島、大久保町西島、大久保町ゆりのき通１～３丁目、大
久保町わかば 
 
魚住町金ケ崎、魚住町長坂寺、魚住町錦が丘１～４丁目、魚住町鴨池、魚住町清水、
魚住町中尾、魚住町住吉１～４丁目、魚住町西岡 
 
二見町福里、二見町東二見、二見町西二見 
 

 

  ② 委託収集区域 

（ 阪神連合清掃㈱ ） 

        町                    名        

 
松が丘１～５丁目、大蔵谷字狩口、荷山町、太寺大野町、太寺天王町、太寺１～４丁
目、東人丸町（一部）、人丸町、山下町、上ノ丸１～３丁目、明石公園、大蔵八幡町、
大蔵町、大蔵中町、大蔵本町、大蔵天神町、天文町１～２丁目、相生町１～２丁目、
中崎１～２丁目、鍛冶屋町、桜町、東仲ノ町、大明石町１～２丁目、本町１～２丁目
材木町、樽屋町、日富美町、大観町、港町、岬町、 
 

（ ㈲毎日清掃 ） 

        町                    名        

 
松が丘北町、大蔵谷字東山、大蔵谷字清水、大蔵谷字奥、大蔵谷字東山西山、大蔵谷
奥、東山町、朝霧北町、朝霧台、朝霧山手町、朝霧町１～３丁目、北朝霧丘１～２丁
目、東朝霧丘、中朝霧丘、西朝霧丘、東野町、東人丸町（一部）、鷹匠町、茶園場町、
新明町、南貴崎町、林崎町１～３丁目、林１～３丁目、松江（一部）、和坂１～３丁目、
西明石町１～５丁目、野々上１～３丁目、鳥羽（一部）、旭が丘           
 

（ ㈲東播清掃 ） 

        町                    名        

 
西新町１～３丁目、北王子町、王子１～２丁目、南王子町、大道町１～２丁目、硯町
１～３丁目、田町１～２丁目、船上町、和坂稲荷町、宮の上、立石１～２丁目、和坂、
花園町、松の内１～２丁目、小久保１～２丁目、西明石北町１～３丁目、鳥羽（一部）、
明南町１～３丁目、沢野１～２丁目、小久保、藤江（一部）、大久保町森田（一部） 
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(3) 収集方法及び収集回数 

家庭から排出されるごみは、「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」「資源ごみ」「紙類・布類」に

分け、それぞれ別々に決められた収集曜日に、決められた場所（ステーション）で収集を行って

います。また「粗大ごみ」については、平成 16 年 11 月から戸別有料収集となっています。 

 

収集の区分 ご み の 種 類 回 数 ｽﾃｰｼｮﾝ数 

燃 や せ る ご み 

・台所ごみ 

・プラスチック製品 

・皮革製品 

・ゴム製品 

週 ２ 回 約３,５６０

燃やせないごみ 

・陶器・ガラス類 

・金属類 

・小型家電製品 

・その他(筒型乾電池、体温計など) 

月 ２ 回 約２,４００

資 源 ご み ・空き缶、空きびん、ペットボトル 月２～３回 約２,４００

紙 類 ・ 布 類 

・新聞紙 

・雑誌 

・段ボール 

・紙パック 

・布類 

月 １ 回 約２,４００

粗 大 ご み 

・家具、建具類 

・布団類、スプリング入りマットレス 

・自転車 

・大型家庭用品 

〔※ エアコン、テレビ、冷蔵庫（冷凍庫

を含む）、洗濯機、パソコンは除く〕 

戸別有料収集 － 

 
 
 

※ 平成 13 年 4月 1 日より、「エアコン、テレビ、冷蔵庫(冷凍庫を含む)、洗濯機」は、家電リサイクル法(特定家庭用

機器再商品化法)の施行に伴い、収集対象外となりました｡平成 15 年 10 月 1日よりパソコンリサイクル制度施行に伴い

パソコンは収集対象外となりました。 
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３.ごみ収集実績（計画収集分） 

(1)  年度別収集量 

131,653

120,425
121,486

121,359

110,957

100,000

110,000

120,000

130,000

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度

（t）

   

※集団回収分、自己搬入分は除く。 

 

(2)  月別収集量 

 （単位：ｔ） 

月

   
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

13 10,805 11,950 10,842 11,488 11,166 10,264 11,533 11,046 12,363 10,563 9,137 10,496

14 11,728 11,814 9,322 10,575 9,868 9,298 10,117 9,302 11,386 9,015 8,394 9,606

15 10,264 10,775 9,923 10,674 9,958 10,280 10,265 9,372 11,863 9,305 8,460 10,347

16 10,802 10,825 10,621 10,843 10,922 11,331 10,970 9,262 10,192 8,647 7,672 9,272

17 9,279 9,865 9,375 9,297 9,688 9,270 9,177 9,049 10,107 8,715 7,790 9,345

※集団回収分、自己搬入分は除く。 

年度 
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(3) 搬入者別収集量 

                                          （単位：ｔ） 

             年 度 

 

搬入者 
13 14 15 16 17 

燃やせるごみ 38,556 38,716 39,135 37,769 35,702

燃やせないごみ 2,871 2,934 3,122 2,179 2,069

資源ごみ 
(缶・びん・ペットボトル) 

2,222 2,138 2,140 2,084 2,003
直    営 

粗大ごみ 2,895 2,987 3,142 5,041 452

燃やせるごみ 29,241 28,938 28,989 27,278 25,296

燃やせないごみ 1,503 1,440 1,523 1,523 1,376

資源ごみ 
(缶・びん・ペットボトル) 

1,580 1,524 1,485 1,449 1,392
委    託 

一斉清掃ごみ 平成 16 年度より委託収集 1,031 905

集団回収 資源ごみ(びん) 82 73 70 75 88

燃やせるごみ 44,416 39,521 40,853 41,517 40,645
許    可 

燃やせないごみ 8,369 2,227 1,097 1,488 1,117

燃やせるごみ 8,675 9,211 8,787 6,867 5,374
自己搬入 

燃やせないごみ 6,639 3,478 2,188 2,437 2,240

燃やせるごみ 120,888 116,386 117,764 113,431 107,017

燃やせないごみ 19,382 10,079 7,930 7,627 6,802

資源ごみ 
(缶・びん・ペットボトル) 

3,884 3,735 3,695 3,608 3,483

粗大ごみ 2,895 2,987 3,142 5,041 452

計 

一斉清掃ごみ 平成 16 年度より委託収集 1,031 905

合   計 147,049 133,187 132,531 130,738 118,659

   

 

 
可・ 
不燃物 
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４．分別収集（資源ごみの収集） 

 (1) 概  要 

 当市においては、燃やせないごみとして出される空き缶・空きびんを埋立て処分せず資源とし

て再利用するため、昭和 53(1978)年 6 月から一部地域で「空き缶」・「空きびん」個別かご収集方

式による分別収集を開始しました。その後順次拡大を図り、平成元(1989)年 8 月にかご方式から

「缶・びん混合袋収集」に変更しました。また平成 11(1999)年 6 月からペットボトルも品目に加

え、全市域実施に至りました。 

 (2) 資源ごみ分別収集実績量 

 昭和 53(1978)年に一部の地区で収集を開始した当時は、2,500 世帯で収集量は「空き缶」25t・

「空きびん」58t でしたが、平成 17(2005)年度には 112,176 世帯、収集量は「空き缶・空きびん・

ペットボトル」3,395t となっています。 

 

 項目 

年度 
実績世帯数 資源ごみ（ｔ） 

13 107,928 3,802 

14 108,509 3,662 

15 109,590 3,625 

16 110,988 3,533 

17 112,176 3,395 

 

 

５. 粗大ごみ戸別有料収集 

 (1) 概  要 

平成 16(2004)年 11 月より、戸別有料収集を実施しています。平成 17 年度は 13,764 世帯から、 

28,881 個の粗大ごみを収集しました。粗大ごみ処理券（1枚 300 円）の売上枚数は 78,286 枚（売

上金額 23,485,800 円）でした。申し込みの多い品目は布団、自転車、いす、電子レンジ、ガスコ

ンロなどでした。 

 
(2) 有料化前後における粗大ごみ量の変化 

            （単位＝ｔ） 

月 

年度 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 

16 432 420 421 634 782 949 1,280  19  30  21  19  34 5,041

17  36  31  32  35  42  33   35  36  57  30  37  48  452

前年比 8% 7%  8%  6% 5%  3%   3% 189% 190% 143% 195% 141% 9%

 

※集団回収分を除く。 
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平成 17 年 11 月～平成 18 年 3 月は、粗大ごみ収集量が前年同月比を大きく上回っています。こ

れは平成 16年 11 月からの粗大ごみ戸別有料収集の実施にあたり、直前の駆け込み排出の反動で、

実施後数ヶ月間一時的に粗大ごみの排出量が大きく減少したためと考えられます。 

 

６. 広報・広聴活動 

  ごみの減量化と資源の有効利用をめざして、新たに「紙類･布類」

の分別収集と粗大ごみの戸別有料収集を平成 16(2004)年 11 月より

実施するにあたり、平成 16 年 6 月より同年 10 月にかけて自治会等

を中心に、全市において地元住民向け説明会を実施しました（約 220

ヵ所、12,000 人の住民参加）。これにより、新たな制度やごみの現

状と課題について理解と協力を求めるとともに、市民からの意見や

要望を聞くなど制度の円滑な導入に努めました。 

  あわせて、住民向けにわかりやすく「紙類･布類」の分別と粗大ご

みの戸別有料収集を解説した分別収集変更チラシとリーフレットを

全戸配布し、いっそうの啓発に取り組みました。 

  また、ごみの出し方等についてわかりやすく解説している住民向

け「ごみハンドブック」を、新たな分別収集の変更などに伴い全面

改訂し、平成 16(2004)年 10 月に自治会などを通じて、全戸配布し

ました。平成 17(2005)年度は主に転入者等を対象に提供しました。 

  さらに、一年間のごみ分別カレンダーについても、「紙類･布類」の分別変更と粗大ごみ戸別有料

化にともない、より市民にわかりやすいものをめざして全面改訂し、全世帯に配布し、円滑なごみ

排出と収集を図っています。 
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ごみ収集経費

委託費

24.1%

人件費

68.0%

その他

1.7%
車両関係費

6.2%

７．収集経費 

(1)  収集経費 

（単位：千円） 

     区分 

項目 
金 額 摘       要 

人 件 費 931,015 職員 101 名分 

車両購入費 55,679 3.5t ﾊﾟｯｶｰ車 8 台、薬剤散布車 1台、軽四貨物 1台 

燃 料 費 13,930 軽油 121,165ℓ・ガソリン 3,921ℓ・天然ガス 13,614 ㎥/N 

・灯油 203ℓ 

車検・修理代 9,411 車両 50 台 (タイヤ､エンジンオイル含む) 

保険・重量税 5,059 
特殊車 41 台、ダンプ･トラック 5台、バン 1台 
軽四貨物 2台、薬剤散布車 1台 

 

車

両

関

係

費 

小  計 84,079  

委 託 費 329,966 ごみ収集運搬業務委託 

そ の 他 23,597 光熱水費及び消耗品等事務経費 

計   1,368,657  

※ 施設・車両関係の減価償却費は除く。 

 

 

(2)  1t 当たりの収集単価と経費割合 

平成１７年度収集経費  １，３６８，６５７千円 

平成１７年度収集量     ６９,１９５ ｔ 

 

 

(3)  年間収集経費の推移 

 

 
年 度 金額（千円） 収集量（ｔ） 

１３ １,５３１,４３０ ７８,８６８ 

１４ １,５２５,３９１ ７８,６７７ 

１５ １,４９６,７０４ ７９,５３６ 

１６ １,４３１,５２７ ７８,３５４ 

１７ １,３６８,６５７ ６９,１９５ 

 

＝ １９,７８０円 
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Ⅶ－３ごみ処理（中間処理・最終処分） 

 

１．概   要 

環境の保全とリサイクルの推進が近年の大きな課題となっているなかで、明石クリーンセンター

は、平成 11(1999)年度から廃棄物の多様化や大気汚染物質の適正処理に対応した新焼却施設と、資

源化を促進する破砕選別施設を稼働させ、健全な市民生活の維持と、安全で効率的な廃棄物処理に

努めています。 

市内から排出された廃棄物は、明石クリーンセンターで中間処理をした後、最終処分されていま

す。中間処理とは、廃棄物を減容化、安定化、無害化することを目的として行う手段であり、最終

処分とは、埋立の方法で廃棄物を自然界に還元する処理です。 

明石クリーンセンターへ搬入された可燃ごみは、焼却施設で焼却し、その後発生する焼却灰等は

同センターの埋立処分場と、大阪湾広域臨海環境整備センター（フェニックス）で埋立処分してい

ます。不燃ごみは、その組成に鉄くず等の再利用できるものが多く含まれているため、リサイクル

や埋立処分するごみの量を減らす目的で破砕を行い、金属については再資源化し、不燃ごみに含ま

れている可燃物については焼却、その他は埋立処分しています。 

また、同施設では、資源ごみを空きびん（無色・茶色・その他色）、空き缶（アルミ・鉄）、ペッ

トボトルに選別処理し、種類ごとにリサイクル業者に引き渡しています。 

さらに、明石クリーンセンターでは、焼却熱を利用した発電（発電能力 8,000kW）を行っており、

施設内や周辺公共施設へ電力を供給し、余剰電力は電力会社に売却しています。 

 なお、明石クリーンセンターは平成 13(2001)年 3 月 14 日、ＩＳＯ１４００１の認証登録を受け、

環境適合型施設としてダイオキシン類や大気汚染物質の排出濃度の適性管理、売電事業の推進に取

り組んでいます。 
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２．明石クリーンセンターの施設概要 

(1) 焼却施設 

① 所在地    明石市大久保町松陰 1131 

② 焼却炉方式  全連続燃焼式焼却炉 

③ 焼却能力   480t/日（160t/24h×3 炉） 

④ 排ガス処理  有害ガス除去装置＋バグフィルタ 

触媒及び無触媒脱硝装置 

⑤ 灰処理    焼却灰：搬出埋立 

飛 灰：薬剤による安定化及びセメント固化 

⑥ 排水処理   場内で処理後､公共下水道に放流 

⑦ 発電能力   蒸気タービンによる発電：8,000kW 

⑧ 余熱利用   場内利用：給湯 

⑨ 建築面積   約 8,070m2 

⑩ 延床面積   約 17,588m2 

⑪ 建物構造   69.5m×102m 高さ 31m 地下 5.5m 

⑫ 排ガス基準値 ばいじん量：0.02g/Nm3以下  硫黄酸化物：20ppm 以下 

塩 化 水 素：30ppm 以下    窒素酸化物：50ppm 以下 

⑬ 着工     平成 8(1996)年 1 月 

⑭ 竣工     平成 11(1999)年 3 月 

⑮ 設計・施工  住友重機械工業株式会社 

⑯ 総事業費   21,882,889 千円 

(2) 破砕選別施設 

① 所在地    明石市大久保町松陰 1131 

② 処理能力   92t/5h（破砕系統 60t/5h、資源化系統 32t/5h） 

③ 破砕形式   横型 2軸剪断式破砕及び衝撃剪断併用回転式破砕 

④ 選別種別   <破砕系統> 

鉄類･可燃物･不燃物 

<資源化系統> 

鉄類･アルミ類･びん類（無色・茶色・その他色） 

プラボトル（PET･その他） 

⑤ 建築面積   2,519.37m2 

⑥ 延床面積   6,729.91m2 

⑦ 着工     平成  9(1997)年 7 月 

⑧ 竣工     平成 11(1999)年 3 月 

⑨ 設計・施工  川崎重工業株式会社 

⑩ 総事業費   3,946,320 千円 
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施設配置図 
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(3) 最終処分場 

施設の概要 

① 名 称      明石市一般廃棄物最終処分場（第 2次埋立処分場） 

② 所在地      明石市大久保町松陰 1128 

③ 規 模      総面積         84,400m2 

埋立面積       72,000m2 

埋立容量    1,192,000m3 

④ 整備経過 

区 分 年 度 事 業 費 埋 立容量 

当初工事 Ｓ５７年度～５８年度 １１億４，３８０万円 ５９２,０００ｍ３ 

嵩上工事（1次） Ｈ７年度～８年度 ２億１，１５９万円

〃  （２次） Ｈ１１年度   ３，３９２万円

６００,０００ｍ３ 増

計  １３億８，９３１万円 １,１９２,０００ｍ３

⑤ 浸出汚水の処理  調整槽から公共下水道への直放 

⑥ 供用開始     昭和 59(1984)年 4 月 1 日～ 

⑦ 埋立方式     サンドイッチ方式準好気性埋立 

ごみ層 3m に対し、覆土は、約 50cm を標準としている。 

⑧ 設備の概要    しゃ水設備、擁壁等流出防止設備、雨水等集排水設備、保有水等集排

水設備、飛散防止設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 第 2次埋立処分場は、残余容量が僅少となっているため、平成 17 年 3 月 23 日から第 3次最終処

分場の工事を進めています。(平成 19 年度供用開始予定) 

埋立処分場全体図 
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３．ごみ処理の実績等 

 

(1) 明石市におけるごみ排出状況                    （単位：t） 

不 燃 ご み  
年 度 人口(人) 可燃ごみ 

粗大ごみ その他ごみ 資源ごみ 
計 

13 291,896 120,888 2,895 19,382 3,884 147,049 

14 291,598 116,386 2,987 10,079 3,735 133,187 

15 291,890 117,764 3,142 7,930 3,695 132,531 

16 291,687 113,927 5,041 8,162 3,608 130,738 

17 290,674 107,476  452 7,248 3,483 118,659 

人口は､各年度末翌月 1日現在の国勢調査による推計人口とします。 
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(2) 平成 17 年度ごみの搬入量と処理実績フロー 

 

-
 8
9 
-

 
Ⅶ
-
３
．
ご
み
処
理
（
中
間
処
理
・
最
終
処
分
）

※１ 一斉清掃ごみ及び産業廃棄物を含む。
総搬入 

118,659ｔ

不燃ごみ 

11,183ｔ 

破砕選別施設

9,465ｔ 

埋  立 

 1,718ｔ

直接埋立 

 1,718ｔ 

集団回収（びん）

  88ｔ 

資源ごみ 

3,395ｔ 

一般不燃ごみ

5,530ｔ 

粗大ごみ 

452ｔ 

埋  立 

145ｔ 

不燃･不適物

145ｔ 

資源物 

744ｔ 

破砕鉄 709t 

その他鉄 35t 

（ﾍﾞｯﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞを含む。） 

可燃ごみ 

107,476ｔ 

焼却施設(ピット内)

前年度分 49ｔ 

アルミ      224ｔ
鉄        386ｔ
びん（透明）    65ｔ
〃 （茶色）   72ｔ
〃 （その他）  24ｔ
ペットボトル   230ｔ

資源物 

1,001ｔ 

埋  立 

16,300ｔ 

フェニックス 

2,756ｔ 

可燃物 

5,699ｔ 

焼  却 

115,100ｔ 

焼却灰 

19,056ｔ 

可燃残渣 

1,876ｔ 

※２ アルミ、鉄、破砕鉄、その他鉄は、有価物として再資源化業者に引き渡しました。また、びん（３色）とペットボトルは、（財）日本容器

包装リサイクル協会が指定した再商品化事業者に引き渡しました。 
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(3) 過去５年間の焼却に関する実績                  （単位：t） 

年度 
可 燃 ご み 

搬 入 量 

日 平 均 

搬 入 量 
焼 却 量

焼 却 炉
運 転 日 数

（日）

運 転 日

平均焼却量

焼 却 灰 搬 出 量

(  )内は焼却残さ率

13 120,888 391 133,367 361 369 22,660（17%） 

14 116,386 375 125,513 361 348 19,350（15%） 

15 117,764 380 127,082 360 353 20,221（16%） 

16 113,927 366 125,050 359 348 20,397（16%） 

17 107,476 346 115,100 359 321 19,056（17%） 

 

(4) 焼却施設発電状況                       （単位：kWh） 

年度 発電量 受電電力量 施設内使用電力量 売却電力量 売却電力料金(円)

13 38,154,550 1,083,510 20,112,110 19,125,950 147,539,531 

14 37,489,400 1,301,470 19,734,490 19,056,380 148,767,586 

15 37,199,830 1,441,692 19,928,976 18,712,546 141,241,047 

16 38,620,370 1,746,255 20,116,752 20,249,873 147,312,997 

17 41,556,360 1,920,058 19,032,180 24,444,238 179,101,621 

 

(5) 可燃ごみ組成分析結果 

年度 

項目 
13 14 15 16 17 

単位容積重量（kg／m3） 148 128 122 112 129 

紙・布類 53.4 57.3 62.3 50.6 53.2 

プラスチック類 19.5 22.1 13.8 21.9 25.2 

 木・竹･ワラ類 7.7 5.7 8.4 8.0 5.0 

ちゅう芥類  7.1  9.6  7.3 11.1 10.4 

 不燃物類 5.3 2.2 3.8 2.1 0.9 

ご
み
組
成 

乾
量 

（
％
） その他 7.0 3.1 4.4 6.3 5.3 

水分 40.4 36.4 42.0 34.7 35.3 

灰分 8.7 7.9 6.5 6.7 6.0 

成 

分
（
％
） 可燃物 50.9 55.7 51.5 58.6 58.7 

低位発燃量（kcal/kg） 2,058 2,297 2,074 2,440 2,440 
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 (6) 過去 5年間の埋立に関する実績 

年度 
不燃ごみ 
埋立量（t）※1

焼却灰 
  埋立量（t）

容量換算 
（m3） 

覆土 
（m3） 

埋立量 
（m3） 

埋 立 地  
進捗率(%)※2 

13 15,696 19,887 33,824 1,800 35,624 86.5 

14    7,384 16,563 22,763 1,600 24,363 88.5 

15    5,363 17,441 21,676 1,500 23,176 90.5 

16  4,178 17,600 20,702 1,500 22,202 92.3 

17 1,863 16,300 17,265 2,762 20,027 92.8 

※1 不燃ごみには､資源ごみ残さ､破砕選別残さを含む。 

※2 埋立容量 1,192,000m3による埋立進捗率を示す。なお、平成 17 年度は平成 18 年 3 月末に行った残

余容量測量値により、進捗率を算出している。 

 

(7) 不燃ごみの組成分析表 

年度 
項目 

13 14 15 16 17 

単位容積重量（kg／m3） 125 178 179 139 91 

フ ィ ル ム 類 0.9 0 4.1 0 0 

※ペットボトル 2.2 0.5 1.0 0.4 0.2 

ト レ イ 類 0.5 0.2 0 0 0 

発 泡 類 0.1 1.2 0.1 0.1 0.1 

そ の 他 21.1 23.7 21.0 26.2 42.6 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類 

小 計 24.8 25.6 26.2 26.7 42.9 

ガ ラ ス く ず 12.1 8.9 12.4 3.6 4.7 

セメント･陶磁器くず 7.2 11.1 6.4 1.7 1.2 

ア ル ミ ニ ウ ム 1.3 1.9 0.8 1.6 7.6 金
属 そ の 他 36.6 34.3 25.2 53.6 29.6 

そ の 他 不 燃 物 2.5 8.0 20.5 1.5 1.6 

ご 
 

み 
 

組 
 

成 
 

（
％
） 

可 燃 物 15.5 10.2 8.5 11.3 12.4 

水     分 （％） 1.7 1.7 1.5 5.4 3.1 

 

 

(8) 資源ごみ処理状況                           （単位：kg） 

缶 ガラスびん 
年度 

アルミ 鉄 無色 茶色 その他 

ペット 

ボトル 
破砕鉄等 計 

13 263,830 519,660 59,310 50,210 19,460 199,920 1,225,460 2,337,850 

14 261,810 507,980 84,150 74,710 19,510 210,710 1,304,120 2,462,990 

15 247,570 486,380 67,670 72,610 19,800 207,840 1,299,630 2,401,500 

16 238,100 450,200 63,140 83,730 17,190 259,310 1,595,050 2,706,720 

17 223,690 386,080 65,430 72,150 24,410 229,740 743,600 1,745,100 
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（9）クリーンセンター総合排水分析結果表 

年度 

項目 
単位 規制値 14 15 16 17 

水素イオン濃度 

(PH) 
― 

5 を超え 

9 未満 
7.6～8.0 7.5～8.0 7.3～7.8 7.3～7.7 

浮 遊 物 質 量 

（SS） 
ｍg／ℓ  600 以下 6～73 9～80 18～160 7～77 

生物化学的酸素 

要求量（BOD） 
ｍg／ℓ  600 以下 10～190 12～56 11～40 9.7～58 

ノルマルヘキサン

抽 出 物 質 
ｍg／ℓ  30 以下 ＜0.5～2.0 ＜0.3～4.9 ＜0.5～6.3 ＜0.5～2.6

フ ェ ノ ー ル 類 ｍg／ℓ  5 以下 ＜0.1～1.3 ＜0.1 ＜0.2 ＜0.01 

シ ア ン 化 合 物 ｍg／ℓ  0.3 以下 ＜0.02 ＜0.03 ＜0.01 ＜0.1 

ふ っ 素 及 び 

そ の 化 合 物 
ｍg／ℓ  8 以下 0.1～0.8 ＜0.1～0.2 ＜0.2～0.4 ＜0.1～0.4

総 水 銀 ｍg／ℓ  0.005 以下 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 

ヒ 素 及 び 

そ の 化 合 物 
ｍg／ℓ  0.05 以下 ＜0.0025 ＜0.005 ＜0.005  

＜0.005～

0.007 

銅 及 び 

そ の 化 合 物 
ｍg／ℓ  3 以下 ＜0.05 

＜0.01～

0.03 

＜0.01～

0.04 
＜0.05 

亜 鉛 及 び 

そ の 化 合 物 
ｍg／ℓ  5 以下 

＜0.05～ 

  0.12 

＜0.01～ 

  0.08 
0.01～0.14 ＜0.1～0.1

鉛 及 び 

そ の 化 合 物 
ｍg／ℓ  0.1 以下 ＜0.005 ＜0.01 

＜0.01～ 

0.01 
＜0.01 

カドミウム及び 

そ の 化 合 物 
ｍg／ℓ  0.03 以下 ＜0.003 ＜0.003 ＜0.003 ＜0.003 

マ ン ガ ン 及 び 

その化合物(溶解性)
ｍg／ℓ  10 以下 

＜0.03～ 

  0.17 

＜0.1～ 

  0.2 
0.06～0.38 ＜0.1～0.5

鉄 及 び 

その化合物(溶解性)
ｍg／ℓ  10 以下 

＜0.05～ 

  0.21 

＜0.1～ 

  0.6 
0.15～0.76 ＜0.1～0.4

ク ロ ム 及 び 

そ の 化 合 物 
ｍg／ℓ  2 以下 ＜0.05 ＜0.02 ＜0.05 ＜0.2 

六価クロム化合物 ｍg／ℓ  0.1 以下 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 

ヨ ウ 素 消 費 量 ｍg／ℓ  220 未満 4.1～17.0 ＜2～83 8.3～17.0 1.3～28 

ア ル キ ル 水 銀 ｍg／ℓ  検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 

有機リン化合物 ｍg／ℓ  0.3 以下 ＜0.01 ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 

ポリ塩化ビフェニル 

(PCB) 
ｍg／ℓ  0.003 以下 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0003 ＜0.0001 

※規制値は､明石市下水道条例の排除基準による。 
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(10) フロン回収 

オゾン層を破壊して有害紫外線を増大させる原因物質がフロンです。電気冷蔵庫やエアコン

にはフロンが使用されており、廃棄する際の大気への放出が問題となりました。 

本市では､平成 8(1996)年 7 月に施行された県条例のフロン放出禁止規制を受け、同月から家

庭用冷蔵庫等の保管を始め、同年 12 月に回収機の購入と同時にフロン回収作業を始めました。    

平成 13(2001)年 4 月に特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）が施行されたため、

電気冷蔵庫及びエアコンの保管は終了しました。 

また、平成 16(2004)年 4 月に、家庭用電気冷凍庫が同法の対象品目に加えられたことから、

現在は、不法投棄された業務用冷凍庫（ショーケース等）についてのみフロン回収を行ってい

ます。 

 

年

度 
回収台数 

フロン 

抜取量 
備 考 

8 冷蔵庫 509 台 44.3kg 7 月から保管、12 月から回収を始める。 

9 冷蔵庫 1,509 台 121.8 ㎏  

10 
冷蔵庫 

エアコン 

2,169 台 

610 台 

247.9kg

244.6kg
エアコンのフロン回収を始める。 

11 
冷蔵庫 

エアコン 

2,712 台 

690 台 

118.7kg

232.3kg
 

12 
冷蔵庫 

エアコン 

2,951 台 

1,829 台 

187.5kg

610.4kg
 

13 
冷蔵庫 

エアコン 

2,707 台 

 247 台 

240.5kg

103.2kg
12 年度保管分処理 

14 冷凍庫 40 台  2.6kg 家電リサイクル法対象外品目により抜取りを実施

15 冷凍庫 21 台 6.0kg 家電リサイクル法対象外品目により抜取りを実施

16 冷凍庫 11 台 5.0 ㎏
家電リサイクル法対象外品目により抜取りを実施

（不法投棄された業務用冷凍庫のみ） 

17 冷凍庫 7 台 0.6 ㎏
家電リサイクル法対象外品目により抜取りを実施

（不法投棄された業務用冷凍庫のみ） 
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(11) ダイオキシン類 

焼却炉煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度の分析結果(3 炉平均)は、次表

のとおりです。  

 

年度 規制値 ダイオキシン類濃度（3炉平均） 

9 1.8ng-TEQ／m3N 

10 0.027ng-TEQ／m3N 

11 0.01ng-TEQ／m3N 

12 0.033ng-TEQ／m3N 

13 0.007ng-TEQ／m3N 

 (H14.11.30 まで) 

80 ng-TEQ／m3N  

14 0.0009ng-TEQ／m3N 

15 0.0002ng-TEQ／m3N 

16 0.0031ng-TEQ／m3N 

17 

（H14.12.1 以降） 

1 ng-TEQ／m3N 

0.0002ng-TEQ／m3N 

※１ 規制値は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく政省令による。 

     ※２ 1ng（ナノグラム） ：10 億分の 1ｇ 

        TEQ（毒性等量）  ：ダイオキシン類の毒性の強さを、ダイオキシン類の中で最 

も毒性の強い 2,3,7,8-四塩化ダイオキシンに換算した値 

         ㎥ N（ノルマル㎥） ：気体の標準状態（0℃･1 気圧）における体積の単位 
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(12) ごみ処分経費  

              （平成 17 年度） 

項 目 金額（千円） 摘 要 

人 件 費 ３７３,６７９
職員40名分(社会保険等の事業主負担を含

む。) 

薬 剤 費 １３４,４８３  
消耗品等 

修 繕 料 ６８,３５６ 設備等修繕 

電 気 ５８,３０３ センター受電電力量 1,920,058kWh 

水 道  ３２,１７８
プラント水は主に井戸水使用、下水使用料

を含む。  

灯 油 ７,０１４ 灯油 125 ㎘ 

光熱水費

及び燃料 

軽油及びガソリン ４,０１８ 軽油 34.8 ㎘、ガソリン 2,895.5ℓ 外 

委 託 料 ７７４，２９４  

工 事 費 ２２４，８８６  

そ の 他 ３５，１８０ 総務費外 

計 １，７１２，３９１  

 （注）投資的経費（第 3次最終処分場整備事業費 1,233,169 千円）を除く。 

 

 

 

 

委託料
45.2%

人件費
21.8%

工事費
13.1%

光熱水費
及び燃料費
5.9%

その他
2.1%

薬品類、
修繕料
11.9%

ごみ処分経費
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(13) 年間処分経費の推移 

年 度 金額（千円） 
搬入されたごみ１tあたりの 

金 額（円） 

１３ １，８２８，２６８ １２，４３３       

１４ ２，１３７，１７０ １６，０４６       

１５ １，９１５，４３９ １４，４５３       

１６ １，８２８，１７３ １３，９８３    

１７ １，７１２，３９１ １４，４３１    

     （注）投資的経費を除く。 

 

(14) 廃棄物処理手数料                     （10kg あたり単価） 

不燃ごみ 
区 分 可燃ごみ 

破 砕 埋 立 

家庭系  ５０円  ６０円  ６０円 
一般廃棄物 

事業系  ７０円  ８０円 １００円 

産業廃棄物 １００円 １２０円 １５０円 

（注）平成 12 年 4 月 1日改正 
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Ⅷ 資     料 

 
１．明石市地球温暖化対策実行計画の概要 

１ 計画の目的 

市役所は明石市内において職員数や事務・事業量などからみて、きわめて規模の大きい事業所

であると考えられます。このため、明石市自らの事務及び事業に伴って排出される温室効果ガス

の排出量を抑制することによって、地域の温室効果ガスの実質的な排出抑制に寄与すること、さ

らに明石市自らが地球温暖化対策の推進を図ることによって市民、事業者に自主的な取り組みの

促進に資することを目的とします。 

 ２ 計画の期間 

実行計画は平成 13(2001)年度を初年度とし、平成 17(2005)年度を目標年度とする 5年間を第 1

次の計画期間としており、平成 18(2006)年度に、目標の達成度等の評価を行った後、見直しを行

います。 

 ３ 計画の範囲 

実行計画では、明石市のすべての事務及び事業を対象とするため、市立病院、市立小・中学校

等を含めたすべての組織や施設を対象としています。 

 ４ 明石市の状況 

明石市は、平成 11(1999)年度において、市内で使用される電力の約 4.9％、都市ガスの約 2.7％、

ＬＰガスの約 0.7％を消費しており、市内でも有数のエネルギー消費量の多い事業所と言えます

（表 1）。 

表 1 平成 11 年度 市の主なエネルギー使用量 

 市 市内全体 割合（％）

電 力 使 用 量  84,171,840 kWh 1,710,191,000 kWh 4.9 

都市ガス使用量   1,935,887 m3  ※ 73,045,000 m3  2.7 

ＬＰガス使用量        117 ｔ  16,771 ｔ  0.7 

※ 平成 11(1999)年 1～12 月の使用量 

      注）市内全体の電力・都市ガス・ＬＰガス使用量については、兵庫県統計書及び明石市統計書より算出。 

 

平成 11(1999)年度において市のエネルギー使用量等から算出される温室効果ガスの排出量は、

約 9万ｔ‐ＣＯ２でした。 

温室効果ガスの活動別排出量は、表 2のとおりであり、電気の使用に伴うものが 36％、市内か

ら発生する一般廃棄物の焼却（大半が廃プラスチック類の焼却によるもの）に伴うものが約 35％

を占めており、以下廃棄物の埋め立てに伴うもの、汚泥（下水汚泥を含む）の焼却に伴うものな

どとなっています。 

また、温室効果ガスの内訳は、二酸化炭素が約 81％、メタンが約 9％、一酸化二窒素が約 10％、
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ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）が 0.1％未満であり、二酸化炭素が大半を占めています。 

なお、「地球温暖化対策の推進に関する法律」では、温室効果ガスとしてこの 4 種類のガス以

外に、パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）、六ふっ化硫黄（ＳＦ６）が含まれていますが排出量の把

握が困難であることから、算定対象外としています。 

表 2 平成 11 年度 活動別排出量 

№ 活動の種類 排出量（kg‐CO2） 寄与率（％）

1 電 気 の 使 用 32,321,987 36.2 

2 一 般 廃 棄 物 の 焼 却 31,330,367 35.1 

3 廃 棄 物 の 埋 立 7,905,093 8.9 

4 汚泥（下水汚泥を含む）の焼却 7,202,875 8.1 

5 公 用 車 の 走 行 3,981,558 4.5 

6 都 市 ガ ス の 使 用 3,855,125 4.3 

7 灯 油 の 使 用 1,337,837 1.5 

8 Ａ 重 油 の 使 用 435,282 0.5 

9 下 水 の 処 理 360,648 0.4 

10 Ｌ Ｐ ガ ス の 使 用 351,075 0.4 

11 笑 気 ガ ス の 使 用 167,400 0.2 

12 ディーゼル機関（定置式）の使用 46,395 0.1 

13 カ ー エ ア コ ン の 使 用 24,206 <0.1 

合  計 89,319,848 100 

                              (端数処理の関係で総計 100％に合いません) 

 ５ 削減目標の設定にあたって 
地球温暖化防止に関する対策として、国際的には平成 4(1992)年に「気候変動に関する国際連

合枠組条約」が採択され、同年の国連環境開発会議（地球サミット）では、世界中の多くの国が

署名を行い、平成 6(1994)年には同条約が発効しました。そして、平成 9(1997)年には第 3 回締

約国会議（ＣＯＰ３）が京都で開催され、京都議定書が採択されました。 

京都議定書で決められた日本の目標は「温室効果ガスの総排出量を平成 20(2008)年から平成

24(2012)年の第 1 約束期間に、平成 2(1990)年レベルから 6％削減する」こととなっています。

一方、日本における平成 10(1998)年度の温室効果ガス総排出量は、13 億 3600 万ｔ‐ＣＯ２であ

り、基準年である平成 2 (1990)年度（12 億 7200 万ｔ‐ＣＯ２）と比べ、約 5％増加しています。

そこで、京都議定書を遵守するためには平成 10(1998)年度よりも約 11％（6％＋5％）削減する

必要があります。 

しかし、地球温暖化対策推進大綱（平成 10(1998)年 6 月 19 日決定）によると 6％削減目標の

達成に向けた方針として、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素の排出量については、省エネルギ
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ーや新エネルギーの導入、国民各界各層の更なる努力により 2.5％削減を考えており、残りの削

減量については、森林吸収（3.7％）や京都メカニズムの活用等で削減目標達成を見込んでいま

す。これらのことから、国内対策としては平成 10(1998)年度より約 7.5％（2.5％＋5％）の削減

が必要であると考えられます。 

このような状況を考えると、市の温室効果ガス総排出量を平成24(2012)年までに平成10(1998)

年度比で 7.5％削減することが、エネルギー消費量の多い事業所である明石市として、最低限達

成すべき目標値ではないかと考えています。 

６ 温室効果ガス総排出量に関する目標 

前述のとおり平成 13(2001)年度から平成 24(2012)年度までの 12 年間で 7.5％削減する必要が

あると考えており、一定の割合で削減していくものと仮定し、第１次計画期間の温室効果ガス総

排出量に関する削減目標を次のとおりとします。 

 

平成17（2005）年度における市の事務及び事業に関する温室効果ガス総排出量を、平成11（1999）

年度と比較して 3％削減に努める。 

注) 7.5％ ÷ 12 年 × 5 年 ≒ 3％ 

 

明石市の状況は、廃棄物や上下水の処理（当該事業に伴う電気等の使用を含む）に伴う温室効

果ガス排出量が全体の約 8割を占めており、市民や市内事業者の活動に大きく依存しています。 

また、笑気ガス（麻酔剤）や街路灯の使用などのように市民の健康や安全確保のため活動量を

削減することが非常に困難なものも多数存在しています。 

さらに、明石市の施策や市民の様々なニーズにより、明石市の事務及び事業の拡大に伴うエネ

ルギー使用量の増加が見込まれるものもあり、例えば、下水道の普及による処理量増加や水道の

高度処理の導入に伴う電気使用量の増加などが考えられます。 

実行計画の活動・点検・評価は、ＩＳＯ１４００１に基づく明石市環境マネジメントシステム

によって行うこととしていますが、このような状況の中ではエネルギー使用等の抑制は相当厳し

いといえます。しかし、一方で、平成 15(2003)年 2 月には「明石市一般廃棄物処理基本計画」が

策定され、今後リサイクルの推進や廃棄物量の削減を目指した具体的な推進計画に基づいて、一

般廃棄物の焼却による温室効果ガスの削減を図っています。 

温室効果ガスの削減目標値は、国内の状況を根拠に算出した努力目標ともいえます。実行計画

の目的は、市職員全員参加で地球温暖化対策の取り組みを行い、温室効果ガスの排出量の削減に

努めていくことと考えることもできます。 
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２．明石市一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）の概要 

１ 計画策定の背景 

本市では平成 5(1993)年に、一般廃棄物処理基本計画を策定し、さまざまな取り組みを行って

きました。しかし、ごみ処理の基本は、これまでの「焼却・埋立」中心の適正処理から、その後

の法整備や廃棄物を取り巻く社会情勢の大きな変化により、3Ｒ（リデュース、リユース、リサ

イクル）を中心とする「減量・資源化」の推進に向けた「循環型社会」の実現に転換していくこ

とが求められています。このような新たな視点のもと、地球規模の環境問題も視野に入れた本市

の長期的・総合的なごみ処理の基本方針として、平成 15(2003)年 2 月に新たな「明石市一般廃棄

物処理基本計画」を策定しました。 

２ 計画の目標年度 

計画の最終目標年度は、平成 27(2015)年度とし、第 1次中間目標年度を平成 17(2005)年度に、

第 2次中間目標年度を平成 22(2010)年度と設定して、施策を推進していくこととしています。各

目標年度には、具体的数値である「ごみの減量化目標（ごみ発生量・リサイクル率・焼却量・最

終処分量）」の達成状況を検証します。 

なお、見直しは概ね 5年ごととしますが、国における廃棄物行政や社会経済情勢を踏まえ、必

要に応じて見直しを行います。次期見直しは、平成 18(2006)年度です。 

３ ごみ処理基本方針 

(1)  基本理念 

「環境への負荷が小さく持続可能な循環型のまち・あかし」 

(2)  基本原則 

① 発生抑制優先の原則 

第 1にリデュース（発生抑制）、第 2にリユース（再利用）、第 3にリサイクル（再生利用）、

第 4にサーマルリサイクル（熱回収）をし、やむを得ず排出されるごみについては適正処理

を優先順位とします。 

② 総合的かつ強力なごみ処理マネジメントの原則 

ごみとして出てきたものをただ焼却・処理する事業として捕らえる従来の廃棄物対策から、

環境政策として認識し総合的かつ強力なごみ処理経営（マネジメント）に移行していきます。 

③ 環境負荷低減の原則 

リサイクルやごみ処理を進めていく上で、環境に与える影響を低減するため適切、適正で

効率的な施設運営と処理を行います。 

④ 参加と共生のパートナーシップの原則 

循環型社会の構築に向けて、市民・事業者は、従来の協力から主体的に参加することが求

められます。また、行政は、適正な処理者という従来の役割にとどまらず、3Ｒの推進者、

コーディネーターの機能を発揮していきます。 

(3)  ごみの減量化目標 

目標の設定については、活動の検証や見直しが可能なように、数値を採用しています。目

標は平成 12(2000)年度を基準年とし、第 2 次中間目標年度の平成 22(2010)年度の減量化目
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標は次表のとおりです。 

ご み 発 生 量 平成 22 年度のごみ発生量を平成 12 年度実績よりも 5％削減する。 

リサイクル率 平成 22 年度のリサイクル率を 24％にする。（12 年度 8％） 

焼  却  量 平成 22 年度焼却量を平成 12 年度実績よりも 15％削減する。 

最 終 処 分 量 平成 22 年度の最終処分量を平成 12 年度実績よりも 50％削減する。

（注）平成 27(2015)年度の減量化目標値については、「ごみ発生量」は 1％程度の削減の上積み(平成 12 年度

比 6％削減)としますが、他の指標は、平成 22(2010)年度と同じ数値です。 

４ ごみ処理基本施策 

基本方針の実現に向けて、4本の柱、46 の施策を推進していくこととしていますが、ここでは

主なものを取り上げています。 

(1) ごみ減量を進めるためのシステム整備 

① 家庭系ごみ 

ア．家庭系ごみの分別の細分化 

紙類の分別収集の実施、プラスチック類の分別収集の検討、資源ごみの細分化の検討を

行います。 

イ．粗大ごみから始める経済的手法の推進 

粗大ごみ戸別有料制をまず実施し、そしてごみ減量施策の成果を検証した後、家庭系ご

みの効果的な有料化について、市民合意に向けた議論を活発に行います。 

ウ．参加と共生のネットワークづくり 

子供から高齢者まですべての市民の環境に対する社会意識を培うため、環境学習の推進、

身近なリサイクル実践の場である集団回収の活動の拡充と活動団体の育成、（仮称）ごみ

減量推進員の配置を推進します。 

② 事業系ごみ 

ア．多量排出事業者への指導 

ごみ多量排出事業者に対する減量適正計画書及び廃棄物管理責任者選任届の提出と指

導をします。 

イ．ごみ減量マニュアルの改訂 

上記の新たな事業者への取り組みをすすめるなかで、『事業系ごみ減量マニュアル』を

改訂し、事業者間情報の交換を促進します。 

ウ．公共施設での取り組み 

庁内古紙の回収量を向上させるとともに、学校での給食残飯の減量化・リサイクルの取

り組みを検討します。 

(2) 環境負荷を低減した適正処理の推進 

① 不法投棄対策の強化 

家電リサイクル法施行により粗大ごみの排出量が減少している一方、不法投棄も発生して

います。引き続き、家電 4品目やそれ以外の不法投棄に対する取組みを地域と協同して推進



Ⅷ．資 料 

 - 102 -

します。 

② ごみ処理事業の効率化と行政サービスの向上 

ア．（仮称）環境事業指導員の配置 

イ．ごみ収集車両の低公害車の計画的導入 

ウ．ごみ処理経費の抑制 

エ．ごみ収集における行政サービスの向上 

(3) 施設整備の計画的推進 

① 現最終処分場（第 2次）の延命化 

次期最終処分場への移行をスムーズに行うため、搬入品目のチェックや不適物の持ち帰り、

一般廃棄物搬入手数料の計画的改定など、延命化施策を最大限講じていきます。 

② 新最終処分場（第 3次）の安定的確保 

新最終処分場については、環境負荷の少ない管理をあらゆる観点から追求します。規模と

しては、15 年間の埋立期間として 350,000m3の容量を確保することとしており、平成 18 年

度末の竣工を予定しています。 

③ 小動物専用焼却炉の設置 

小動物死体については、現在埋立処理をしていますが、専用焼却炉での処理を検討します。 

なお、コスト比較と早期対応の必要から、平成 16 年 1 月より委託による小動物死体の焼

却を実施しました。 

(4) 計画のフォローアップ 

この計画の進行管理として、ＰＤＣＡ（Ｐlan-Ｄo-Ｃheck-Ａction）サイクルによる環境マ

ネジメントシステムを適用していきます。減量化施策の活動結果については公表し、明石市環

境審議会へ進捗状況の報告をおこない、活動の評価を聴取し、意見を求めるものとします。 
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３．環境行政関係条例等 

 

◆ 明石市の環境の保全及び創造に関する基本条例 

〔平成 11(1999)年 6 月 30 日制定〕 

本市の地域性を十分考慮しつつ、今日的課題である「地球環境問題」を視野にいれた共通の

基本理念や基本方針等を定めるとともに、それにもとづく諸施策を効果的に推進するために制

定しました。 

これには、上記の内容のほかに、昭和 48(1973)年制定の「環境保全条例」から一部「生活環

境の保全」を取り込むとともに全国的にも珍しい「夜間花火の規制」の条文を罰則付きで新た

に加えました。 

なお、基本条例の施行に伴い、前身である環境保全条例は廃止されました。 

平成 17(2005)年 9 月には、明石市環境審議会に関する規定を改正し、審議会委員に一般公募

による市民委員を加えました。 

 

 

 

 

◆ 明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例・施行規則 

〔昭和 46(1971)年 12 月 24 日・平成 5(1993)年 7 月 15 日制定〕 

法令の定めのあるもののほか、市内から発生する廃棄物の排出の抑制及び再生利用の促進並

びにその適正な処理（分別、保管、収集、運搬、再生、処分等）及び清掃について定め、清潔

な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としています。市、事業者、市民等の

責務をはじめ、一般廃棄物の処理手数料等について定めています。 

 
 
 
 
◆ 明石市空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する条例 

〔平成 11(1999)年 6 月 30 日制定〕 

平成 11(1999)年 10 月 1 日から施行しました。 

公共の場所での、飲食料缶、瓶、たばこの吸い殻、ガムのかみかす、紙くず、花火のもえか

す等のポイ捨て、飼い犬のふん放置について防止するために、市、市民、事業者、所有者等が

果たすべき責務並びに市民等の「ポイ捨て」や、飼い主の「犬のふん放置」行為を禁止するこ

とを定めています。 

また、散乱防止重点区域として指定した区域内で（飲食料用）自動販売機により販売を行う

事業者の設置届出、回収容器の設置等を義務付けています。 

上記については、勧告、命令のほか、罰則規定を設けています。 
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この条例の制定の背景には、コンビニエンスストアや自動販売機の著しい普及等に見られる

「便利さ」「使い捨て」の社会感覚の進展に伴って、駅前周辺・海岸などの公共の場所におい

て「ポイ捨て」が後を絶たない実情や近年のペットブームにより、「飼い犬のふんの放置」の

問題が地域で多発している現状があります。 

これらは、基本的には個人のマナーやモラルに帰する問題であることは明らかですが、「罪

悪感なく無意識のうちに」行われる現代社会の実情に対処すべく、規制的手段を用いることに

より､抑制を図るものです。 

 

 

※明石市の環境の保全及び創造に関する基本条例（環境基本条例）に関しましては、環境政策課

のホームページ「ＥＣＯＩＳＴ」ＵＲＬ

http://www.city.akashi.hyogo.jp/kankyou/kankyou_s_ka/ecoist/index.html より、ダウンロ

ードできます。 
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○明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

昭和46年12月24日 

条例第57号 

  

明石市清掃条例（昭和30年条例第24号）の全部を次のように改正する。 

（目的） 

第１条 この条例は、法令の定めのあるもののほか、市内から発生する廃棄物の排出の抑

制及び再生利用の促進並びにその適正な処理（分別、保管、収集、運搬、再生、処分等

をいう。以下同じ。）及び清掃について定め、清潔な生活環境の保全及び公衆衛生の向

上を図ることを目的とする。 

（用語の意義） 

第２条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年

法律第137号。以下「法」という。）及び浄化槽法（昭和58年法律第43号）の例による。 

２ 前項に定めるもののほか、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

(１) 家庭系一般廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。 

(２) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。 

(３) 処理施設 市が一般廃棄物を処理するための施設をいう。 

（市長の責務） 

第２条の２ 市長は、一般廃棄物の減量及びその適正な処理に関し、市民及び事業者の自

主的な活動を促進し、かつ、意識の啓発を図るよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第３条 事業者は、その製造、加工、販売等の事業活動によって生じた廃棄物の再生利用

を図るなど、廃棄物の減量に努めるとともに、その事業活動により生じた廃棄物を自ら

の責任において適正に処理しなければならない。 

２ 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場

合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならない

ような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の

方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合

においてその適正な処理が困難になることのないような措置を講じなければならない。 

３ 事業者は、その事業活動により生じた廃棄物について、自ら処理しがたい場合におい

ても、共同による処理又は必要な技術開発等に努めなければならない。 

４ 事業者は、前３項に定めるもののほか、一般廃棄物の減量その他その適正な処理の確

保等に関し、市の施策に協力しなければならない。 

（清潔の保持） 

第４条 土地又は建物の占有者（占有者がない場合には管理者とする。以下この条におい

て「占有者等」という。）は、当該地に面する歩道及び側溝の清掃を行うなど、その清

潔の保持に努めなければならない。 

２ 占有者等は、境界に囲を設ける等廃棄物が捨てられないよう適正な管理に努めなけれ

ばならない。 

３ 動物を飼育する者は、飼育場所等の清潔を保持し、害虫の駆除及び悪臭の防止に努め

なければならない。 

４ 遺棄された動物の死体を発見した者は、速やかに市長に通報しなければならない。 

５ 市長は、占有者等及び動物を飼育する者が第１項から第３項までの規定に違反し、生

 改正 昭和48年３月31日条例第10号 昭和50年３月27日条例第10号  

   昭和51年３月30日条例第９号 昭和51年12月27日条例第40号  

   昭和57年３月31日条例第９号 昭和60年３月28日条例第12号  

   平成４年３月26日条例第22号 平成５年７月15日条例第21号  

   平成９年３月31日条例第８号 平成11年12月24日条例第40号  

   平成14年３月27日条例第14号 平成16年３月24日条例第11号  

   平成17年９月28日条例第50号    
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活環境の保全上支障があると認めるときは、当該占有者等及び動物を飼育する者に対し、

その改善その他必要な措置を講ずるよう求めることができる。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、一般廃棄物の排出を抑制し、生活環境の保全上支障のない方法で再生利

用又は自ら処分すること等により一般廃棄物の減量に努めるとともに、再生利用又は自

ら処分しない一般廃棄物については、その種別ごとに容器等に分別し、所定の場所に集

めるなど、市長の指示する方法に従い、排出しなければならない。 

２ 市民は、前項に定めるもののほか、一般廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等

に関し、本市の施策に協力しなければならない。 

（資源循環推進審議会） 

第５条の２ 一般廃棄物の減量及び再生利用等の促進に関する事項を審議するため、市長

の附属機関として、明石市資源循環推進審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、又は審議し、答申す

るものとする。 

(１) 一般廃棄物の処理に関する基本的な計画の策定及び変更に関すること。 

(２) 一般廃棄物の減量及び再生利用等の促進に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項 

３ 審議会は、一般廃棄物の減量及び再生利用等の促進に関する事項について、市長に意

見を述べることができる。 

４ 審議会は、委員15人以内で組織する。 

５ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 市議会議員 

(３) 事業者の代表者 

(４) 連合自治協議会及びごみ減量推進員会議の代表者 

(５) 一般公募により選出された市民 

(６) 関係行政機関の職員 

(７) その他市長が必要と認める者 

６ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

７ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

（一般廃棄物処理計画） 

第６条 市長は、法第６条第１項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画（以下「一般

廃棄物処理計画」という。）を定めるものとする。 

２ 前項の計画は、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び

基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画とする。 

３ 市長は、第１項の計画を定めたとき及びその計画に大きな変更を生じたときは、これ

を告示するものとする。 

（事業用建築物の所有者等及び廃棄物多量排出事業者の義務） 

第６条の２ 事業用の建築物で規則で定めるもの（以下「事業用建築物」という。）の所

有者若しくは占有者（以下「所有者等」という。）又は事業用建築物の所有者等以外の

者で市長が事業系一般廃棄物を多量に排出すると認めるもの（以下「廃棄物多量排出事

業者」という。）は、別に定めるところにより、それぞれ当該事業用建築物又は廃棄物

多量排出事業者が所有し、若しくは占有する建築物等（以下「事業用建築物等」という。）

から生ずる事業系一般廃棄物の減量及び適正処理に関する計画書を作成し、市長に提出

しなければならない。これを変更したときもまた同様とする。 

２ 市長は、前項の計画書に関し、事業系一般廃棄物の減量の推進及び適正処理のため必

要があると認めるときは、事業用建築物の所有者等又は廃棄物多量排出事業者に対し、

期限を定めて、当該計画書の変更を指示することができる。 

３ 事業用建築物の所有者等及び廃棄物多量排出事業者は、事業用建築物等から生ずる事

業系一般廃棄物の減量及び適正処理に関する業務を行わせるため、規則で定めるところ
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により、事業系一般廃棄物管理責任者を選任し、市長に届け出なければならない。これ

を変更したときもまた同様とする。 

（勧告等） 

第６条の３ 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、期限を定めて、その改善

その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 

(１) 前条第１項又は第３項の規定に違反した者 

(２) 前条第２項の規定による指示に従わない者 

２ 市長は、前項の勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該事業用建築物等か

ら排出される事業系一般廃棄物の処理施設への受入れを拒否することができる。 

（家庭系一般廃棄物の処理） 

第７条 市民は、一般廃棄物処理計画に従い行われる家庭系一般廃棄物の収集に際し、次

に掲げるものを排出してはならない。 

(１) 特別管理一般廃棄物 

(２) 毒性を有するもの 

(３) 危険性を有するもの 

(４) 引火性を有するもの 

(５) 火気のあるもの 

(６) 著しい悪臭を発するもの 

(７) 多量の汚水を排出するもの 

(８) 特定家庭用機器再商品化法施行令（平成10年政令第378号）第１条に規定する機

械器具 

(９) 前各号に定めるもののほか、市の処理業務を困難にし、又は処理施設の機能を損

なうおそれがあるものとして規則で定めるもの 

２ 市民は、前項各号に掲げるものを家庭系一般廃棄物として処分しようとするときは、

市長の指示に従わなければならない。 

（事業系一般廃棄物の処理） 

第８条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分する場合は、法第６条

の２第２項に規定する一般廃棄物処理基準、同条第３項に規定する特別管理一般廃棄物

処理基準等により、その種類ごとに、生活環境の保全上支障が生じない方法で処理しな

ければならない。 

２ 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら運搬せず、又は処分しない場合は、法第７条

に規定する一般廃棄物を収集し、運搬し、若しくは処分することのできる者に運搬させ、

又は処分させなければならない。 

３ 事業者は、その事業系一般廃棄物を法第７条に規定する一般廃棄物収集運搬業者（以

下「一般廃棄物収集運搬業者」という。）に収集させるに際し、一般廃棄物処理計画及

び市長の定める方法に従うとともに、その排出場所の清潔を保持しなければならない。 

（処理施設への一般廃棄物の搬入等） 

第８条の２ 市民又は事業者は、一般廃棄物を処理施設に搬入しようとするときは、規則

で定めるところにより、申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。 

２ 市民又は事業者（一般廃棄物収集運搬業者を含む。以下この条において同じ。）は、

第７条第１項各号に掲げる一般廃棄物を処理施設に搬入してはならない。 

３ 市民又は事業者は、一般廃棄物を処理施設に搬入しようとするときは、搬入できる一

般廃棄物の種類、性状等について、市長の定める受入基準及び市長の指示に従わなけれ

ばならない。 

４ 市長は、市民若しくは事業者の搬入した一般廃棄物が前項の受入基準に適合しないこ

とが判明したとき、又は市民若しくは事業者が同項の指示に従わないときは、当該一般

廃棄物を処理施設に受け入れることを拒否し、当該一般廃棄物を持ち帰らせることがで

きる。 

（適正処理困難物の指定等） 

第８条の３ 市長は、製品、容器等で廃棄物となった場合に市の処理に関する設備及び技

術に照らし、その適正な処理が困難となるもの（以下「適正処理困難物」という。）を

指定することができる。 
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２ 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その回収等の措

置を講ずるよう指示することができる。 

３ 事業者は、前項の規定による指示に従い、自らの責任において適正処理困難物の回収

等の措置を講じなければならない。 

４ 市民は、事業者の行う適正処理困難物の回収等に協力しなければならない。 

（一般廃棄物処理手数料） 

第９条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第227条の規定により、一般廃棄物の処理に

ついて別表第１に定める手数料を徴収するものとする。 

２ 一般廃棄物の処理について特別の取扱い又は困難を伴う事情があるときは、市長の認

定により前項の手数料の金額に５割を加算することができる。 

（一般廃棄物処理手数料の減免） 

第10条 市長は、天災その他特に事情があると認めたときは、前条の手数料を減免するこ

とができる。 

（市が処分する産業廃棄物） 

第11条 法第11条第２項の規定により市が処分する産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支

障のない範囲内で規則で定める。 

２ 第８条の２（第２項を除く。）の規定は、前項の規定に基づき市が産業廃棄物を処分

する場合について準用する。 

（産業廃棄物の処分費用） 

第12条 法第13条第２項の規定による産業廃棄物の処分費用は、別表第２のとおりとする。 

２ 第９条第２項の規定は、前項の費用について準用する。 

（一般廃棄物処理業等の許可申請等） 

第13条 法第７条第１項、第２項、第６項及び第７項並びに第７条の２第１項に規定する

許可又は浄化槽法第35条第１項に規定する許可を受けようとする者は、規則で定めると

ころにより市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の許可の申請又は許可証の再交付の際に地方自治法第227条の規定によ

り、別表第３の左欄に掲げる事務につき、それぞれ同表の中欄に掲げる名称の手数料を

徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、１件につきそれぞれ同表の右欄に

定める額とする。 

３ 既納の手数料は、還付しない。 

（報告の徴収） 

第14条 市長は、法第18条第１項及び浄化槽法第53条第１項に規定するもののほか、この

条例の施行に必要な限度において、事業者その他の関係者に対し、一般廃棄物の減量化

及び適正な処理のために必要な報告を求めることができる。 

（立入検査） 

第15条 市長は、法第19条第１項及び浄化槽法第53条第２項に規定するもののほか、この

条例の施行に必要な限度において、市の職員に、廃棄物の減量及び適正な処理を目的と

して、必要と認める土地又は建物に立ち入り、必要な帳簿書類その他の物件を検査させ

ることができる。 

２ 前項の規定により、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ関

係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

（委任） 

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この条例の施行前に改正前の明石市清掃条例第６条の規定によりなされた汚物

取扱業の許可又は許可の申請は、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する条例第11条の

規定によりなされた廃棄物の処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可又は許可の申請とみ

なす。 

附 則（昭和48年３月31日条例第10号） 
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この条例は、昭和48年４月１日から施行する。 

附 則（昭和50年３月27日条例第10号） 

この条例は、昭和50年７月１日から施行する。 

附 則（昭和51年３月30日条例第９号） 

この条例は、昭和51年７月１日から施行する。 

附 則（昭和51年12月27日条例第40号） 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。（昭和52年２月規則第２号で、同52年３

月１日から施行） 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例第11条の規定によ

りなされた廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可は、改正後の明石市廃棄物の処理

及び清掃に関する条例第13条の規定によりなされた一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽

清掃業の許可とみなす。 

附 則（昭和57年３月31日条例第９号） 

この条例は、昭和57年７月１日から施行する。 

附 則（昭和60年３月28日条例第12号） 

この条例は、昭和60年10月１日から施行する。 

附 則（平成４年３月26日条例第22号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成４年７月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規定中動物の

死体の処理に係る手数料の額の改正規定は、同年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例（前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。）による改正後の明

石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第１及び別表第２の規定は、この条例の施

行の日（以下「施行日」という。）以後に行われた一般廃棄物の処理又は産業廃棄物の

処分に係る手数料又は処分費用について適用し、施行日前に行われた一般廃棄物の処理

又は産業廃棄物の処分に係る手数料又は処分費用については、なお従前の例による。 

附 則（平成５年７月15日条例第21号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の明石市廃棄物の処理及び清掃に関

する条例（以下「改正前の条例」という。）第13条第１項の許可で、次の表の左欄に掲

げるものを受けている者は、この条例の施行の日にそれぞれ同表の右欄に掲げるこの条

例による改正後の明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（以下「改正後の条例」と

いう。）第13条第１項の許可を受けている者とみなす。 

 

附 則（平成９年３月31日条例第８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成９年４月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規定中し尿の

処理に係る手数料の額の改正規定は、平成９年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例（前項ただし書に規定する改正規定に限る。以下同じ。）による改正後の明

石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第１の規定は、この条例の施行の日以後に

 一般廃棄物（改正前の条例第２条第３号

に定める一般廃棄物をいう。以下同じ。）

の収集及び運搬のみの業に係る改正前

の条例第13条第１項の許可 

改正後の条例第13条第１項に規定する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和45年法律第137号。以下「法」と

いう。）第７条第１項の許可 

 一般廃棄物の収集、運搬及び処分の業に

係る改正前の条例第13条第１項の許可 

改正後の条例第13条第１項に規定する

法第７条第１項及び第４項の許可 
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行われた一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、同日前に行われた一般廃棄物

の処理に係る手数料については、なお従前の例による。 

附 則（平成11年12月24日条例第40号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。ただし、第13条第１項及び第２項の改

正規定は、平成12年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例（前項ただし書に規定する改正規定に限る。以下同じ。）による改正後の明

石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第13条第２項の規定は、この条例の施行の日以

後に行われた一般廃棄物処理業等の許可申請等に係る手数料について適用し、同日前に

行われた一般廃棄物処理業等の許可申請等に係る手数料については、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成14年３月27日条例第14号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成14年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前にこの条例による改正前の明石市廃棄物の処理及び清掃に関

する条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の明石

市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の相当規定によってしたものとみなす。 

附 則（平成16年３月24日条例第11号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第１の改正規定は、平成16年11月１

日から施行する。 

附 則（平成17年９月28日条例第50号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成18年２月１日から施行する。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年条例第24

号）の一部を次のように改正する。 

別表明石市環境審議会委員の項の次に次のように加える。 

  

別表第１（第９条関係） 

一般廃棄物処理手数料 

区分 種別 単位 手数料  

普通便槽の家庭 １回につき 400円  定

額 加水構造式便槽の家庭 １回につき 800円  

１回の収集量が200ι以下のもの １回につき 800円  事 業

所等 １回の収集量が200ιを超えるもの    20ι 100円  

１回の収集量が300ι以下のもの １回につき 3,000円  

し

尿

 

 

 

従

量

 
仮 設

便所 １回の収集量が300ιを超えるもの １回につき 5,000円  

市が収

集、運搬

及び処分

するとき 

動物の死体 １体 2,000円  

  一般家庭から排出される粗大ごみで規則で定めるもの 品目ごと 
4,800円

以内で品

目ごとに

規則で定

める額 

 

浄化槽汚泥 100ι 60円  

可燃ごみ 家庭系 10㎏ 50円  

 事業系 10㎏ 70円  

不燃ごみ 破砕 家庭系 10㎏ 60円  

市長の指

示する場

所へ搬入

するとき 

      事業系 10㎏ 80円  

    埋立 家庭系 10㎏ 60円  

      事業系 10㎏ 100円  

明石市資源循環推進審議会会長 〃 10,600円 〃  

明石市資源循環推進審議会委員 〃 9,800円 〃  
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備考 

１ １単位未満の端数のあるときは、１単位に切り上げる。 

２ 事業所等及び仮設便所の範囲は、規則で定める。 

３ 不燃ごみとは、可燃ごみ以外で、処理に当たって破砕選別処理が必要なもの及

び埋立処理が可能なものをいう。 

４ 家庭系とは、第２条第２項第１号に規定する家庭系一般廃棄物をいう。 

５ 事業系とは、第２条第２項第２号に規定する事業系一般廃棄物をいう。 

別表第２（第12条関係） 

産業廃棄物処分費用 

 

 

 

 

 

備考 

１ １単位未満の端数のあるときは、１単位に切り上げる。 

２ 不燃ごみとは、ガラスくず及び陶磁器くずその他市長が定めるもの 

別表第３（第13条関係） 

許可申請等手数料 

  

手数料を徴収する事務 名称 金額 

 (１) 法第７条第１項の規定に基づく一般廃棄物

の収集又は運搬の業の許可の申請に対する審

査 

一般廃棄物収集運搬

業許可申請手数料 

２万円

 (２) 法第７条第２項の規定に基づく一般廃棄物 一般廃棄物収集運搬 ２万円

の収集又は運搬の業の許可の更新の申請に対

する審査 

業許可更新申請手数

料 

(３) 法第７条第６項の規定に基づく一般廃棄物

の処分の業の許可の申請に対する審査 

一般廃棄物処分業許

可申請手数料 

２万円  

(４) 法第７条第７項の規定に基づく一般廃棄物

の処分の業の許可の更新の申請に対する審査 

一般廃棄物処分業許

可更新申請手数料 

２万円  

(５) 法第７条の２第１項の規定に基づく一般廃

棄物の収集又は運搬の業の事業の範囲の変更

の許可の申請に対する審査 

一般廃棄物収集運搬

業事業範囲変更許可

申請手数料 

２万円  

(６) 法第７条の２第１項の規定に基づく一般廃

棄物の処分の業の事業の範囲の変更の許可の

申請に対する審査 

一般廃棄物処分業事

業範囲変更許可申請

手数料 

２万円  

 (７) 法第７条第１項の規定に基づく一般廃棄

物の収集又は運搬の業の許可証の再交付 

一般廃棄物収集運搬

業許可証再交付手数

料 

１万円  

(８) 法第７条第６項の規定に基づく一般廃棄物

の処分の業の許可証の再交付 

一般廃棄物処分業許

可証再交付手数料 

１万円  

(９) 浄化槽法第35条第１項の規定に基づく浄化

槽清掃業の許可の申請に対する審査 

浄化槽清掃業許可申

請手数料 

２万円  

(10) 浄化槽法第35条第１項の規定に基づく浄化

槽清掃業の許可証の再交付 

浄化槽清掃業許可証

再交付手数料 

１万円  

 

 

 

 

種別 単位 費用 

 可燃ごみ 10㎏ 100円 

 不燃ごみ 破砕 10㎏ 120円 

   埋立 10㎏ 150円 
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明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則 

平成５年７月15日 

規則第40号 

  

 改正 平成７年６月26日規則第21号 平成７年12月14日規則第32号  

   平成９年６月５日規則第25号 平成10年３月30日規則第７号  

   平成11年12月24日規則第57号 平成14年５月31日規則第37号  

   平成16年３月25日規則第５号 平成16年４月１日規則第29号  

   平成16年10月25日規則第46号 平成18年１月５日規則第１号  

明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（昭和52年規則第３号）の全部を次

のように改正する。 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 明石市資源循環推進審議会（第２条の２―第２条の８） 

第３章 ごみ減量推進員（第２条の９―第２条の11） 

第４章 一般廃棄物の適正処理（第３条―第５条の２） 

第５章 一般廃棄物処理手数料等（第６条―第９条） 

第６章 産業廃棄物の処分（第10条―第12条） 

第７章 一般廃棄物処理業等（第13条―第17条） 

第８章 雑則（第18条―第20条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和46年条例第57号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例における用語の例による。 

第２章 明石市資源循環推進審議会 

（審議会の会長及び副会長） 

第２条の２ 明石市資源循環推進審議会（以下「審議会」という。）に会長及び副会長１

人を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（審議会の会議） 

第２条の３ 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

５ 審議会の会議は、原則として公開とする。 

（庶務） 

第２条の４ 審議会の庶務は、環境部ごみ対策課が行う。 

（委任） 

第２条の５ この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議

会に諮って定める。 

（市民公募に関する基本的事項） 

第２条の６ 審議会の委員に応募することができる市民は、18歳以上の市内在住の者（外

国人登録をしている者を含む。）で、既に他の審議会の委員の職にない者とする。ただ

し、審議会における会議の効果的な運営又は委員の専門性、継続の必要性の観点等から、

市長が必要と認める場合には、この限りでない。 

２ 公募する委員の人数は、原則として３人以上とし、審議会における他の委員の人数と

の均衡に配慮して決定するものとする。 
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（募集方法） 

第２条の７ 市民公募を実施する場合には、広報紙等により周知し、幅広い市民の参画が

得られるよう配慮するものとする。 

２ 広報紙等による周知項目は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 審議会の名称 

(２) 審議会の設置目的 

(３) 審議事項 

(４) 会議の開催回数等 

(５) 報酬の有無 

(６) 公募人数及び資格要件 

(７) 選任の時期及び任期 

(８) 選考方法（小論文、面接等） 

(９) その他必要と認める事項 

（選考方法） 

第２条の８ 公募委員の選考方法は、次の各号に掲げるもののうちから審議会の設置目的、

性格等を考慮して決定するものとする。 

(１) 小論文による選考 

(２) 書類審査による選考 

(３) 面接による選考 

２ 選考審査については、別に定める審査基準により、公正かつ適正に行うものとする。 

３ 選考結果については、応募者全員に通知するものとする。 

第３章 ごみ減量推進員 

（ごみ減量推進員） 

第２条の９ 市長は、一般廃棄物の減量、再生利用の促進及び適正な処理その他環境美化

衛生について、地域との連携を保ちつつ推進するとともに、市民のごみ問題に対する意

識の高揚を図るため、そのことについて理解と熱意のある者のうちから、ごみ減量推進

員を委嘱することができる。 

２ ごみ減量推進員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合に

おける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（活動） 

第２条の10 ごみ減量推進員は、市民と行政をつなぐ地域の指導者として、次の活動を行

う。 

(１) 一般廃棄物の減量、再生利用の指導及び推進 

(２) 資源物（廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することを目的として市

長が行う廃棄物等の収集において、分別して収集する物をいう。以下同じ。）の再

生利用の推進 

(３) 不法投棄の防止、発見及び市への通報 

(４) 地域の清潔の保持 

(５) その他一般廃棄物の減量及び資源物の再生利用のための市の施策への協力 

（解任） 

第２条の11 市長は、ごみ減量推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、任を解く

ことができる。 

(１) 居住地区から転出したとき。 

(２) ごみ減量推進員が辞退を申し出たとき。 

(３) 心身の故障のため、任務の遂行に支障があると認めるとき。 

(４) 生活環境の保全及び公衆衛生の向上に反する行為をしたとき又はごみ減量推進

員としてふさわしくない行為をしたと認められるとき。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が任を解く必要があると認めるとき。 

第４章 一般廃棄物の適正処理 

（一般廃棄物の処理の申し込み） 

第３条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分をしようとする者は、次に掲げる区分及び方法

により、あらかじめ市長にその旨を申し込まなければならない。 
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(１) 口頭等により行うもの 

ア 粗大ごみ 

イ 犬猫等の小動物の死体 

ウ 臨時にくみ取りを必要とするし尿 

(２) 自治会等を通じて行うもの 屋外一斉清掃に伴う土砂等 

（事業用建築物） 

第４条 条例第６条の２第１項に規定する規則で定める事業用建築物は、次の各号のいず

れかに該当する建築物とする。 

(１) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号）第２条第

１項に規定する特定建築物 

(２) 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第２条第２項に規定する大規模小

売店舗 

（事業用建築物所有者等及び多量排出事業者の計画書） 

第４条の２ 条例第６条の２第１項に規定する事業用建築物の所有者等及び廃棄物多量

排出事業者は、毎年５月31日までに、その年の４月１日から翌年の３月31日までの間に

おける事業用建築物等から生ずる事業系一般廃棄物の減量及び適正処理に関し、次に掲

げる事項を記載した計画書を市長に提出しなければならない。 

(１) 氏名及び住所（法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに所在地） 

(２) 事業用建築物等の名称及び所在地 

(３) 事業系一般廃棄物の発生量の見込み及び処理の方法 

(４) 事業系一般廃棄物の減量の方策及び目標 

(５) 事業系一般廃棄物及び再生利用が可能なものの保管場所 

(６) 前各号に掲げるものほか、事業系一般廃棄物の減量及び適正処理に関し、市長が

必要と認める事項 

２ 前項の計画書を変更したときは、変更の日から10日以内に、変更に係る計画書を市長

に提出しなければならない。 

（事業系一般廃棄物管理責任者） 

第４条の３ 条例第６条の２第３項に規定する事業系一般廃棄物管理責任者は、事業用建

築物等から生ずる事業系一般廃棄物の管理について責任を有するものでなければなら

ない。 

２ 条例第６条の２第３項に規定する事業系一般廃棄物管理責任者の届出は、その選任の

日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。 

(１) 氏名及び住所（法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに所在地） 

(２) 事業用建築物等の名称及び所在地 

(３) 事業系一般廃棄物管理責任者の氏名、役職名及び選任年月日 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（排出禁止物） 

第５条 条例第７条第１項第９号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものをいう。 

(１) 引っ越し、庭木の剪定等により臨時的又は一時的に多量に排出するものとして収

集を困難にするもの 

(２) 処理施設で処理できないもの 

(３) その他市長が不適当と認めるもの 

（廃棄物搬入の承認申請） 

第５条の２ 条例第８条の２第１項（条例第11条第２項において準用する場合を含む。）

に規定する承認の申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

(１) 氏名及び住所（法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに所在地） 

(２) 搬入者の氏名及び車両番号 

(３) 搬入する廃棄物の種類及び発生場所 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 市長は、前項の承認をする場合においては、必要な条件を付すことができる。 

第５章 一般廃棄物処理手数料等 

（粗大ごみ処理手数料及び排出方法） 
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第６条 条例別表第１に掲げる粗大ごみ処理手数料の額は、別表に定めるとおりとする。 

２ 市長は、あらかじめ粗大ごみの手数料を納付した者に粗大ごみ処理券（様式第１号）

を交付する。 

３ 粗大ごみの収集、運搬及び処分を申し込んだ者は、排出する粗大ごみごとに当該粗大

ごみの処理手数料に応じた枚数の粗大ごみ処理券を添付し、市長の指定する日時及び場

所に当該粗大ごみを持ち出すものとする。 

（一般廃棄物処理手数料の徴収の方法） 

第７条 し尿に係る処理手数料は、定額のし尿処理券（様式第１号の２）により徴収する。 

２ 動物の死体の処理並びに従量によるし尿の処理及び浄化槽汚泥の搬入に係る一般廃

棄物処理手数料は、納入通知書により徴収する。 

３ 粗大ごみに係る処理手数料は、定額の粗大ごみ処理券により徴収する。 

４ 前３項以外の一般廃棄物処理手数料は、処理の都度徴収する。ただし、これにより難

いと市長が認めるものについては、この限りでない。 

５ 第２項に規定する一般廃棄物処理手数料は、納入通知書を発行した日から起算して20

日以内に納入しなければならない。 

（従量の対象とする事業所等及び仮設便所の範囲） 

第８条 条例別表第１備考第２項に規定する事業所等の範囲は、次のとおりとする。 

(１) 官公署、学校、会社、工場、病院、診療所、映画館、旅館、遊技場その他これら

に準ずるもの 

(２) その他市長において定額で徴収することが適当でないと認めるもの又は次項の

規定に該当しないもの 

２ 条例別表第１備考第２項に規定する仮設便所の範囲は、次のとおりとする。 

(１) 建設工事等の事業活動に伴い一時的に設置する便所で、便器と便槽が一体で移設

が容易なもの 

(２) その他市長において従量の対象となる仮設便所とすることが適当であると認め

るもの 

（一般廃棄物処理手数料の減免） 

第９条 条例第10条の規定により一般廃棄物処理手数料を減免することができる場合は、

次の各号のいずれかに該当するときとする。 

(１) 処理を受けようとする者が生活保護法（昭和25年法律第144号）第12条の規定に

より生活扶助を受けているとき。 

(２) 処理の対象となる一般廃棄物が天災等の原因により生じたものであるとき。 

(３) その他市長が認めたとき。 

２ 前項の規定により一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、市長に一般廃

棄物処理手数料減免申請書（様式第２号）に次に掲げる書類を添付して提出し、その承

認を受けなければならない。 

(１) 前項第１号に該当するとき 生活保護受給証明書 

(２) 前項第２号に該当するとき 公的機関が発行するり災証明書等 

３ 市長は、一般廃棄物処理手数料の減免を承認した場合は、申請者に対し減免承認書を

交付するものとする。ただし、し尿に係るものについては、この限りでない。 

第６章 産業廃棄物の処分 

（市が処分する産業廃棄物） 

第10条 条例第11条第１項に規定する市が処分する産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除

く。以下同じ。）は、次に掲げるものとする。 

(１) 紙くず 

(２) 繊維くず 

(３) 植物性残さ 

(４) 動物性残さ（魚腸骨に限る。） 

(５) ガラスくず及び陶磁器くず 

(６) 汚泥（上下水道汚泥に限る。） 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準を満たさないものは、市が処分する

産業廃棄物としない。 
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(１) 前項第１号から第５号までのものについては、処分申請者当たりの合計量が１月

20トン以下のもの 

(２) 質にあっては、含水率が80パーセント以下のものかつ腐敗、悪臭等のおそれのな

いもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」

という。）第12条に規定する産業廃棄物処理基準を満たすもの 

(３) 排出者にあっては、従業員数が100人以下の事業所で、市内にその主たる事務所

を有するもの又は市長が認めた公共団体等 

(４) 前項第６号にあっては、明石クリーンセンターの焼却可能な範囲内のもので、環

境部長が定める量以下のもの 

（産業廃棄物の処分の申込み） 

第11条 条例第11条第２項において準用する同条例第８条の２第１項の規定に基づき承

認を受けようとする産業廃棄物が製品の製造工程において生じたものであるときは、承

認の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 製造工程図 

(２) 使用原材料の成分一覧表又はその分析結果表 

(３) 有害物質等が製造工程において混入しないことを明らかにする書類 

(４) 有害物質の含有量試験結果表 

(５) 有害物質の溶出試験結果表 

(６) その他市長が必要と認める書類 

２ 前条第２項第３号に規定する排出者が条例第11条第２項において準用する同条例第

８条の２第１項の承認を受けて処分しようとする産業廃棄物を自ら搬入できないため、

法第12条第３項の規定に基づき産業廃棄物収集運搬業者（市内に事務所を有する者に限

る。）に委託して搬入しようとするときは、承認の申請書に次に掲げる書類を添付しな

ければならない。 

(１) 処分しようとする産業廃棄物の処理に関する委託契約書の写し 

(２) 産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し 

(３) その他市長が必要と認める書類 

（産業廃棄物の処分費用） 

第12条 条例第12条に規定する産業廃棄物の処分費用は、処理の都度徴収する。ただし、

公共団体の施設から排出される産業廃棄物の処分費用については、市長が指定する期日

までに納入通知書により徴収する。 

第７章 一般廃棄物処理業等 

（一般廃棄物収集運搬業等の許可の申請） 

第13条 条例第13条第１項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可、一般廃棄物処分業の

許可、一般廃棄物収集運搬業の許可の更新及び一般廃棄物処分業の許可の更新の申請は、

次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出して行わなければならない。 

(１) 氏名及び住所（法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに所在地） 

(２) 事務所及び事業場の名称及び所在地 

(３) 事業の種類及び取扱廃棄物の種類 

(４) 一般廃棄物の積換場、処理場、洗車場（浄化槽汚泥の収集運搬業を除く。）、車

庫等の構造、所在地及び付近の見取図 

(５) 自動車その他作業用具の種類及び数量 

(６) 従業員の数並びに１日の作業能力及び作業計画 

(７) 処理の方法 

(８) その他市長が必要と認める事項 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本並

びに役員、法第７条第５項第４号リに規定する政令で定める使用人及び発行済株式

総数の100分の５以上の株式を有する株主若しくは出資の額の100分の５以上の額に

相当する出資をしている者があるときにあっては株主若しくは出資者の住民票の写

し又は外国人登録済証明書 

(２) 申請者が個人である場合には、申請者（申請者が一般廃棄物処理業の営業に関し
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成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合には、その法定代理人を含む。）

及び法第７条第５項第４号ヌに規定する政令で定める使用人の住民票の写し又は外

国人登録済証明書 

(３) 申請者が法第７条第５項第４号イからヌまで（トを除く。）のいずれにも該当し

ない旨を記載した書類 

(４) その他市長が必要と認める書類 

３ 第１項各号に規定する事項及び前項の添付書類の記載事項に変更のあったときは、変

更の日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。 

（一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可の申請） 

第13条の２ 条例第13条第１項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分

業（以下「一般廃棄物処理業」という。）の事業の範囲の変更の許可を受けようとする

者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

(１) 氏名及び住所（法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに所在地） 

(２) 許可の年月日及び許可番号 

(３) 変更の内容及び理由 

(４) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力 

(５) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（一般廃棄物処理業に係る変更の届出） 

第13条の３ 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けた者（以下「一般

廃棄物処理業者」という。）は、第13条第１項各号（第３号を除く。）に規定する事項

及び同条第２項の添付書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から10日以内に、

市長に変更届を提出しなければならない。 

２ 前項の変更届には、変更の内容を明らかにする書類及び図面を添付しなければならな

い。 

（一般廃棄物処理業の許可証の交付） 

第13条の４ 市長は、一般廃棄物処理業の許可、一般廃棄物処理業の許可の更新又は一般

廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可をしたときは、許可証（様式第３号）を交付す

るものとする。 

２ 市長は、前条第１項の規定による変更の届出が許可証の記載事項に係るものであると

きは、新たな許可証を交付するものとする。 

（一般廃棄物処理業の許可証の再交付等） 

第13条の５ 一般廃棄物処理業者が許可証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、速や

かに市長に再交付の申請書を提出し、許可証の再交付を受けなければならない。この場

合において、破損又は汚損により許可証の再交付を受けようとする者は、その破損し、

又は汚損した許可証を申請書に添付しなければならない。 

２ 紛失により許可証の再交付を受けた者が、その紛失した許可証を発見したときは、速

やかにこれを市長に返還しなければならない。 

（一般廃棄物処理業に係る廃止の届出等） 

第13条の６ 一般廃棄物処理業者は、その事業の全部又は一部を廃止したときは、廃止の

日から10日以内に、その旨を文書により市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、一般廃棄物処理業者による事業の一部の廃止の届出が許可証の記載事項に係

るものであるときは、新たな許可証を交付するものとする。 

（一般廃棄物処理業の許可証の返還） 

第13条の７ 一般廃棄物処理業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可

証を市長に返還しなければならない。 

(１) 許可の有効期間が満了したとき。 

(２) 事業の全部を廃止したとき。 

(３) 事業の範囲の変更の許可を受けたとき。 

(４) 許可を取り消されたとき。 

(５) 第13条の４第２項の規定により新たな許可証の交付を受けたとき。 

２ 一般廃棄物処理業者は、その事業の全部の停止を命じられたときは、許可証を一時市



 

 

 

-
 
1
1
8
 
-
 

Ⅷ
．
資

料
 

長に返還しなければならない。 

（浄化槽清掃業の許可の申請） 

第14条 条例第13条第１項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、市長に

次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 

(１) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(２) 営業所の所在地 

(３) 事業の用に供する施設の概要 

ア 事務所、車庫等の構造、所在地及び付近の見取図 

イ 自動車及び作業器具の種類及び数量 

ウ 従業員の数並びに１日の作業能力及び作業計画 

エ 処理の方法 

オ その他市長が必要と認める事項 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本並

びにその業務を行う役員の住民票の写し又は外国人登録済証明書 

(２) 申請者が個人である場合には、申請者（申請者が浄化槽清掃業の営業に関し成年

者と同一の能力を有しない未成年者である場合には、その法定代理人を含む。次号

において同じ。）の住民票の写し又は外国人登録済証明書 

(３) 申請者が浄化槽法第36条第２号イからヌまで（ホを除く。）のいずれにも該当し

ない旨を記載した書類 

(４) 申請者が浄化槽に関する専門的知識、技能及び２年以上実務に従事した旨を記載

した書類 

(５) その他市長が必要と認める書類 

３ 第１項に規定する事項又は前項の添付書類の記載事項に変更のあったときは、変更の

日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。 

（浄化槽清掃業の許可の期限） 

第15条 浄化槽法第35条第２項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可の期限は、２年とする。 

（浄化槽清掃業の許可証の交付等） 

第16条 第13条の４、第13条の５又は第13条の７の規定は、それぞれ浄化槽清掃業の許可

証の交付、再交付又は返還について準用する。 

（浄化槽清掃業の廃止の届出） 

第17条 浄化槽清掃業の許可を受けた者（以下「浄化槽清掃業者」という。）は、その事

業の全部又は一部を廃止したときは、廃止した日から30日以内に、その旨を文書により

市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、浄化槽清掃業者による事業の一部の廃止の届出が許可証の記載事項に係るも

のであるときは、新たな許可証を交付するものとする。 

第８章 雑則 

（報告の徴収） 

第18条 一般廃棄物処理業者（浄化槽清掃業者及び浄化槽汚泥の収集運搬業の許可を受け

た者（以下「浄化槽汚泥収集運搬業者」という。）を除く。）は、毎月末までに、その

前月中における一般廃棄物の収集運搬又は処分に関し、一般廃棄物の種類ごとに次に掲

げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。 

(１) 氏名及び住所（法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに所在地） 

(２) 許可番号 

(３) 収集又は運搬の場合 

ア 受入先及び受入先ごとの受入量 

イ 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 

(４) 処分の場合 

ア 受け入れた場合には、受入先及び受入先ごとの受入量 

イ 処分した場合には、処分方法ごとの処分量 

ウ 処分（埋立処分及び海洋投入処分を除く。）後の廃棄物の持出先ごとの持出量 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 
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２ 前項に規定する報告は、電子計算機を使用して、確実に記録した磁気ディスクを市長

に提出することにより行うことができる。 

３ 浄化槽管理者（浄化槽法第７条に規定する浄化槽管理者をいう。）又は浄化槽清掃業

者は、浄化槽を新しく管理することになったとき、浄化槽の管理内容を変更したとき、

浄化槽を廃止したときその他市長が必要と認めたときは、別に定める期日までに、次に

掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。 

(１) 報告者の氏名及び住所（法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名） 

(２) 浄化槽管理者の氏名及び住所 

(３) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者の名称 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

４ 前項に定めるもののほか、浄化槽清掃業者及び一般廃棄物収集運搬業者（浄化槽汚泥

収集運搬業者に限る。）は、毎月10日までに、その前月中における浄化槽の清掃及び浄

化槽汚泥の収集運搬に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければ

ならない。 

(１) 氏名及び住所（法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに所在地） 

(２) 浄化槽の設置者又は管理者の氏名又は名称、設置場所、汚泥量及び清掃実施日 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（立入検査員証） 

第19条 条例第15条第２項に規定する証明書の様式は、様式第４号のとおりとする。 

（環境事業指導員） 

第19条の２ 次に掲げる職務を行わせるため、本市に環境事業指導員を置く。 

(１) 廃棄物の減量、廃棄物又は資源物の再生利用及び適正処理に関する意識の普及 

(２) 収集及び運搬並びに作業に係る計画の指導 

(３) 一般廃棄物処理計画に基づき本市から一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受け

た者及び一般廃棄物収集運搬業者の行う収集運搬作業の指導 

(４) 廃棄物を排出する際の容器等の適正な取扱い及び廃棄物集積場所の清潔保持の

指導 

(５) 市民からの苦情の処理、廃棄物の不法投棄の防止その他生活環境の清潔保持に必

要な事項 

２ 環境事業指導員は、環境部の職員のうちから市長が任命する。 

３ 環境事業指導員は、その職務を行うに当たり常時身分証明書（様式第５号）を携帯し、

かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

（補則） 

第20条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成７年６月26日規則第21号） 

この規則は、平成７年７月１日から施行する。 

附 則（平成７年12月24日規則第32号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成８年１月10日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際、現に存する従前の様式によるし尿処理券は、なお当分の間、使用

することができる。 

附 則（平成９年６月５日規則第25号） 

この規則は、平成９年７月１日から施行する。 

附 則（平成10年３月30日規則第７号） 

この規則は、平成10年４月１日から施行する。 

附 則（平成11年12月24日規則第57号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成12年４月１日から施行する。ただし、第13条第１項及び第２項の改

正規定並びに第17条を削る改正規定は、平成12年１月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この規則（前項ただし書に規定する改正規定に限る。）の施行前に行われた一般廃棄

物処理業等の許可申請等に係る手数料の適用については、なお従前の例による。 

附 則（平成14年５月31日規則第37号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成14年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前にこの規則による改正前の明石市廃棄物の処理及び清掃に関

する条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）の規定によってした処分、手続そ

の他の行為は、この規則による改正後の明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行

規則（以下「改正前の規則」という。）の相当規定によってしたものとみなす。 

３ この規則施行の際、現に改正前の規則の規定により交付されている許可証については、

改正後の規則に規定する許可証とみなす。 

附 則（平成16年３月25日規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第３条、第６条、第７条、別表及び様式

第１号の改正規定は平成16年11月１日から施行する。 

附 則（平成16年４月１日規則第29号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成16年10月25日規則第46号） 

この規則は、平成16年11月１日から施行する。 

附 則（平成18年１月５日規則第１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成18年２月１日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日

から施行する。 

（経過処置） 

２ この規則の施行の日以後最初に開かれる明石市資源循環推進審議会は、この規則によ

る改正後の明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第２条の３第１項の規

定にかかわらず、市長が招集する。 

別表（第６条関係） 

  

 種目 番号 品目 手数料 

（円） 

 

  衣類乾燥機 600   １ 家庭電気製品  食器乾燥機 300      食器洗浄機 300      ズボンプレッサー 300      掃除機 300      電子レンジ 600   ２ 冷暖房機器  こたつ 300      こたつ天板 300      ストーブ 300      扇風機 300      ファンヒーター 600      オイルヒーター 600      冷風機 600   ３ ＯＡ機器  ファックス 300      プリンター 300      ワードプロセッサー 300    オーディオコンポ 900   ４ 音響機器楽器類  オルガン 1,500      カラオケセット 900  
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   ４ 電子ピアノ 1,500

 １ アコーディオンカーテン 600

 

５ 家具・敷物類

２ 衣装ケース 300

   ３ いす（ソファーを除く） 300

   ４ キャビネット 300

   ５ 鏡台 600

   ６ げた箱 900

   ７ サイドボード 600

   ８ 座いす 300

   ９ じゅうたん 300

   10 収納ボックス 300

   11 食器棚 900

   12 すだれ 300

   13 スチールロッカー 900

   14 姿見 600

   15 整理ダンス 600

   16 ソファー（１人掛けのもの） 600

   17 ソファー（２人掛け以上のもの） 1,200

   18 建具（障子・襖・網戸・アルミサッシ） 300

   19 チャイルドシート 300

   20 つい立て 300

   21 机 600

   22 テーブル 600

   23 テレビ台 300

   24 電気カーペット 600  

   25 電話台 300  

   26 本棚 900  

   27 柳ごうり 300  

   28 洋服ダンス 1,800  

   29 よしず 300  

   30 ラック（収納棚） 300  

   31 ワゴン 300  

   32 和ダンス 1,800  

 ６ 寝具類 １ 簡易ベッド 300  

   ２ 敷き布団用マットレス 300  

   ３ 布団（２枚まで） 300  

   ４ ベッド（シングルサイズのもの） 600  

   ５ ベッド（セミダブルサイズ又は二段以上の

もの） 

1,200  

   ６ ベッドマットレス（シングルサイズのも

の） 

300  

   ７ ベッドマットレス（セミダブルサイズ又は

二段以上のもの） 

900  

   ８ ベビーベッド 600  

 ７ 台所用品 １ ガスコンロ（２口以上のもの） 300  

   ２ 米びつ 300  

   ３ 流し台 600  

 ８ 乗り物類 １ 一輪車 300  

   ２ 車椅子 300  
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   ３ 三輪車 300

   ４ 自転車 900

   ５ ショッピングカート 300

   ６ ベビーカー 300

 １ アイロン台 300

 

９ 趣味用品・そ

の他 ２ 編み機 600

   ３ あんま機（いす型のもの） 1,200

   ４ 脚立 300

   ５ 健康器具（ウォーカー等） 1,200

   ６ ゴルフクラブ（10本まで） 300

   ７ ゴルフバッグ 300

   ８ 草刈機（エンジン付） 900

   ９ スキー用具（板・ストック（一組までのも

の）） 

300

   10 スーツケース 300

   11 すのこ 300

   12 スノーボード 300

   13 すべり台 600

   14 製図板 300

   15 卓球台 1,800

   16 畳 600

   17 たらい 300

   18 パーソナルコンピューター用ラック 600

   19 バーベキューセット 300

   20 ビーチパラソル 300  

   21 ブランコ 900  

   22 風呂のふた 300  

   23 ベビーバス 300  

   24 便座 300  

   25 ペット小屋 600  

   26 ポータブル便座 300  

   27 ミシン 600  

   28 物置 1,500  

   29 物干し台 900  

   30 物干しさお 300  

   31 浴槽 900  

   32 その他（最大の辺又は径が50㎝を超えるも

ので、その重さが50㎏以下及び体積が１ｍ

3以下のもの） 

300  

   33 その他（最大の辺又は径が50㎝を超え、か

つ重さが50㎏を超えるもの） 

1,800  

   34 その他（体積が１ｍ3を超えるもの） 1,800  

備考 

１ 手数料の欄に掲げる金額は、１品目当たりの単価とする。 

２ この表に掲げる品目には、当該品目と形状が類似のものを含む。 

 

     ※ 様 式 は 省 略 
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〇明石市空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する条例 

平成１１年６月３０日 

 条 例 第 ２ ３ 号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、空き缶等の散乱及びふん害の防止について必要な事項を定める

ことにより、都市環境の美化を図り、もって市民の快適な生活を確保することを目

的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 空き缶等 飲食料を収納していた缶、瓶その他の容器、たばこの吸い殻、チュー

インガムのかみかす、紙くず、花火のもえかすその他の散乱性の高いごみをいう。 

(２) 市民等 市民並びに本市の区域内に滞在する者（通勤、通学等をする者を含む。）

及び区域内を通過する者をいう。 

(３) 事業者等 容器に収納した飲食料、たばこ又はチューインガムを製造し、輸入し、

又は販売する事業を行う者及びその団体をいう。 

(４) 所有者等 土地の所有者、占有者及び管理者をいう。 

(５) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。 

(６) 飼い主 飼い犬の所有者（所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含

む。）をいう。 

(７) ふん害 飼い犬のふんにより公共の場所を汚すことをいう。 

（市の責務） 

第３条 市は、空き缶等の散乱及びふん害の防止のために必要な施策（以下「施策」

という。）を実施する責務を有するものとするものとする。 

（市民等の責務） 

第４条 市民等は、空き缶等を散乱させないため、家庭の外で自ら生じさせた空き缶

等を持ち帰り、又は回収容器、吸い殻入れ等に収納しなければならない。 

２ 市民等は、市が実施する施策に協力しなければならない。 

（事業者等の責務） 

第５条 容器に収納した飲食料を製造する事業者は、当該容器の散乱の防止について

消費者の意識の啓発を図るとともに、その製品の製造に際し、再資源化が可能な容

器を使用するよう努めなければならない。 

２ 容器に収納した飲食料を販売する事業者は、当該容器の散乱の防止及び再資源化

について消費者の意識の啓発を図るとともに、その販売する場所に当該容器を回収

するための容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。 

３ たばこを製造し、又は販売する事業者は、たばこの吸い殻の散乱の防止について

消費者の意識の啓発を図らなければならない。 

４ 事業者等は、市が実施する施策に協力しなければならない。 

（所有者等の責務） 

第６条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地に空き缶等の散乱を防

止するために必要な措置をとらなければならない。 

２ 所有者等は、市が実施する施策に協力しなければならない。 

（飼い主の責務） 

第７条 飼い主は、ふん害を防止し、市民の良好な生活環境が損なわれないよう努め

るとともに、市が実施するふん害を防止する施策に協力しなければならない。 

（空き缶等の投げ捨ての禁止） 

第８条 市民等は、道路、公園、広場、河川、海岸その他の公共の場所において、空

き缶等をみだりに投げ捨て（回収容器以外に空き缶等を捨てることをいう。）ては

ならない。 
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（飼い犬のふんの放置の禁止） 

第９条 飼い主は、飼い犬が公共の場所においてふんをはいせつした場合には、当該

ふんを放置してはならない。 

（散乱防止重点区域の指定等） 

第 10 条 市長は、空き缶等の散乱を特に防止する必要があると認める区域を散乱防止

重点区域（以下「重点区域」という。）として指定することができる。 

２ 市長は、重点区域における空き缶等の散乱状況により、当該重点区域の全部又は

一部の指定を変更又は解除することができる。 

３ 市長は、前２項の規定により重点区域を指定し、又は指定の解除をしたときは、

その旨を告示するものとする。 

（自動販売機の届出） 

第 11 条 重点区域において、容器に収納した飲食料を自動販売機（規則で定める自動

販売機を除く。以下同じ。）により販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに、

あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。 

(１) 氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所

の所在地） 

(２) 自動販売機の設置の場所 

(３) 回収容器の設置の場所及び管理の方法 

(４) その他市長が特に必要と認める事項 

２ 重点区域に指定された際、当該区域内において既に容器に収納した飲食料を自動

販売機により販売している者は、重点区域に指定された日から３０日以内に、当該

自動販売機について、前項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。 

（変更等の届出） 

第 12 条 前条の規定による届出をした者（以下「届出者」という。）は、当該届出に

係る前条第１項第２号又は第３号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらか

じめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更

については、この限りでない。 

２ 届出者は、当該届出に係る前条第１項第１号に掲げる事項に変更があったとき、

又は当該届出に係る自動販売機による容器に収納した飲食料の販売を廃止したと

きは、その日から３０日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。 

（承継） 

第 13 条 届出者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法

人若しくは合併により設立した法人は、当該届出者の地位を承継する。 

２ 前項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から３０日

以内にその旨を市長に届け出なければならない。 

（届出済証） 

第 14 条 市長は、第１１条、第１２条第２項（廃止の届出に関する部分を除く。）又

は前条第２項の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対し、届出済

証を交付するものとする。 

２ 前項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所

に届出済証をはり付けておかなければならない。 

３ 第１項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証を亡失し、又はき損したと

きは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 

４ 市長は、前項の規定による届出があったときは、届出をした者に対し、届出済証

を再交付するものとする。 

５ 第２項の規定は、前項の届出済証について準用する。 

（回収容器の設置及び管理） 

第 15 条 容器に収納した飲食料を自動販売機により販売する者（以下「自動販売業者」

という。）は、当該自動販売機について、飲食料容器を回収するため適当な場所に、

規則で定めるところにより、回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に
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管理しなければならない。 

２ 前項の規定は、この条例の施行の日において、既に容器に収納した飲食料を自動

販売機により販売していた者については、この条例の施行の日から起算して３０日

間は、適用しない。 

（勧告及び命令） 

第 16 条 市長（その者から委任された者を含む。）は、第８条に規定する行為（重点

区域における行為に限る。）をした者又は第９条に規定する行為をした者に対し、

投棄した空き缶等又は放置されたふんの処理その他の必要な措置をとるべきこと

を勧告し、命ずることができる。 

２ 市長は、前条第１項の規定に違反している自動販売業者に対し、回収容器を設置

し、又はこれを適正に管理すべきことを勧告し、期限を定めてその勧告に従うこと

を命ずることができる。 

（立入調査） 

第１7条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、空き缶等の散乱又は回収容

器の設置の状況を調査するために必要があると認めるときは、市長の指定する職員

に空き缶等の散乱している土地又は自動販売機が設置されている土地に立ち入り、

必要な調査を行わせることができる。 

２ 前項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。 

（委任） 

第 18 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（罰則） 

第 19 条 第１６条の規定による命令に違反した者は、５万円以下の罰金に処する。 

第 20 条 第１１条又は第１２条第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をし

た者は、３万円以下の罰金に処する。 

第 21 条  第１２条第２項（廃止の届出に関する部分を除く。）又は第１３条第２項の

規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は２万円以下の罰金に処する。 

（両罰規定） 

第 22 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務に関し、第１９条、第２０条又は前条の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 

 

附 則 

この条例は、平成１１年１０月１日から施行する。 
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〇明石市空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する条例施行規則 

平成 11 年 10 月１日 明石市規則第 55 号 

 

改正 平成 17 年３月 31 日規則第 14 号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、明石市空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する条例（平成１１

年条例第２３号｡ 以下「条例」という｡ ）の施行に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

（市の施策） 

第２条 条例第３条に規定する空き缶等の散乱及びふん害の防止（以下「散乱等の防止」

という｡ ）のために必要な施策は、次に掲げるとおりとする｡ 

(１) 散乱等の防止のための意識の啓発及び高揚に関すること。 

(２) 散乱等の防止に関する活動を行う団体の育成及び活動の支援に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。 

（届出を要しない自動販売機） 

第３条 条例第１１条第１項に規定する規則で定める自動販売機は、次に掲げるとおり

とする｡ 

(１) 囲障により自由に立ち入ることができない土地に設置される自動販売機で、当該

土地に立ち入らなければ利用することができないもの 

(２) 建築物の内部に設置される自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用す

ることができないもの 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの 

（自動販売機の届出） 

第４条 条例第１１条第１項又は第２項の規定による届出は、自動販売機設置届（様式

第１号）により行うものとする。 

（変更等の届出） 

第５条 条例第１２条第１項又は第２項の規定による届出は、自動販売機設置変更・廃

止届（様式第２号）により行うものとする。 

（軽微な変更） 

第６条 条例第１２条第１項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げ

るとおりとする｡ 

(１) 自動販売機の設置場所の変更で、届出に係る場所と同敷地内のもの 

(２) 前号に規定する変更に伴う回収容器の設置場所の変更 

(３) 回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置場所の変更を伴わないもの 

（地位の承継の届出） 

第７条 条例第１３条第２項の規定による届出は、自動販売機承継届（様式第３号）に

より行うものとする。 

（届出済証） 

第８条 条例第１４条第１項に規定する届出済証の様式は、様式第４号のとおりとする。 

（届出済証の亡失等の届出） 

第９条 条例第１４条第３項の規定による届出は、届出済証亡失等届（様式第５号）に

より行うものとする。 

 （回収容器） 

第 10 条 条例第１５条第１項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を満たしている

ものでなければならない｡ 

(１) 材質は、金属、プラスチックその他の容易に破損しないものであること｡ 

(２) 飲食料容器の回収に支障のない容積を有すること｡ 

(３) 飲食料容器の投入が容易で、かつ、安定性があり、市民等の通行の妨げとならな

いこと。 
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２ 条例第１５条第１項に規定する規則で定める回収容器の設置場所は、自動販売機の

設置場所から５メートル以内で、当該自動販売機の利用者が容易に飲食料容器を投

入できる場所（当該自動販売機を設置する者が、使用することについて正当な権限

を有する場所に限る｡ ）とする。 

 （勧告及び命令） 

第 11 条 条例第１６条第１項又は第２項の規定による勧告は、勧告書（様式第６号）

により行うものとする。 

２ 条例第１６条第１項又は第２項の規定による命令は、命令書（条例第１６条第１項

の規定による命令にあっては様式第７号、条例第１６条第２項の規定による命令に

あっては様式第８号）により行うものとする｡ 

３ 条例第１６条第１項の規定による勧告又は命令に限り、緊急やむを得ない場合は、

現場において口頭により行うことができる。 

（身分証明書の様式） 

第 12 条 条例第１７条第２項に規定する証明書の様式は、様式第９号のとおりとする。 

（補則） 

第 13 条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める｡ 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年３月３１日規則第１４号） 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

 

 

※ 様 式 は 省 略 
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○ 明石市再生資源集団回収団体助成要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、市内の家庭から排出される再生資源を集団回収する団体に対

し助成金及び活動用具を交付することにより、再生資源の集団回収を推進し、も

って資源の有効利用を図り、ごみの減量意識を普及させるとともに地域住民のコ

ミュニティ活動の振興を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(１) 再生資源 紙類（新聞、雑誌、段ボール等）、布類（古着、ボロ布等）、金属類

（アルミ缶、スチール缶、鉄くず等）及びびん類（酒、醤油、ビールびん等）

のうち、再生資源化の可能なもの 

(２) 活動用具 ポリ袋、軍手その他の再生資源の集団回収活動を行うに当たり必要

な用具 

 （助成金又は活動用具の交付対象） 

第３条 助成金又は活動用具の交付の対象は、市内の自治会、町内会、高年クラブ、

子ども会、ＰＴＡ、その他地域住民が組織する団体で、次に掲げる要件のすべて

を備えるものとする。 

(１) 団体の構成世帯が概ね２０世帯以上であり、又は団体の構成員が概ね２０人以

上であること。 

(２) 再生資源の集団回収を自ら実施していること。 

(３) 年間の再生資源集団回収計画が策定されていること。 

(４) ３年以上継続して集団回収活動をする見込みがあること。 

(５) 営利を目的としない団体であること。 

(６) 次条の規定により、市の登録を受けた団体であること。 

（団体の登録） 

第４条 助成金又は活動用具の交付を受けようとする団体は、事前に市長に申請し、

その登録を受けなければならない。 

２ 前項の登録の申請は、団体の名称、代表者の氏名及び住所、加入世帯数、回収

品目等必要事項を記載した再生資源集団回収団体登録申請書（様式第１号）によ

り行なうものとする。 

３ 団体の名称、代表者の氏名その他申請事項に変更があった場合は、直ちに再生

資源集団回収団体登録変更申請書（様式第２号）を提出しなければならない。 

（助成金の額等） 

第５条 助成金の額は、再生資源の回収量１キログラムにつき５円とする。 

２ 活動用具の交付内容は、回収団体の活動の実態を考慮して環境部長が定める。 

 （交付申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする団体は、毎年度第１期（１月から６月までを

いう。）分については７月３１日までに、第２期（７月から１２月までをいう。）分

については翌年１月３１日までに、集団回収した再生資源を回収する業者から交付

された仕切伝票を再生資源集団回収助成金交付申請書（様式第４号）に添付し、市

長に提出しなければならない。 

２ 活動用具の交付を受けようとする団体は、毎年７月１日から同月末日までに再生

資源集団回収活動用具交付申請書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

 （交付決定） 

第７条 市長は、前条第 1 項の申請を受理したときは、当該申請を承諾するか否かの

決定をし、その結果を当該申請団体の長に再生資源集団回収助成金交付決定書（様

式第５号）により、通知するものとする。 

２ 市長は、前条第２項の申請を受理したときは、当該申請を承諾するか否かの決定

をし、その結果を当該申請団体の長に再生資源集団回収活動用具交付決定通知書
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（様式第８号）により、通知するものとする。 

 （助成金の請求） 

第８条 助成金の交付を受ける団体は、再生資源集団回収助成金交付請求書兼口座振

替依頼書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに助成金を支払うものとする。 

 （交付決定の取消し及び返還） 

第９条 市長は、助成金の交付を受けた団体（以下「助成金交付団体」という。）が

次の各号のいずれかに該当するときは、助成金交付決定の全部又は一部を取り消し、

既に助成金が交付されているときは、期限を定めて助成金の全部または一部を返還

させることができる。 

(１) 虚偽の申請その他不正な手段により、助成金の交付を受けたとき。 

(２) 助成金が、第１０条第２項各号に規定する経費以外に使われていると市長が認

めたとき。 

２ 市長は、活動用具の交付を受けた団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、

活動用具交付決定の全部又は一部を取消し、活動用具又は活動用具の購入費相当額

の全部又は一部を返還させることができる。 

(１) 虚偽の申請その他不正な手段により、活動用具の交付を受けたとき。 

(２) その他市長が活動用具の交付が不適当になったと認めるとき。 

（助成金交付団体の経理） 

第 10 条 助成金交付団体は、助成金の使途及び経理を明確にしておかなければなら

ない。 

２ 助成金は、次の各号に掲げる経費に充てなければならない。 

(１) 構成世帯又は構成員の福祉の増進を図るための経費 

(２) その他コミュニティ活動の振興を図るための経費 

（報告） 

第 11 条 市長は、必要と認めるときは、助成金交付団体に対し、助成金の使途及び

経理について報告を求めることができる。 

２ 市長は、活動用具の交付を受けた団体に対し、活動用具の実績報告を求めること

ができる。 

（委任） 

第 12 条 この要綱の施行に関し必要な事項は、環境部長が定める。 

    附 則（平成３年４月１５日制定） 

この要綱は、平成３年７月１日から施行する。 

 附 則（平成４年７月３１日制定） 

１  この要綱は、平成４年８月１日から施行する。 

（活動用具の交付の申請期間の特例） 

２  平成４年における活動用具の交付の申請期間は、改正後の第６条第２項の規定に

かかわらず、この要綱の施行の日から平成４年８月末日までとする。 

   附 則（平成５年１１月１５日制定） 

（施行期日） 

１ この要綱は、制定の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の明石市再生資源集団回収助成要綱第５条の規定は、平成

５年１１月分回収分に係る再生資源集団回収助成金の額について適用し、平成８年

１２月分回収分までに係る再生資源集団回収助成金の額については、なお従前の例

による。 

  附 則（平成１０年５月６日制定） 

（施行期日） 

１ この要綱は、制定の日から施行する。 

 （経過措置） 
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２ この要綱による改正後の明石市再生資源集団回収助成要綱第５条の規定は、平成

１０年１月分回収分以降に係る再生資源集団回収助成金の額について適用し、平成

９年１２月分回収分までに係る再生資源集団回収助成金の額については、なお従前

の例による。 

  附 則（平成１０年９月３０日制定） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１０年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の明石市再生資源集団回収助成要綱（以下「改正後の要綱」

という。）第５条の規定は、平成１０年７月分以後の回収に係る助成について適用

し、同年６月分までの回収に係る助成については、なお従前の例による。 

 （平成１０年度における助成金の交付申請の特例） 

３ 平成１０年度における助成金の交付申請については、改正後の要綱第６条の規定

にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則（平成１６年１２月２７日制定） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年１月１日から施行する。 

 

 

   ※ 様 式 は 省 略 

 

 

 

 

 

○ 明石市古紙集団回収業者協力金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、古紙の市況低迷により回収業者が古紙の回収業務から撤退する

ことを防ぎ、もって市内の家庭から排出されるごみの減量化及び資源の有効利用を

目的とする再生資源集団回収活動を維持するため、古紙の回収業者に対し古紙集団

回収業者協力金（以下「協力金」という。）を交付することについて必要な事項を

定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(１) 回収業者 集団回収活動に協力して再生資源を回収する業者 

(２) 回収団体 明石市再生資源集団回収助成要綱（平成３年４月１５日制定）第４条

の規定により再生資源集団回収団体として明石市に登録した団体 

（対象となる回収業者） 

第３条 協力金の交付を受けることのできる回収業者は、次条の規定により明石市に

登録し、回収団体により集団回収された新聞、雑誌及び段ボールを引き取る回収業

者とする。 

（回収業者の登録等） 

第４条 協力金の交付を受けようとする回収業者は、あらかじめ明石市再生資源回収

業者登録（変更）申請書（様式第１号）を市長に提出し、その登録を受けなければ

ならない。 

２ 回収業者は、登録事項に変更が生じた場合は、速やかに前項の申請書を市長に提

出し、その承認を受けなければならない。 

３ 回収業者は、登録を抹消しようとする場合は、速やかに明石市再生資源回収業者

登録抹消届出書（様式第２号）により市長に届け出なければならない。 
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（協力金の額等） 

第５条 協力金の額は、平成１０年９月時点における古紙回収問屋買値（大阪）の中

間値を基準として、その後の古紙回収問屋買値（大阪）の変動を反映させて算出し

た額とする。ただし、古紙１キログラムあたり２円を上限とする。 

２ 前項において、協力金の額の算出は、毎年度第１期（１月から６月までをいう。

）の回収分については前年１２月中に、毎年度第２期（７月から１２月までをいう

。）の回収分については同年６月中に行い、算出した額は速やかに回収業者に通知

するものとする。 

３ 協力金は、回収業者が前条第１項の規定により申請し、登録を受けた日以後の回

収分に対して交付する。 

（協力金の交付申請） 

第６条 協力金の交付を受けようとする回収業者は、毎年度第１期の回収分について

は７月３１日までに、第２期の回収分については翌年１月３１日までに、明石市古

紙集団回収業者協力金交付申請書（様式第３号）に、次に掲げる書類を添付して、

市長に提出しなければならない。 

(１) 回収団体との仕切伝票（業者提出用） 

(２) 引取の対象となった回収団体及び引取重量を記載した古紙集団回収業者協力金

団体別引取明細書（様式第４号） 

(３) 問屋発行の回収量を証する書類 

（協力金の交付決定等） 

第７条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたと

きは、交付を決定し、申請者に対して明石市古紙集団回収業者協力金交付決定通知

書（様式第５号）により通知するものとする。 

２ 市長は、協力金の交付を決定する場合において、協力金の交付の目的を達成する

ため必要な条件を付すことができる。 

３ 市長は、第１項の規定により交付を決定したときは、回収業者が指定する金融 

機関の口座に、速やかに協力金を振り込むものとする。 

（協力金交付決定の取消し及び返還） 

第８条 市長は、回収業者が次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付 

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 虚偽の申請その他不正な手段により、協力金の交付申請を行ったとき。 

(２) 第１条の趣旨に沿っていない回収活動を行ったとき。   

(３) 前２号に掲げるもののほか、協力金の交付目的を達成できないと市長が認めたと

き。  

２ 市長は、前項の規定により協力金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合に

おいて、既に協力金が交付されているときは、期限を定めて協力金の全部又は一部

を返還させるものとする。 

（登録の抹消） 

第９条 市長は、回収業者が前条第１項各号のいずれかに該当するときは、当該回収

業者の登録を抹消することができるものとする。 

（委任） 

第 10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境部長が定める。 

附 則（平成１０年９月３０日制定） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１０年１０月１日から施行する。 

（回収業者の登録の特例） 

２ この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）から平成１０年１１月末日まで

の間に第４条第１項の規定により登録を受けた回収業者は、施行日に登録を受けた

ものとみなす。 

  附 則（平成１６年１２月２７日制定） 
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（施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年１月１日から施行する。 

 

   ※ 様 式 は 省 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ カレットびん及びスチール缶に係る明石市集団回収業者助成金

交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、回収が困難なカレットびん及びスチール缶の回収業務への参加

を回収業者に促し、もって市内の家庭から排出されるごみの減量化及び資源の有効

利用を目的とする再生資源集団回収活動を実現するため、回収業者に対しカレット

びん及びスチール缶に係る明石市集団回収業者助成金（以下「助成金」という。）

を交付することについて必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(１) 回収団体 明石市再生資源集団回収助成要綱（平成３年４月１５日制定）第４条

の規定により再生資源集団回収団体として明石市に登録した団体 

(２) 回収業者 集団回収活動に協力して再生資源を回収する業者 

（対象となる回収業者） 

第３条 助成金の交付を受けることのできる回収業者は、次条第 1項の規定により明

石市に登録し、回収団体により集団回収されたカレットびん及びスチール缶を回収

する業者とする。 

２ 前項の回収業者は、回収後のカレットびんを無色、茶色、その他の３色に分類し、

栓等の異物を除去した後明石クリーンセンターに搬入し、また、回収後のスチール

缶を再生メーカーに引き渡さなければならない。 

 （回収業者の登録等） 

第４条 助成金の交付を受けようとする回収業者は、あらかじめ明石市再生資源回収

業者登録（変更）申請書（様式第１号）により市長に登録を申請しなければならな

い。 
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２ 回収業者は、登録事項に変更が生じた場合は、速やかに前項の申請書を市長に提

出し、その承認を受けなければならない。 

３ 回収業者は、登録を抹消しようとする場合は、速やかに明石市再生資源回収業者

登録抹消届出書（様式第６号）により市長に届け出なければならない。 

（助成金の額等） 

第５条 助成金の額は、問屋及び再生メーカーへの搬入価格等を考慮して、環境部長

が決定する。ただし、回収量１キログラムにつき１５円を上限とする。 

２ 前項において、助成金の額の決定は、毎年度第１期（１月から６月までをいう。）

の回収分については前年１２月中に、毎年度第２期（７月から１２月までをいう。）

の回収分については同年６月中に行い、決定した額は速やかに回収業者に通知する

ものとする。 

３ 助成金は、回収業者が前条の規定により登録を申請し、登録を受けた日以後の回

収分に対して交付する。 

 （助成金の交付申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする回収業者は、第１期の回収分については７月

３１日までに、第２期の回収分については翌年１月３１日までに、集団回収業者助

成金交付申請書（様式第２号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなけれ

ばならない。 

(１) 引取の対象となった回収団体名及び引取重量を記載した集団回収業者助成金団

体別引取明細書（様式第３号） 

(２) 再生メーカーの発行する受領書で品目及び重量が記載されているもの又は明石

クリーンセンターの発行する検量書 

 （助成金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、申請書に記載された回

収量と明石市再生資源集団回収助成要綱第６条第１項の規定により回収団体から

提出された仕切伝票に記載された数量とを突合して交付の可否を決定し、集団回収

業者助成金交付決定通知書（様式第４号）により当該業者に通知するものとする。 

２ 前項の突合において、重量が一致しないときは、仕切伝票に記載された重量に基

づき助成金を算定する。 

 （助成金の請求） 

第８条 前項の規定による交付決定を受けた回収業者は、速やかに集団回収業者助成

金交付請求書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

 （助成金の交付） 

第９条 市長は、前条の再生資源回収業者助成金交付請求書を受理したときは、速や

かに助成金を交付するものとする。 

 （助成金の交付決定の取り消し及び返還等） 

第 10 条 市長は、助成金の交付を受けた回収業者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付された助成金があるときは、その

全部又は一部を返還させ、かつ、回収業者の登録を抹消することができるものとす

る。 

(１) 虚偽の申請その他不正な手段により、助成金の交付申請を行ったとき。 

(２) 第１条の趣旨に沿っていない回収活動を行ったとき。   

(３) 前２号に掲げるもののほか、協力金の交付目的を達成できないと市長が認めたと

き。  

 （委任） 

第 11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、環境部長が定める。 

   附 則 

この要綱は、平成５年３月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 
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１ この要綱は、平成６年３月３０日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の明石市再生資源回収業者助成金交付要綱第５条の規定

は、平成６年１月分回収分に係る再生資源回収業者助成金の額について適用し、平成

５年１２月分回収分までに係る再生資源集団回収業者助成金の額については、なお従

前の例による。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の明石市再生資源回収業者助成金交付要項第３条の規定

は、平成１１年４月分以後の回収に係る助成対象品目について適用し、同年３月

分回収分に係る助成対象品目については、なお従前の例による。 

  附 則（平成１６年１２月２７日制定） 

（施行期日） 

この要綱は、平成１７年１月１日から施行する。 

   

  

※ 様 式 は 省 略 

 

 

 

 

 

 

○ 明石市生ごみ処理機及び生ごみ堆肥化容器購入助成金 

交付要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、生ごみ処理機（以下「処理機」という。）又は生ごみ堆肥化容

器（以下「容器」という。）を購入する者に対し、助成金を交付することによりそ

の購入を容易にし、もって市民による生ごみの自家処理活動を推進し、家庭から排

出される生ごみの資源化及び減量化並びに環境意識の高揚を図ることを目的とす

る。 

 （助成の対象者） 

第２条 助成金の交付を受けることができる者は、次条の処理機又は第４条の容器を

購入して家庭内に設置し、継続して使用しようとする個人であって、次に掲げる要

件のすべてを備えるものとする。 

(１) 市内に住所を有し、かつ、居住していること。 

(２) 自己の責任において処理機又は容器を設置し、これを適切に管理することができ

ること。 

(３) 生ごみから堆肥ができる処理機又は容器を使用する場合にあっては、その堆肥を

適正に処理することができること。 

 （助成の対象処理機） 

第３条 助成金の交付の対象となる処理機は、１日当たりの処理量が５００グラム以

上のもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(１) 手動又は電動により生ごみを攪拌する構造を有し、微生物等による発酵又は温風

乾燥により生ごみを減量、消滅又は堆肥化するもの 

(２) 底部から空気を取り入れる構造を有し、生ごみを攪拌し、微生物等による発酵又

は乾燥により生ごみを減量、消滅又は堆肥化するもの 

(３) 前２号に掲げる方式以外の処理方式により生ごみを減量、消滅又は堆肥化するも



 

 

-
 
1
3
5
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ので、別に環境部長が定めるもの。ただし、明石市ディスポ－ザ－システム取扱

要綱（平成１４年１２月２６日制定）第２条第２項第１号に規定するディスポー

ザ並びに破砕した生ごみ及びその処理水を直接排水管を通して流すものを除く。 

 （助成の対象容器） 

第４条 助成金の交付の対象となる容器は、次のいずれかに該当するものとする。 

(１) 底部が開き、土に接する構造を有し、１００リットル以上の容量をもつもの 

(２) 微生物を利用した発酵材を使用し、内部を密封状態にできる構造を有し、１０リ

ットル以上の容量をもつもの 

 （助成金の額） 

第５条 助成金の額は、処理機又は容器の本体購入価格（消費税額を含む。）の２分

の１に相当する額（１００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。）と

し、その額が２０，０００円を超えるときは、２０，０００円とする。 

２ 助成の対象となる処理機及び容器の台数は、処理機にあっては１世帯当たり１台、

容器にあっては１世帯当たり２台までとする。 

 （助成金の交付申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、処理機又

は容器の購入日から起算して６か月以内に、明石市生ごみ処理機及び生ごみ堆肥化

容器購入助成金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出し

なければならない。ただし、市長が特に必要がないと認める場合は、この限りでな

い。 

(１) 領収書(販売店の押印があるものに限る。）、処理機又は容器の購入に係るクレジ

ット契約の申込書の写しその他の書類で、購入者の氏名、販売店の名称、所在地

及び代表者氏名、販売年月日、購入価格、機種名が記載されているもの。 

(２) 製品保証書     

２ 申請を行うことができる処理機又は容器の１世帯当たりの台数は、次のとおりと

する。 

(１) 処理機については、申請日から起算して過去５年以内に申請者の世帯が、この要

綱の規定による助成金及び明石市生ごみ処理機購入助成金交付要綱（平成１２年

７月１４日制定）の規定による助成金を受けていない場合に限り、１世帯当たり

１台とする。 

(２) 容器については、２台から、申請日から起算して過去５年以内に申請者の世帯が、

この要綱の規定による助成金及び明石市生ごみ堆肥化容器購入助成金交付要綱

（平成４年４月１日制定）の規定による助成金の交付を受けた台数を差し引いた

台数以下とする。   

 （交付決定） 

第７条 市長は、前条第１項に規定する申請があった場合には、その内容を審査し、

適当と認めるときは、助成金の交付決定をするものとする。 

２ 前項の交付決定は、当該年度の予算の範囲内で行うものとする。 

 （交付決定通知） 

第８条 市長は、助成金の交付決定をしたときは、明石市生ごみ処理機及び生ごみ堆

肥化容器購入助成金交付決定通知書（様式第２号）により、速やかに申請者に通知

するものとする。 

 （助成金の請求） 

第９条 申請者は、前条の交付決定通知書を受けた日から起算して３０日以内に明石

市生ごみ処理機及び生ごみ堆肥化容器購入助成金交付請求書兼口座振替依頼書（様

式第３号）により、市長に助成金を請求しなければならない。 

 （助成金の交付） 

第 10 条 市長は、前条の規定による請求を受けた場合は、速やかに助成金を交付す

るものとする。 

 （交付決定の取消し等） 
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第 11 条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決

定を取り消すことができる。 

(１) この要綱に違反したとき。 

(２) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は助成金の交付に関して不正の行為があった

とき。 

(３) 処理機又は容器を本来の目的以外の用途に使用したとき。 

２ 前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交

付されているときは、期限を定めて助成金を返還させるものとする。 

 （報告） 

第 12 条 市長は、必要と認めるときは、助成金を交付した者に対し、処理機又は容

器の使用状況等について報告を求めることができる。 

 （補則） 

第 13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

   附 則（平成１７年４月１日制定） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年４月１日から施行し、平成１６年１０月１日から適用す

る。 

 （要綱の廃止） 

２ 明石市生ごみ処理機購入助成金交付要綱及び明石市生ごみ堆肥化容器購入助成

金交付要綱は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ この要綱の規定は、平成１６年１０月１日以後に処理機又は容器を購入した場合

について適用する。 

４ この要綱の規定を適用する場合においては、この要綱の施行前に明石市生ごみ処

理機購入助成金交付要綱又は明石市生ごみ堆肥化容器購入助成金交付要綱の規定

によりなされた手続、決定その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手

続、決定その他の行為とみなし、明石市生ごみ処理機購入助成金交付要綱又は明石

市生ごみ堆肥化容器購入助成金交付要綱の規定に基づいて交付された助成金は、こ

の要綱の規定による助成金の内払とみなす。 

 

   ※ 様 式 は 省 略 
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４．保有車両一覧表 

（平成 18 年 4 月 1日現在） 

   車 種 

 

 

 

課 名 

ト
ラ
ッ
ク 

ダ
ン
プ 

ミ
ニ
ダ
ン
プ 

散
水
車 

バ
キ
ュ
ー
ム 

ご
み
収
集
車 

ラ
イ
ト
バ
ン 

軽
四 

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー 

シ
ョ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー 

パ
ワ
ー
シ
ョ
ベ
ル 

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト 

ホ
イ
ル
ロ
ー
ダ
ー 
ミ
ニ
シ
ョ
ベ
ル 

計 

環 境 政 策 課        2       2 

環 境 第 １ 課  2   10  1 1       14 

ご み 対 策 課 1      1        2 

環 境 第 ２ 課 1 4 1   41 1 2       50 

明石クリーンセンター 1 5  1 1 4 1 2 (1) 1(1) (1) (1) 1 1 18(4)

計 3 11 1 1 11 45 4 7 (1) 1(1) (1) (1) 1 1 86(4)

※（ ）内はリース車 

 

環 境 政 策 課 

種  別 用  途 燃  料 台 数 

軽四バン 苦情処理・環境測定・事務連絡用 ガソリン   ２ 

 

環 境 第 １ 課 

種   別 用   途 燃  料 台 数 

魚住清掃工場用 ガソリン １ 

ガソリン ７ ２ｔバキューム 
一般家庭収集用 

天然ガス １ 

４ｔバキューム 事業所関係収集用 軽  油   １ 

２ｔダンプ 廃棄物運搬用 〃   １ 

４ｔダンプ 脱水汚泥運搬専用 〃   １ 

ライトバン 事務連絡用 ガソリン   １ 

軽乗用 浄化槽指導・事務連絡用 〃   １ 

 

ご み 対 策 課 

種  別 用  途 燃  料 台 数 

キャブオーバー 再生利用家具運搬用 ガソリン   １ 

ライトバン 事務連絡用 天然ガス   １ 
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環 境 第 ２ 課 

種  別 用  途 燃  料 台 数 

軽  油 １７ 
２ｔパッカー車 ごみ収集用 

天然ガス   ３ 

３．５ｔパッカー車   〃 軽  油 １５ 

４ｔパッカー車   〃 〃   ６ 

２ｔパワーゲートダンプ 粗大ごみ収集用 〃   ３ 

４ｔパワーゲートダンプ 不法投棄・粗大ごみ収集用 〃   １ 

小型ダンプ 苦情処理用 ガソリン   １ 

キャブオーバー 薬剤散布用 〃   １ 

ライトバン 事務連絡用 〃   １ 

軽四バン   〃 〃   ２ 

 

明石クリーンセンター 

種  別 用  途 燃  料 台 数 

トラック 薬剤散布用 軽  油   １ 

２ｔダンプ 破砕選別業務用 〃   １ 

焼却灰の搬出用 〃   １ 

焼却灰・残渣の搬出用 〃   １ ４ｔダンプ 

破砕選別業務用 〃   １ 

６ｔダンプ 焼却灰の搬出用 〃   １ 

散水車 処分場内での散水用 〃   １ 

２ｔパッカー車 破砕選別業務用 〃   ２ 

４ｔパッカー車 処分場内不適物運搬用 〃   ２ 

ライトバン 事務連絡用 ガソリン   １ 

軽四   〃 〃   ２ 

処分場内清掃用 〃   １ 
ショベルローダー 

破砕選別業務用 軽  油 １（リース）

ブルドーザー 不燃物の覆土用 〃 １（リース）

パワーショベル 不燃物の覆土用 〃 １（リース）

フォークリフト 破砕選別業務用 〃 １（リース）

ホイルローダー 資源物の移動用 〃 １ 

ミニショベル 破砕選別業務用 〃 １ 

バキューム 焼却施設清掃用 ガソリン １ 
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５．委託･許可業者一覧表 

 

(1) し尿収集運搬委託業者                    (平成 18 年 4 月 1日現在) 

業 者 名 電 話 

事 業 所 所 在 地 
代表者名 

委託開始

年月 
従業員(人 ) 保有車両（台） 

阪神連合清掃㈱ 928-8454 

明石市和坂 1丁目 3－41 

深山昌明 昭和 41.4

役  員 5 
運転手 1 
作業員 1 
事務員 1 

 

 

計 8  

バキューム車 
専用 2.7t
兼用 2.7t

1
1

(有)平野興業 935-8431 

明石市大久保町松陰 305－6 

谷  哲治 昭和 44.7

役  員 4 
運転手 5 
(兼作業員)
事務員 3 

       

 

計 12 

バキューム車 
専用 3.0t
兼用 3.0t
兼用 2.7t

1
1
1

２   業   者    計 
役  員 9 
運転手 6 
作業員 1 
事務員 4 

 

 

計 20 

バキューム車 
専用 3.0t
専用 2.7t
兼用 3.0t
兼用 2.7t

 計

1
1
1
2
5

  

 

(2) ごみ収集･運搬委託業者                    (平成 18 年 4 月 1日現在) 

業 者 名 電 話 

事 業 所 所 在 地 
代表者名 委託開始

年 月
従業員(人) 保有車両（台）

阪神連合清掃㈱ 928-8454 

明石市和坂 1丁目 3-41 

深山昌明 昭和 43.4

役 員 5

運転手 7

作業員 5

事務員 1

 

 

 

計 18 

プレス車 6

(有)毎日清掃 935-8040 

明石市大久保町大窪 899-5 

梅谷洋詳 昭和 43.4

役 員 3

運転手 7

作業員 2

事務員 1

 

 

 

計 13 

プレス車 6

(有)東播清掃 937-1237 

明石市魚住町金ケ崎 679-3 

松浦 務 昭和 44.4

役 員 3

運転手  4

作業員 5

事務員 1

 

 

 

計 13 

プレス車 5

３   業   者    計 

役 員 11

運転手 18

作業員 12

事務員 3

 

 

 

計 44 

プレス車 17
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(3) 浄化槽清掃業許可業者                  (平成 18 年 4 月 1日現在) 

業 者 名 電 話 

営 業 所 所 在 地 
代表者 従業員(人 ) 

保有車両(台) 

バキューム車 

阪神連合清掃㈱ 928-8454 

明石市和坂 1丁目 3-41 

深 山 昌 明 

役 員 5 
運転手 3 
作業員 1 
事務員 2 

  

 

計 11 

 2.7t 
 3.05t 
 10.0t 
 
 計 

2
1
1

4

(有)平野興業 935-8431 

明石市大久保町松陰 305-6 

谷  哲 治 

役 員 4 
運転手 3 
作業員 2 

事務員 3 

 

 

計 12 

2.7t 
3.0t 
3.7t 
 
計 

1
2
1

4

ハリマ清掃(有) 935-0090 

明石市大久保町大窪 1858-2 

大 前 哲 郎 

役 員 3 
運転手 3 
(兼作業員)
事務員 2 
(兼務 3名)

 

 

計 5 

3.6t 

計 

1

1

(有)関西衛生管理 934-2776 

明石市大久保町大窪 943-2 
後 藤 信 久 

役 員 2 
運転手 1 
作業員 2 
事務員 1 
(兼務 2名)

 

 

計 4 

2.8t 
3.7t 
 

計 

1
2

3

仁志起興業㈱ 911-6627 

明石市太寺 1丁目 2-49 

戸 田 貴 之 

役 員 6 
運転手 4 
作業員 2 

事務員 2 

  

 

計 14 

3.5t 
3.6t 
 
計 

1
2

3

菊水工業㈱ 911-1044 

明石市樽屋町 4-3 

福 井 雅 也 

役 員 6 
運転手 2 
作業員 4 

事務員 1 

 

 

計 13 

2.7t 
3.4t 
7.2t 

計 

1
1
1
3

㈱阪神水道衛生社 918-8029 

明石市樽屋町 4-3 

森 嶋 一 夫 

役 員 4 
運転手 5 
作業員 2 

事務員 1 

 

 

計 12 

1.8t 
3.6t 
3.7t 
6.1t 
計 

1
1
1
1
4

７   業   者    計 71 人 22 台 
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(4) 一般廃棄物処理業許可業者               (平成 18 年 4 月 1 日現在) 

業 者 名 電 話 

営 業 所 所 在 地 
代表者 従業員(人 ) 保有車両(台 ) 

木村工業㈱ 936-3425 

明石市大久保町ゆりのき通 
１丁目 5-17 

木 村 久 雄 

役 員 4 
運転手 16 
事務員 12 

 
 
 
計 32 

プレス車 
ロールオン 
 

計 

14
1

15

魚住産業㈱ 947-5500 

明石市魚住町錦が丘 4丁目 8-2 

橋 本 敏 行 

役 員 4 
運転手 5 
 
 

 
 
 
計  9 

プレス車 
ロールオン 
 

計 

4
1

5

(有)明和興業 969-2405 

明石市大蔵谷清水 613-6 

松 平  賢 

役 員 4 
運転手 4 
事務員 1 

 
 
 
計 9 

プレス車 
ダンプ 
ロールオン 

計 

4
1
1
6

(有)明宝商会 922-2731 

明石市旭が丘 5-8 

田中みね子 

役 員 3 
運転手 2 
作業員 2 
事務員 1 

 
 
 
計 8 

プレス車 
ロールオン 
 

計 

3
2

5

(有)明石清掃 935-0134 

明石市大久保町松陰 1127-41 

久 保 利 彰 

役 員 3 
運転手 2 
作業員  2 
事務員 1 

 
 
 
計 8 

プレス車 
ロールオン 
 

計 

4
1

5

(有)西神清掃 936-5311 

明石市大久保町大窪 320-6 

長 田 浩 之 

役 員 4 
運転手 4 
事務員 2 

 
 
 
計 10 

プレス車 
ダンプ 
ロールオン 

計 

5
1
2
8

(有)明進清掃 936-0778 

明石市大久保町松陰 62-3 

芝 地  進 

役 員 3 
運転手 10 
作業員 1 
事務員 2 

 
 
 
計 16 

プレス車 
ロールオン 
 

計 

4
1

5

田路興産(有) 928-1305 

明石市王子 2丁目 15-4 

紺 野 麗 子 

役 員 1 
運転手 1 
作業員 2 

 
 
 
計 4 

プレス車 
ロールオン 
 

計 

3
1

4

(有)住野商店 938-3377 

明石市大久保町大窪 1372-1 

住 野 英 生 

役 員 5 
運転手 22 
作業員 11 
事務員 8 

 
 
 
計 46 

プレス車 
ダンプ 
ロールオン 

計 

3
2
2
7

三和美研(有) 923-0500 

明石市王子 2丁目 15-4 

釣  正 男 

役 員 2 
運転手 8 
作業員 2 
事務員 1 

 
 
 
計 13 

プレス車 
ダンプ 
ロールオン 

計 

5
2
3
10

金澤産業㈱ 944-4290 

明石市二見町東二見 246-14 

金 澤 秀 樹 

役 員 4 
運転手 11 
作業員 2 
事務員 4 

 
 
 
計 21 

プレス車 
 
 

計 

3

3
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業 者 名 電 話 

営 業 所 所 在 地 
代表者 従業員(人 ) 保有車両(台 ) 

杉野興業 928-2516 

明石市西新町 1丁目 22-12 

杉 野 照 枝 

役 員 1 
運転手 3 
作業員 1 
事務員 1 

 
 
 
計 6 

プレス車 
ダンプ 
ロールオン 

計 

1
1
2
4

１２    業    者    計   計  182 

プレス車 
ダンプ 
ロールオン 

計 

53
7
17
77

 

 

（限定許可業者※） 

業 者 名 電 話 

営 業 所 所 在 地 
代表者 従業員(人 ) 保有車両(台 ) 

㈱猪名川動物霊園 0727-69-0339 

川辺郡猪名川町清水字前谷51-2 

清 水 三 造 

役 員 4 
運転手 2 
事務員 2 

 
 
 
計 8 

保冷車 
 
 

計 

2

2

※感染性のない実験動物の死体及び糞並びにマットに限ります。 
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６．年  表 

 明石一般 公害規制 し尿関係 ごみ関係 世界・我が国の動き

昭和 

12 

17 

24 

26 

 

30 

31 

 

34 

 

 

 

 

37 

 

38 

39 

 

40 

 

41 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

44 

 
 
〔17.2〕 
明石郡林崎村を合
併 
〔24.1〕 
葬祭業務開始 
〔26.1〕 
明石郡大久保町､
魚住村、加古郡二
見町を合併 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔42.12〕 
野つぼ等危険防止
条例制定（全国初）
－48.10 廃止 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔39．〕 
市民からの公害苦
情の受付、紛争のあ
っせん業務を行う 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔42．7〕 
機構改革により市
民安全課の中に公
害係ができる 
〔42．8〕 
公害対策基本法公
布施行される 
〔42．10〕 
明石瓦のばい煙問
題が発生 
 
〔43．7〕 
明石川の汚濁が急
激に進み付近住民
は悪臭に悩まされ
る 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔31.4〕 
し尿汲取車（1.3 ㎘）
１台整備、市営し尿
汲取業務を開始 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔39.1〕 
魚住清掃工場第 1 施
設（化学処理方式 145
㎘/日）完成 
 
 
 
〔41．4〕 
し尿汲取業務を一部
民間業者へ委託（業
者数１） 
〔41.12〕 
魚住清掃工場第 2 施
設（酸化処理方式 
75 ㎘/日）完成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔44．7〕 
・し尿くみ取り業務
を 2業者に委託 
・魚住清掃工場に魚
腸骨焼却施設（3t/
日）完成 
 

〔12.12〕 

茶園場町に 40t/8h の固

定焼却炉設置 

 

 

 
 
 
 
 
〔30.4〕 
市清掃条例制定 
 
 
 
 
〔34.7〕 
ごみ収集車(２ｔ回転式
パッカー)、２台配置 
〔36.5〕 
ごみ収集専用ダンプ４台
配置 
 
〔37.12〕 
ごみの週１回定日収集の
モデルケースとして上の
丸町内会で実施 
〔38.4〕 
全市でごみ週１回定日収
集を実施 
 
〔40.1〕 
大久保町松陰字石ヶ谷に
60t/8h(30t×2基)の焼却
炉(田熊汽罐連続式機械
炉)設置 
〔41.5〕 
コンクリート製ごみ箱の
買上げ(ごみ箱による収
集を廃止) 
 
〔42.4〕 
委託業者によるごみ収集
業務を開始 
 
 
 
 
 
 
〔43.4〕 
・全市ごみ週２回定日収
集の実施 
・ごみ収集運搬業務委託
契約の締結 
・委託業者による夜間収
集、毎日収集の開始 
・ごみ収集手数料徴収開
始 
〔44．4〕 
不燃物ごみ月 2 回定日分
別収集の実施 
〔44．5〕 
ごみの量の増大に対処す
るため 1 日 8 時間を 3 直
制勤務体制による昼夜兼
行の 24 時間稼動とした
（180t/24ｈ） 

1923（大正 12） 
関東大震災 
 
1942（昭和 17） 
ミッドウェイ海戦 
1949（昭和 24） 
下山・三鷹・松川事件 
1951（昭和 26） 
サンフランシスコ条約
調印 
 
1955（昭和 30） 
保守合同 
1956（昭和 31） 
神武景気、日ソ国交回復
 
 
1959（昭和 34） 
伊勢湾台風、皇太子結婚
 
1961（昭和 36） 
初の有人宇宙飛行「地球
は青かった」、ケネディ
大統領就任 
1962（昭和 37） 
北陸トンネル開通 
 
1963（昭和 38） 
吉展ちゃん事件、ケネデ
ィ暗殺 
1964（昭和 39） 
東京オリンピック、新潟
地震 
 
1966（昭和 41） 
ビートルズ来日 
 
 
 
 
 
1967（昭和 42） 
美濃部革新都政、ミニス
カート 
 
 
 
 
 
 
1968（昭和 43） 
三億円事件、日本初の心
臓移植 
 
 
 
 
 
 
 
1969（昭和 44） 
アポロ 11 号人類初の月
面着陸、安田講堂攻防戦
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 明石一般 公害規制 し尿関係 ごみ関係 世界・我が国の動き

昭和 

44 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔45.6〕 

道路清掃車(スイ

ーパーローダー)

配置 

〔45.7〕 

道路清掃班スター

ト(散水車･スイー

パーローダー･ダ

ンプの３車編成)

する 

〔45.11〕 

中崎１丁目(現在

地)に市役所庁舎

落成 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔46.12〕 

明石市廃棄物の処

理及び清掃に関す

る条例制定 

 

〔47.3〕 
・空き地の環境保
全に関する条例制
定 
・明石市長期総合
計画策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔45.4〕 

中小企業公害防止

にかかる融資制度

発足 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔45.12〕 

大気汚染公害防止

協定(12 事業所)を

締結 

〔46.2〕 

大観小に県設置の

大気汚染自動測定

機器の測定開始 

 

〔46.8〕 

二見市民センター

に県設置の大気汚

染自動測定機器の

測定開始 

〔46.10〕 

明石市の公害№1を

取りまとめ発刊す

る 

 

 

 

 

〔47.3〕 

山陽新幹線鉄道開

通 

 

 

〔47.6〕 

大観小においてオ

キシダントの測定

を開始する 

〔47.8〕 

大久保小に大気汚

染自動測定器を設

置、測定開始 

(46.10 より大久保

中に設置) 

 

〔47.12〕 
林小へ県設置の自
動車排ガス自動測
定機器の測定開始 
 

 

 

〔45.3〕 

魚住清掃工場第１施

設を酸化処理方式に

切換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔46.12〕 

魚住清掃工場浄化槽

汚泥貯溜槽設置(改

増) 

〔47.2〕 

魚住清掃工場脱臭施

設の設置 

〔44.10〕 

粗大ごみの収集開始等に

伴い埋立処分地が必要と

なり、更に焼却炉の磨耗

の防止と効率的な収集･

運搬･焼却･埋立処分をす

るため埋立用地として

33,325 ㎡を取得 

〔45.4〕 

ブルドーザー(Ｄ60Ａ)１

台を配置 

〔45.5〕 

全市可燃物ごみ週２回、

不燃物ごみ週１回の計３

回定日収集を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔46.3〕 

空き缶等プレス工場の設

置（手塚式新６号型） 

〔46.4〕 

・ショベルローダー配置 

・不燃物収集特殊大型４t

車(バケットローダー)３

台配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔47.4〕 

全市ステーション方式に

よるビニール袋収集の完

全実施 

 

〔47.6〕 

ブルドーザー(Ｄ80Ａ)、

スクレパー(Ｐ808)配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔47.12〕 

全市ごみ集積場所設置

(ステーションの指定) 

 
 
 
1970（昭和 45） 
大阪万博、三島由紀夫割
腹、よど号事件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1971（昭和 46） 
ドル・ショック、スモン
訴訟 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1972（昭和 47） 
浅間山荘事件、札幌五
輪、沖縄復帰、テルアビ
ブ空港乱射事件、中国国
交正常化、横井庄一グア
ムから帰国 
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 明石一般 公害規制 し尿関係 ごみ関係 世界・我が国の動き

昭和 

48 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

50 

 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

53 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

55 

 
 
 
 
 
 
 
 
〔48.10〕 
・明石市環境保全
条例制定 
―11.6.30 廃止―
・産業廃棄物にか
かる公害防止協定
の締結 
(三菱重工㈱神戸
造船所他１社) 
〔49.12〕 
明石市環境保全条
例施行規則制定 
―11.6.30 廃止― 
 

〔48.4〕 
公害にかかる分析
測定業務を船上下
水処理場において
開始する 
 
〔48.8〕 
有機物質にかかる 
公害防止協定(33事
務所)を締結 
 
〔49.6〕 
市内主要事業所と
の間で総合公害防
止協定を締結(25事
業所) 
 
〔49.12〕 
・総合公害防止協定
に伴う市公害防止
協議会発足 
・神戸地域公害防止
計画承認(事業実施
49～53 年度) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔51.11〕 
三菱重工業㈱神戸
造船所二見工場と
の公害防止協定を
締結 
 
 
 
〔52.9〕 
阪神内燃機工業㈱
明石工場と公害防
止協定を締結 
 
 
〔53.2〕 
49.6 締結の総合公
害防止協定を改定
強化する(22 事業
所) 
 
〔53.10〕 
新幹線鉄道騒音に
かかる障害防止対
策について国鉄と
事務委託契約を締
結、住宅防音工事を
実施 
 
 
 
 
〔55.3〕 
神戸地域公害防止
計画(見直し延長)
承認される(事業の
実施 54～58 年度 

〔48.3〕 
魚住清掃工場第２施
設の前処理施設設
置、焼却炉設置 
 
 
 
 
 
 
〔49.3〕 
魚住清掃工場第１施
設投入槽(60m3)、貯
溜槽(300m3)設置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔51.2〕 
魚住清掃工場魚腸骨
焼却施設を廃止 
 
〔51.3〕 
魚住清掃工場第３施
設(浄化槽汚泥処理
施設、処理能力 60 ㎘
/日)及び既設工場の
増･改造工事実施完
成 
〔51.4〕 
環境第１課管理棟を
工場内に新築、移転
する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔50.12〕 
埋立地浸出汚水圧送用ポ
ンプ場を設置する 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔51.4〕 
環境第２課が茶園場町よ
り現在地に事務所等新
築･移転 
 
〔52.4〕 
環境第２課より大久保清
掃工場として独立 
大久保町松陰字石ヶ谷に
新焼却炉(150t/24h× 3
基･川重 VKW 回転火格子
式)を設置、稼働する 
 
〔52.8〕 
D50P ブルドーザー埋立地
に配置する 
 
 
〔53.6〕 
藤江地区６自治会 2,500
世帯をモデル地区に指
定、燃やせないごみの分
別収集を開始 
 
 
 
〔54.9〕 
ごみピット汚水処理設備
増設する 
 
〔54.10〕 
コンパクター埋立地に配
置する 

1973（昭和 48） 
石油危機、巨人Ｖ９、大
洋デパート火災、江崎玲
於奈にノーベル賞、金大
中拉致事件 
 
 
 
 
 
1974（昭和 49） 
田中金脈問題、小野田少
尉帰還、佐藤栄作にノー
ベル賞、長嶋引退、ニク
ソン辞任 
 
 
 
 
1975（昭和 50） 
ベトナム和平、第１回サ
ミット、天皇訪米、国際
婦人年、広島カープ初優
勝、山陽新幹線岡山博多
間開通 
1976（昭和 51） 
ロッキード事件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1977（昭和 52） 
王 756 号本塁打、日航機
ハイジャック事件、有珠
山爆発 
 
 
 
 
 
 
1978（昭和 53） 
日中平和友好条約調印、
成田空港開港 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1979（昭和 54） 
日本坂トンネル事故 
 
 
 
 
1980（昭和 55） 
富士見産婦人科病院乱
診事件、川治温泉でホテ
ル火災、１億円拾得事
件、新宿バス放火事件、
静岡駅前地下街ガス爆
発火災 
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 明石一般 公害規制 し尿関係 ごみ関係 世界・我が国の動き

昭和 

55 

 

 

56 

 

 

 

 

 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 
 
 
 
 
 
 
 
〔56.3〕 
明石市新長期総合
計画策定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔58.5.18〕 

浄化槽法の公布 

 

〔58.6.1〕 
県立明石公園を環
境美化区域に指定 

〔55.4〕 

王子地区に新庁舎

建築移転のうえ業

務を開始(鉄筋コン

クリート造２階建･

延 301.8 ㎡１棟) 

 

〔56.3〕 

二見臨海工業団地

立地事務所(46事業

所)と公害防止協定

を締結 

 

 

〔56.6～57.1〕 

二見臨海工業団地

立地事務所(17事業

所)と公害防止協定

を締結 

 

 

 

 

 

〔57.7.3～58.3.7〕 

二見臨海工業団地

立地事務所(11事務

所)と公害防止協定

を締結 

 

〔57.11.1〕 

大久保小学校大気

汚染測定局を大久

保市民センターに

移転する 
 
〔57.11.4〕 

新幹線鉄道騒音に

かかる障害防止対

策(76 対策)につい

て国鉄と助成事務

協定を締結、住宅防

音工事を実施 
 
〔58.3.16〕 

県公害防止条例一

部改正(カラオケ騒

音等)公布される 
58.7.1 から施行 
 
〔58.4.10〕 

環境検査室･二見市

民センター･林小学

校における県設置

大気汚染常時監視

システム(テレメー

ター装置)を更新 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔56.7〕 
化学的酸素要求量に

係る総量規制実施 

水質汚濁負荷量自動

測定器設置、測定を

開始 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
〔56.1〕 

別所(東藤江の一部を含

む) 西松江地区約 1,500

世帯をモデル地区に追加

し、同様の分別収集を開

始 

 

 

 

 

〔57.1〕 

大久保清掃工場(南の谷)

埋立用地買収完了する 

 

 

〔57.5〕 

二 見地区６自治会約

1,400 世帯をモデル地区

に追加し同様の分別収集

を開始 

 

 

〔57.10〕 
最終処分場整備事業着工 

 
 
 
 
 
 
 
1981（昭和 56） 
神戸ポートピア、福井謙
一にノーベル賞、夕張炭
鉱ガス惨事 
 
 
 
 
 
 
 
 
1982（昭和 57） 
日航機羽田沖墜落「逆噴
射」、ホテル・ニュージ
ャパン火災、三越事件
「なぜだ」、フォークラ
ンド紛争 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1983（昭和 58） 
大韓航空機墜落、三宅島
大噴火、戸塚ヨットスク
ール、山陰地方に集中豪
雨、おしん 
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昭和 

58 

 

 

 

 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 〔58.6～59.2〕 
二見臨海工業団地
立地事務所(17事業
所)と公害防止協定
を締結する 
 
〔58.7.7〕 
新幹線鉄道騒音に
かかる防音対策に
ついて国鉄新幹線
総局と助成事務協
定を締結、同 10.24
追加協定を締結す
る 
 
〔59.3.16〕 
大気汚染防止法第
31 条に基づく知事
の権限委任につい
て同施行令 13 条の
一部改正が閣議決
定される 
 
〔59.5～60.3〕 
二見臨海工業団地
立地事務所(15事業
所)と公害防止協定
を締結 
 
〔59.7.6〕 
新幹線鉄道騒音に
かかる防音対策に
ついて国鉄新幹線
総局と助成事務協
定を締結 
 
〔59.8.8〕 
明石市域において
光化学スモッグ予
報が発令される 
 
〔60.3.8〕 
神戸地域公害防止
計画(延長)承認さ
れる 
(事業実施 59～63
年度) 
 
〔60.3.22〕 
谷八木川における
環境基準の水域類
型指定 
〔60.3.27〕 
兵庫県公害防止条
例の市町長に権限
を委任する規則(大
気関係分)の一部が
改正され公布され
る 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔59.1〕 
魚住清掃工場脱臭施
設の設置(更新) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔60.3.31〕 

魚住清掃工場汚泥焼

却施設の設置(更新) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔58.12〕 

第２次最終処分場整備事

業竣工 

 

 

 

 

 

〔59.4〕 

第２次処分場供用開始 

〔59.5〕 

東藤江 1,000 世帯を分別

地域に追加し、東藤江全

域分別収集を開始 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔59.9〕 

有害ごみ分別収集開始 

 

〔60.3〕 
燃やせないごみの分別収
集 13,700 世帯に拡大 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔60.4.1〕 

大阪湾広域臨海環境整備

センターと廃棄物処分委

託の基本協定を締結する 

大阪湾広域臨海環境整備

センターと廃棄物埋立処

分場整備事業費負担に係

る覚書を締結する 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1984(昭和 59) 
グリコ・森永事件 
長野県西部地震 
新札発行 日本銀行が
15 年ぶりに新札を発行。
１万円札（福沢諭吉）、
５千円札（新渡戸稲造）、
千円札（夏目漱石）の３
種。ロサンゼルスオリン
ピック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1985 (昭和 60) 
日航ジャンボ機墜落、 
豊田商事事件、阪神優勝
27 年ぶりの優勝、さらに
初めての日本シリーズ
制覇で「六甲おろし」の
大トラ・フィーバーに。
阪神の R・バースが三冠
王。 
五カ国蔵相会議がドル
高修正をめざして為替
市場へ協調介入するこ
とで一致。以後、円が急
騰する。 
ロス疑惑 
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昭和 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

 〔60.8.24〕 
明石市域において
光化学スモッグ予
報が発令される 
 
 
〔60.10.21〕 
新幹線騒音につい
て環境庁調査結果
が発表され、明石市
は全国ワースト２
となる 
 
 
〔60.12.24〕 
新幹線鉄道の障害
防止対策早期実施
を求め,国鉄総裁に
要望書を提出する 
 
 
〔61.3.11〕 
水質汚濁防止法施
行令の一部が改正
され、政令市に指定
される 
 
 
〔61.9.1〕 
明石市域において
光化学スモッグ予
報が発令される 
 
 
〔61.9.4〕 
新幹線鉄道の騒音
振動について発生
源対策の早期実施
と、スピードアップ
に対する慎重な対
応を求め国鉄総裁
に要望書を提出す
る 
 
 
〔62.5.8〕 
新幹線振動につい
て環境庁調査結果
が発表され、明石市
は全国ワースト１
となる 
〔62.7.2〕 

新幹線鉄道の騒音

振動について発生

源対策等の推進と、

対策が確立される

まで適正なスピー

ドで運行するよう

ＪＲ西日本や環境

庁等に要望書を提

出した 

 

〔62.8〕 

スター･ウォッチン

グ｢星空の街｣コン

テストを実施した 

 
 

 

 

 

 

 

〔60.10.1〕 

浄化槽法の全面施行

兵庫県浄化槽指導要

綱施行 

改正し尿汲取手数料

制度（チケット制）

の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔61.10.1〕 

トラックスケールに

よる計量を開始 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔62.3〕 
燃やせないごみの分別
30,000 世帯に拡大 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1986 (昭和 61) 
三原山大噴火、チェルノ
ブイリ原発事故 
衆参同時選挙で自民党
が空前の圧勝 
新日鉄・神戸製鋼・川崎
製鉄の鉄鋼大手３社が
初の従業員一時帰休に
踏み切った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1987 (昭和 62) 
初上場のＮＴＴ株に買
が殺到で初値がつかず。
国鉄民営化、JR スタート
暗黒の月曜日 
ニューヨーク株式市場
で史上最大の株価大暴
落。下降率22.6％は1929
年の大恐慌を越えた 
地価の異常、利根川進に
ノーベル賞 
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昭和 

63 

 

 

 

 

 

 

平成 

元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔3.3〕 

明石市第３次長期

総合計画策定 

 

〔3.4〕 
環境部機構改革 
環境衛生課→環境
管理課 
係名の変更 
 

 
 
 
 
〔63.4〕 
自動車公害防止対
策連絡会議に参加
した 
 
〔63.9.8～元.3.10〕

市内野々池校区で
環境庁の騒音対策
モデル事業を実施
した 
 
〔元.4.30〕 
有害物質に係る公
害防止協定を廃止
(19事業所いずれも
小規模で法令等の
規制で充分対応出
来るため) 
 
〔元.9.27〕 
悪臭防止法の一部
改正により、４物質
が追加される 
 
〔元.10.1〕 
水質汚濁防止法施
行令の一部が改正
され、トリクロロエ
チレン･テトラクロ
ロエチレンが規制
項目に追加され、地
下水の監視も追加
される 
 
〔元.12.27〕 
大気汚染防止法の
一部改正により、特
定粉じんが規制さ
れる 
 
 
 
 
〔3.2.1〕 
大気汚染防止法の
改正により、ガス、
ガソリン機関が規
制される 

 〔63.3〕 
・燃やせないごみの分別
収集 42,000 世帯に拡大 
･分別収集｢かん･びん混
合袋収集｣2,200 世帯を対
象に試行した 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔元.7〕 
分別収集、市内全域に拡
大 
 
〔元.8〕 
分別収集｢かん･びん混合
袋収集｣市内全域で実施 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔3.3〕 
焼却炉施設に塩化水素除
去装置を設置する 
 
〔3.4〕 
環境事業所の設置 
 
 
 
 
 
 
 
 

1988 (昭和 63) 
リクルート疑惑、青函ト
ンネルが開業、瀬戸大橋
が開通、イラン・イラク
戦争、天皇の病状悪化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1989 (平成元) 
消費税スタート、昭和天
皇死去、幼女誘拐殺人、
天安門事件、ベルリンの
壁崩壊、美空ひばり死
去、吉野ヶ里遺跡 
第 15 回主要国首脳会議
（アルシュサミット）環
境問題で地球規模での
対応への必要性で一致。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1990 (平成 2) 
国際花と緑の博覧会、バ
ブル崩壊,日本人初の宇
宙飛行、東西ドイツが統
一、湾岸戦争で対イラク
経済制裁、 
1991 (平成 3) 
雲仙・普賢岳で火砕流、
湾岸戦争、ソ連崩壊 
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平成 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔7.1.31〕 
倒壊家屋等解体処
理申込受付開始 
 
 
 
〔7.2.13〕 
自衛隊による倒壊
家屋等の解体処理
開始 
〔7.2.20〕 
業者委託による倒
壊家屋等の解体処
理開始 

 

〔3.8.23〕 

土壌汚染の環境基

準告知(10 物質) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔5.3.8〕 

水質汚濁に係る環

境基準の一部改正

により、15 項目追

加 

 

〔5.6.18〕 

悪臭防止法の一部

改正により、13 物

質追加 

 

 

〔5.12.27〕 

水質汚濁防止法の

一部改正により、有

害物質 13 物質追加

とともに、２物質の

排水基準の強化 

 

 

〔6.4.21〕 

悪臭防止法施行規

則等一部改正によ

り、排水中における

臭気に対して物質

適用になった 

 

〔6.9.1〕 

明石市大気常時監

視システムが始動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔7.2.28〕 

環境庁告示により

環境基準の水域類

型等を定めた 
 

 〔3.7〕 

集団回収助成金交付制度

開始 

 

 

〔4.2〕 

｢ごみ減量化等推進検討

会｣設置 

 

〔4.6〕 

生ごみ堆肥化容器購入助

成事業開始 

 

〔4.8〕 

集団回収活動用具助成事

業開始 

 

 

〔5.2〕 

｢ごみ減量化等推進検討

会｣の提言 

 

〔5.3〕 

・一般廃棄物処理基本計

画の策定 

・空き缶回収機設置 

―10.3 撤去― 

〔5.4〕 
新大久保清掃工場建設準
備室設置 

 

 

 

 

 

1992 (平成 4) 

佐川献金疑惑、 

地球環境サミット 

国連が、ブラジルのリオ

デジャネーロで国際会

議を開催。テーマは「地

球」。リオ宣言採択 

 

1992（平成 4.7） 

改正廃棄物処理法施行 

 

 

 

1993 (平成 5) 

ビル・クリントンが 42

代大統領に就任。細川連

立内閣発足、北海道南西

沖地震、天皇沖縄訪問、

皇太子結婚 

流行語：インターネット

 

 

 

 

 

1993 (平成 5.11) 

環境基本法施行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994 (平成 6) 

ロサンゼルスを中心と

する南カリフォルニア

一帯で大地震。死者 61

人、負傷者 9200 人。松

本サリン事件、村山内閣

誕生、向井さん宇宙へ 

 

 

 

 

1995 (平成 7) 

〔7.1.17〕 

兵庫県南部大地震発生、
地下鉄サリン事件、「も
んじゅ」ナトリウム漏れ
事故、統一地方選挙。東
京都知事青島幸男、大阪
府知事横山ノック。日本
銀行が公定歩合を 0.5％
に引き下げ即日実施。史
上最低の金利。 
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平成 
7 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔9.4〕 

・環境保全条例の

見直し及び、環境

基本計画策定に伴

い、環境管理課内

に計画担当（２名）

を配置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔10.2.20〕 
環境保全審議会が
開催され、環境保
全の基本的あり方
を諮問される 
〔10.3.31〕 

倒壊家屋等の解体

処理終了 

 
 
 

〔7.4.21〕 
悪臭防止法の一部
改正により、臭気指
数規制が導入され
た 
〔7.7.18〕 
兵庫県環境の保全
と創造に関する条
例公布 
 (8.1.17 施行) 
 
 
 
 
〔8.5.9〕 
大気汚染防止法の
一部改正により、有
害大気汚染物質の
規制対策の拡大、建
築物解体時のアス
ベストの飛散防止
等が追加された 
 (9.4.1 施行) 
 
〔8.6.5〕 
水質汚濁防止法の
一部改正により、汚
染された地下水浄
化のための措置と
油流出事故時の措
置に関する規定が
定められた 
 (9.4.1 施行) 
 
 
 
〔9.4.24〕 
ゴルフ場の使用農
薬に係る暫定指針
の一部改正により、
指針対象農薬が５
物質追加され、３５
物質となる 
 
 
 
 
〔9.8.29〕 
大気汚染防止法施
行令の一部改正に
より、廃棄物焼却炉
等において、ダイオ
キシン類が規制さ
れる 
 
〔9.12.1〕 
地球温暖化防止京
都会議が開催され
る 
 
 
 
 
〔10.3.31〕 
水質汚濁防止法施
行規則の一部を改
正する総理府令に
より、特定施設の設
置・変更届出書別紙
記載事項等のつい
て様式の改正が公
布された 
（10.10.1 施行） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔9.7〕 

従量制し尿汲取手数

料改定 
(事業所と仮設便所
に区分) 
 
 
 
 
 

 
 
〔7.6〕 
災害廃棄物破砕･選別業
務開始 
 (8.3 末終了) 
〔7.7〕 
第２次最終処分場嵩上工
場着工 
 
〔8.1〕 
新焼却施設(160t/24h×3
炉･住友/W+E 型水平スト
ーカ炉)着工 
 
〔8.5〕 
第２次最終処分場嵩上工
場竣工 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔8.7〕 
ごみ収集車(3.5t プレス
パッカー車)１台試行導
入 
 
 
〔8.12〕 
フロン回収業務開始 
 
〔9.4〕 

動物死体処理手数料改定 
 
〔9.7〕 
新破砕選別施設(92t/５
h)着工 
 破砕 
  60t/5h×1 系統 
 資源化 
  32t/5h×1 系統 
 
〔9.8〕 
ごみ収集車(3.5t プレス
パッカー車)１台試行導
入 
 
 
 
 
〔9.12〕 
清掃工場新管理棟着工 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1996 (平成 8) 
Ｏ-157、住専問題、豊浜
トンネル岩盤崩落事故、
小選挙区で初の総選挙 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1997 (平成 9) 
ロシアのタンカー日本
海で油流出事故、【消費
率引き上げ】消費税が
３％から５％に引き上
げ。ペルー日本大使公邸
人質事件、神戸小学生殺
害事件、ダイアナ事故
死、香港返還、山一証
券・北海道拓殖銀行破綻
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1998 (平成 10) 
長野オリンピック、和歌
山カレー毒物混入事件、
サッカーＷ杯日本初出
場、金大中・大統領が来
日 
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11 

 〔10.4.1〕 
自動車排ガス局と
して、小久保局を新
設した 
 
〔10.5.20〕 
水質汚濁防止法施
行令の一部改正に
より、ＰＣＢの処理
に係る施設を規制
対象である特定施
設に追加すること
が公布された 
（10.6.17 施行） 
 
〔10.5.28〕 
窒素及び燐に係る
削減指導要領が制
定された 
（10.7.1 施行） 
 
〔10.6.23〕 
窒素含有量につい
ての排水基準に係
る湖沼を定める件
の一部を改正する
件が告知された 
（10.8.1） 

 
〔10.8.5〕 
新幹線鉄道騒音振
動の発生源等につ
いて、３市１町でＪ
Ｒ西日本に要望書
を提出する 
 
〔10.8.13～14〕 
新幹線鉄道騒音振
動の発生源対策に
ついて、３市１町で
運輸省、環境庁に要
望書を提出する 
 
〔10.9.24〕 
水質汚濁防止法の
排水基準を定める
総理府令の改正に
より、窒素・燐の暫
定排水基準を原則
的に一般排水基準
に移行する内容が
公布された 
（10.10.1 施行） 
〔11.1.29〕 

土壌・地下水汚染に

係る調査・対策指針

及び同運用指針を

策定され、調査・対

策の進め方が示さ

れた 

 

〔11.3.12〕 

悪臭防止法施行規

則の一部を改正す

る総理府令等によ

り、気体排出口にお

ける臭気指数規制

基準の設定方法等

が定められた 
（11.9.13 施行） 

〔10.4.1〕 
浄化槽設置等の届出
及び保守点検、清掃
についての改善命令
などの事務が県から
移譲された 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔10.8〕 
一般廃棄物（生活排
水）処理基本計画策
定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔10.11.30〕 
旧焼却炉休止 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔11.3.31〕 
明石クリーンセンター施
設竣工 
大久保清掃工場から明石ク
リーンセンターに名称変更 

1998 (平成 10.4.5) 
明石海峡大橋開通 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999 (平成 11) 
初の脳死判定による心
臓・肝臓移植、東海村で
臨界事故、ユーロ導入、
横山知事が辞表 
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11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔11.4〕 

環境部機構改革 

環境管理課と環境

保全課が統合 

環境政策課となる

(管理係、計画係、

大気係、水質係、

監視係) 

 

 

〔11.6.30〕 

・明石市の環境の

保全及び創造に関

する基本条例及び

同施行規則を制定

・明石市空き缶等

の散乱及びふん害

の防止に関する条

例制定 

 

〔11.7.15〕 

・環境の保全と創

造に関する条例に

基づく規制基準の

改正（焼却炉ばい

じん規制） 

・ダイオキシン類

対策特別措置法公

布 

(12.1.15 施行) 

 

〔11.10.1〕 

明石市空き缶等の

散乱及びふん害の

防止に関する条例

施行規則制定 

 

〔12.2〕 

明石市環境基本計

画策定 

 

 

〔12.4.1〕 

・市機構改革によ

る名称変更 環境

政策課 管理係→

総務係 

・組織改正 

大気係と水質係が

統合し、保全係と

なる 
(総務係、計画係、
保全係、監視係の
編成となる) 
・環境部内にＩＳ
Ｏ１４００１認証
取得のため計画担
当課長を配置 
・夜間花火の禁止
が施行される 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔12.4.1〕 
騒音規制法の改正
で自動車騒音の要
請限度が L50の評価
から LEQの評価に変
更となる 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔11.10〕 

魚住清掃工場汚泥焼

却施設の廃止 

 

 

 

 

 

〔12.3.10〕 
魚住清掃工場第２施
設最終沈殿槽及び第
３施設処理槽取り壊
し撤去 
 

〔11.4.1〕 

・明石クリーンセンター

本格稼働 

・組織改正 

環境管理課推進係の業務

を明石クリーンセンター

に統合 

(庶務係､施設係､推進係

の編成となる) 

資源再生化担当課長を配

置 

〔11.4.1〕 

環境管理課環境整備係の

一部業務を環境第２課へ

統合 

 

 

 

〔11.6〕 

・ペットボトルを資源ご

みとして収集開始 

・分別変更を実施し、プ

ラスチック類は可燃ごみ

になった 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔12.4.1〕 

市機構改革で環境第２課

組織改正 

(庶務係､作業第 1 係､作

業第２係の編成となる) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999（平成 11.7.15） 
特定化学物質の環境へ
の排出量の把握等及び
管理の改善の促進に関
する法律（ＰＲＴＲ法）
公布 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2000 (平成 12) 
南北朝鮮首脳会談、不明
少女９年ぶりに発見、大
手百貨店そごうが倒産、
２０００円札発行、日比
谷線脱線、雪印乳業食中
毒事件、高速バス乗っ取
り 
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平成 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔12.9.7〕 
ＩＳＯ１４００１
認証取得キックオ
フ宣言式実施 
〔12.9.〕 
公共工事に係る環
境配慮指針策定 
エコオフィス行動
指針策定 
グリーン購入導入
指針策定 
〔12.10.28 〕 
ＮＰＯとビオトー
プフォーラムを開
催 
 
 
 
 
〔13.3.14〕 
市はＩＳＯ１４０
０１認証取得成る 
適用範囲は本庁舎
群、３市民センタ
ー、消防本部、保
健センター、明石
クリーンセンター
（焼却施設） 
 
 
 
 
〔13.4.1〕 
第 4 次長期総合計
画がスタート 
 
家電リサイクル法
施行（対象は、エ
アコン、テレビ、
冷蔵庫、洗濯機の
４品目） 
 
 
 
〔13.7.2〕 
環境政策課分室に
環境学習室を開設 
 
 
〔13.7.21〕 
明石市民夏まつり
で事故発生 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔13.12.30〕 
大蔵海岸で陥没事
故発生 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔13.3.16〕 
騒音規制法施行令
が改正公布され、自
動車騒音の常時監
視事務に関する政
令市となる 
 
 
 
 
 
〔13.4.20〕 
環境基本法第 16 条
第 1 項の規定にジ
クロロメタンが追
加され、大気環境基
準が定められた 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔13.8.28〕 
新幹線鉄道騒音振
動の発生源対策に
ついて、３市１町で
運輸省、環境省に要
望書を提出する 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔13.10.1〕 
市内全世帯、全事業
所の浄化槽管理者に
啓発パンフレットを
送付する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔13.4.1〕 
家電リサイクル制度開始 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001（平成 13.2.9） 
米ハワイ・オアフ島沖で
愛媛県宇和島水産高校
の実習船「えひめ丸」が
米原子力潜水艦に衝突
され沈没 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001（平成 13.4.26） 
小泉内閣が誕生 
 
 
 
 
 
2001（平成 13.6.8） 
大阪教育大付属池田小
学校に包丁を持った男
が乱入 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001（平成 13.9.10） 
国内初の BSE 
 
2001（平成 13.9.11） 
米中枢同時テロ発生 
 
2001（平成 13.12.1） 
皇太子妃雅子さまが女
子を出産。名前は「愛子」
称号は「敬宮」と決まる
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平成 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 

 
 
〔14.2.4〕 
一般廃棄物処理基
本計画の策定に関
して環境審議会に
諮問する 
 
 
〔14.2.20〕 
ＩＳＯ１４００１
サーベイランス
（２年目の定期審
査）を受審する 
 
 
〔14.4.1〕 
特例市に移行 
 
 
 
 
〔14.6.1〕 
明石市廃棄物の処
理及び清掃に関す
る条例・施行規則
を一部改正 
 
 
 
 
 
 
 
〔15.2.1〕 
明石市一般廃棄物処
理基本計画（ごみ
編・生活排水編）策
定 
 
〔15.3.12〕 
ＩＳＯ１４００１
認証取得の範囲を
拡大。拡大範囲は、
市立市民会館、環
境政策課分室、環
境第１課（事務
棟）、環境第２課、
明石クリーンセン
ター（事務棟） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔16.3.24〕 
明石市廃棄物の処
理及び清掃に関す
る条例を一部改正
 
〔16.3.25〕 
同条例施行規則を
一部改正 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔14.4.1〕 
特例市移行に伴い
公害規制権限が県
から委譲される 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔14.5.1〕 
家電リサイクル法啓発下
敷を市内の小学生（４、
５年生）に配布開始 
 
〔14.6.1〕 
明石市廃棄物の処理及び
清掃に関する条例の改正
により、産業廃棄物の一
部（建設廃材、木くず、
燃え殻）のクリーンセン
ターへの搬入を禁止する 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔15.10.1〕 
家庭用パソコンのリサイ
クル制度スタート 
 
 
 
〔16.1.4〕 
小動物死体処理委託を開
始 
 
 
 
 
 
〔16.3.25〕 
環境事業指導員制度、ご
み減量推進員制度施行 
 

 
 
 
2002（平成 14.2.8～） 
ソルトレーク・シティー
で第 19 回冬季オリンピ
ックを開催 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002（平成 14.5.31～）
第 17 回ワールドカップ
日本・韓国共同開催 
 
 
 
2002（平成 14.9.17） 
日朝首脳会談。翌月拉致
被害者５名が帰国 
 
 
2002（平成 14.12.20） 
小柴氏・田中氏が日本人
で同年に２人受賞は初
めてのノーベル賞受賞 
 
 
2003（平成 15.3） 
重症急性呼吸器症候群
(SARS)が中国広東省や
香港、ベトナムで集団発
生 
 
2003（平成 15.3.20） 
米軍がイラクに対する
武力攻撃を開始 
 
 
 
2003（平成 15.4.1） 
日本郵政公社スタート 
 
 
2003（平成 15.8.25） 
住民基本台帳ネットワ
ークが本格始動 
 
 
2003（平成 15.12.1） 
地上デジタル放送開始 
 
2004（平成 16.1） 
山口県で国内第1例目の
鳥インフルエンザ発生 
 
 
2004（平成 16.1.16） 
自衛隊の先遣隊をイラ
クに派遣。 
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平成 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 

 
〔16.4.1〕 
機構改革 
ごみ対策課（調整
係・減量推進係）
を新設し、環境部
が５課となる。環
境事業所の名称を
廃止 
 
環境政策課保全係
と監視係を廃止
し、水質係、大気
係を新設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔17.4.1〕 
機構改革 
明石クリーンセン
ターに計画係を新
設 
 
〔17.9.28〕 
明石市の環境の保
全及び創造に関す
る基本条例改正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔17.11.1～〕 
兵庫県環境の保全
と創造に関する条
例が一部改正され、
アスベストの解
体・改修に係る届出
の義務化などの規
制の強化 
〔17.11.15〕 
環境政策課にアス
ベスト対策調整室
設置 
 
 
〔18.3.1～〕 
大気汚染防止法が
一部改正され、アス
ベストの解体・改修
に係る届出が義務
化 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔18.1.30 〕 
魚住清掃工場に下水
道放流設備設置 
一部下水道放流開始
 
 
 

 
〔16.4.1〕 
家庭用専用冷凍庫が家電
リサイクル法の対象品目
に追加 
 
 
〔16.6～10〕 
紙類･布類の分別変更と
粗大ごみ戸別有料化につ
いて、自治会を中心に全
市において説明会を実施 
 
 
〔16.10〕 
ごみハンドブック全面改
訂、全世帯に配布 
 
ごみ減量推進員・ごみ減
量推進協力員を委嘱・登
録 
 
〔16.11〕 
全市において紙類･布類
分別収集始まる 
 
全市において粗大ごみ戸
別有料収集始まる 
 
ごみカレンダー全面改訂 
 
 
〔17.3.23〕 
第 3 次埋立処分場の建設
を開始 
 
〔17.4.1〕 
焼却施設運転管理業務委
託を開始 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔18.2.1 〕 
資源循環推進審議会発足 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2004（平成 16.6） 
年金制度改革関連法が
成立 
 
 
2004（平成 16.8） 
アテネで第 28 回オリン
ピックが開催 
 
 
 
2004（平成 16.10） 
新しい札発行 
千円は野口英世 
５千円は樋口一葉 

 
2005（平成 17.1） 
阪神大震災から 10 年 
 
 
 
2005（平成 17.3） 
愛知万博（愛・地球博）
が開催 
 
 
2005（平成 17.4） 
ＪＲ福知山線脱線事故 
 
2005（平成 17.4） 
ローマ法王庁が法王選
挙会でヨゼフ・ラッツィ
ンガー枢機卿を第265代
ローマ法王に選出 
 
 
 
2005（平成 17.10） 
郵政民営化関連法案が
成立 
 
 
2005（平成 17.12） 
厚生労働省が 2005 年の
人口動態統計の年間推
計を発表、日本の人口が
1899 年の統計開始以来
初の自然減となったこ
とが分かる 

 




